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        第１部 特集                 

１ 半導体関連企業の集積に伴う地下水涵
かん

養の  

更なる推進について 

 （１）半導体関連企業の熊本県への進出 

● 令和3年（2021年）11月、世界的な半導体受託製造企業であるTSMC※１が、日本初の工場を

本県に建設することを発表しました。そして、令和6年（2024年）2月にTSMCの製造子会社

であるJASM※２の開所式が行われ、さらに、JASM第２工場についても建設することが発表され

ました。 

半導体の製造過程では、大量の水が使用されることから、地下水の保全にこれまで以上に取

り組んでいく必要があります。 

このため、本県では、TSMC の工場建設発表後、地下水位の監視体制の強化や地下水涵養の

拡大、新たな工業用水の整備などに向けた取組みに着手するとともに、令和４年（2022年）3

月には「半導体産業集積強化推進本部」のもとに「自然環境部会」（後に「環境保全部会」に

改組）を設置し、庁内関係課が連携して、熊本都市圏100万人の生活と産業を支える地下水を

将来に向けて保全するための体制を整備しました。 

※１： 半導体製造会社「Taiwan Semiconductor Manufacturing Company」(TSMC) 

※２： 半導体製造会社「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing」(JASM) 

 

（２）「熊本県地下水保全推進本部」の発足 

● 令和6年（2024年）4月、新たに就任した木村知事は、半導体関連産業の集積に伴う地下水

の保全に関する県民の不安解消を最重要課題と位置付け、熊本の宝である地下水の確実な保全

を図るため、令和6年（2024年）5月、「熊本県地下水保全推進本部」を設置しました。 

   

   

  

知事就任記者会見で熊本県地下水保全推進本部の設置

を表明する木村知事（令和6 年（2024 年）4 月） 
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（３）「熊本県地下水保全推進本部」の取組み 

● 「熊本県地下水保全推進本部」は、庁内関係部局が一体となって、地下水保全の取組みを迅

速かつ強力に推進するため、知事を本部長として、各部局（公室）長で構成されています。 

  令和6年度（2024年度）は、「熊本県地下水保全推進本部会議」を3回開催し、庁内各部局

連携のもと、地下水位の監視体制の強化、地下水涵養の推進、地下水や河川の水質のモニタリ

ングの強化等、地下水の量及び質を保全する取組みを強化しました。 

 

● また、令和6年（2024年）11月には、熊本県地下水保全推進本部の関係課職員が、台湾の

台南市・高雄市を訪問し、工場や家庭等からの排水を高度な設備で処理し工業用水として再生

している「南部サイエンスパーク」等を視察し、本県での取組みの参考とするべく情報収集を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 今後も、「熊本県地下水保全推進本部」を中心に、熊本の宝である地下水を保全する取組み

を強力に進めていきます。 
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２ サーキュラーエコノミー（循環経済）について 

（１） サーキュラーエコノミー（循環経済）とは  

● プラスチックごみによる海洋汚染や資源採取に伴う温室効果ガスの増加、生物多様性への影

響が深刻化しており、加えて資源確保の不安も高まる中、国内で資源を循環させて最大限活用

することは重要性を増しています。そこで、国はサーキュラーエコノミー（循環経済）への移

行を国家戦略とし、市場規模を拡大しながら資源を効率的に循環させる社会の実現に向けた取

組みを進めています。 

 

● サーキュラーエコノミーとは、大量消費・大量廃棄型の線形的な経済から、資源投入量・消

費量を抑え、持続可能な形で資源を効率的・循環的に利用する新たな経済システム（循環経済）

を目指すものです。例えば、製品を修理して長く使うことや、再生材を活用した製品づくり、

モノを所有しないシェアリングサービスの利用、使用済製品を原料として再び同じ種類の製

品を製造する水平リサイクルなどが挙げられます。 

（２） サーキュラーエコノミーの現状と課題 

● 排出事業者では、自社製品の製造に循環資源や再生可能資源を活用する意識が十分に高まっ

ておらず、天然資源への依存が続いています。また、拡大生産者責任の観点から求められる環

境配慮設計に関する意識も十分ではありません。さらに、シェアリングサービスなどの提供商

品や利用地域が限定的であり、流通段階においても取組みの検討が必要です。 

  
● 県民アンケートにおいて、サーキュラーエコノミーについて「内容も含めて知っている」は

2.4％と極めて低く、「モノの購入に代わるサービスの利用」や「長期間モノを使用する」とい

った行動も広がっていません。また、事業者の使用済製品・再生品の調達意識や、食品廃棄物

の利活用も十分ではなく、サーキュラーエコノミー実現に向けた取組みをより一層進めていく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省第五次循環型社会形成推進基本計画概要資料から引用） 

サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行のイメージ 

 

原材料 

製品 

利用 

廃棄物 

リニアエコノミー 
（線型経済） 

 

サーキュラーエコノミー 
（循環経済） 
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ことが必要です。 

（３） サーキュラーエコノミー実現に向けた熊本県の取組み 

● 熊本県では、製品を長く使う取組み

を広げる「九州まちの修理屋さん」登

録制度や、「くまもとプラスチックスマ

ート」よるプラスチックごみ削減協力

店舗の県民への周知、プラスチックご

み分別収集に取り組む市町村支援、民

間企業と連携した食ロス削減に向けた

デジタルプラットフォームの活用など

に取り組むことで、サーキュラーエコノミ

ーの更なる推進を目指しています。また、

県独自のリサイクル製品認証制度により再生材を活用した製品の普及を進め、資源の循環的な

利用の拡大や廃棄物の減量化、県内リサイクル産業の育成を図ります。 

 

● 令和７年度（2025年度）より開始した、「サーキュラーエコノミー相談・マッチング支援員

制度」において、事業者を専門の支援員が伴走して支援しています。製品の長寿命化や修理の

可能性、製造工程で生じる廃

棄物・副産物の有効活用、関連

する補助金の紹介や認証制度

の活用など、事業者の課題に

応じて一緒に解決へ導きま

す。環境負荷の低減に加え、新

たなビジネスチャンスの創出

や地域経済の活性化にもつな

げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「くまもとプラスチックスマート」のロゴマーク 

令和7年10月24日放送『ＧＯ！くまモン☆ナビ』（テレビ熊本）より 

 



 

5 

 

 

３ 脱炭素先行地域の取組みについて（「くまもと

地域みらいエネルギー株式会社」の設立について） 
 
 （１）脱炭素先行地域とは 

● 令和12年（2030年度）までに、家庭・業務部門 

の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを実現し、関連 

分野のCO2削減を目指す地域です。環境省が100か 

所程度を選定予定で、熊本県内では３か所（球磨村、 

あさぎり町及び熊本県・益城町）が選定されています。 

 

 （２）本県の取組み 

 ● 令和元年（2019年）に国に先駆けて「2050年熊 

本県内CO2排出実質ゼロ」を宣言しました。 

 

● 令和５年（2023年）11月、本県や共同提案者で 

ある益城町等が提案した、「阿蘇くまもと空港周辺 

地域RE100産業エリア」が脱炭素先行地域として選 

定されました。 

“熊本では再エネ100%を目指した企業活動が可能” 

という、次の時代を見据えた環境づくりに取り組ん 

でいます。 

 

● 令和６年（2024年）12月24日、本県や益城町ほ 

か共同提案者各社等は連携協定を締結し、地域エネ 

ルギー会社の設立や運営等について連携を図ること 

としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ2010熊本県くまモン 
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（３）「くまもと地域みらいエネルギー株式会社」の設立について 

● 脱炭素先行地域内では、国の財政支援を受け、バイオマス発電やバイオガス発電及び太陽光

発電等の整備を進めています。 

 

● これらの再エネ電力を集約し、企業等に供給するため、令和７年（2025年）１月23日、本

県も出資して「くまもと地域みらいエネルギー株式会社」を設立（※）しました。 

※都道府県が出資して設立した地域エネルギー会社は、山形県に続き全国で２例目。 

 

● 令和７年（2025年）４月から脱炭素先行地域内の企業等を中心に「くまもと地域みらいエネ

ルギー株式会社」から再エネ電力を供給開始する予定です。 

地域の再エネ電源を集約し、再エネの安定供給を図るとともに、脱炭素化を県域に波及させて

いくことを目指します。 
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４ 環境センター、新たな舵取りへ 

－篠原館長から山元館長へバトンをつなぐ－ 

 （１） 新たな歩みへの出発点 

● 環境センターは、県内の環境学習の拠点として、環境教育、環境 

情報発信など多岐にわたる役割を担っています。 

令和６年度（2024年度）末をもって、約 10年にわたり当センター

の舵取りを担ってきた篠原亮太氏が御勇退され、新たな館長が就任さ

れることとなりました。 

 

● 篠原氏には環境教育と環境行政の視点から当センターの発展に御

尽力いただきましたことに心からの敬意と感謝を申し上げるととも

に、新たな門出を心よりお祈り申し上げます。 

 

● 今後も当センターはこの大きな節目を機に次なるステージへの挑戦・発展に向けて邁進して

いきます。 

 

（２） 県民とともに歩んだ10年 

● 篠原氏は、平成 27年（2015年）４月に環境セ

ンター館長に就任されると、当センターにおける

環境教育に ESD（Education for Sustainable 

Development）の理念を取り入れ、センターを「県

民が環境を学び、行動につなげる場」として、環

境や社会について総合的に学ぶプログラムを展

開しました。子どもたちが地域の環境課題を自ら

考え、行動につなげる学習の場づくりを進めたこ

とで、学校現場からの評価は高まりました。 

 

● 平成28年（2016年）４月には熊本地震が発生、令和２年度（2020年度）からは新型コロナ

ウイルス感染症が猛威を振るったことによる臨時休館やイベントの中止などを受けて、子ども

たちへの継続的な環境学習への対応を新たに模索することとなりました。 

篠原亮太前館長 

篠原亮太前館長の環境センターにおける最後の講義 
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このような災害等を経験して、ESD を実践す

る環境教育によって、人類が直面する厳しい自

然災害や先の見えない地球環境問題をなんとか

乗り越えていけるのではないかと再認識しまし

た。 

  

● 平成31年（2019年）３月には、篠原氏の肝入

りでエコ・ステージを含む常設展示を大幅にリニ

ューアルし、重要な課題である「地球温暖化」に

関する内容を充実させました。当時、国内では初めての試みと言われた大画面のスクリーンを

使った気候変動シミュレーションなどを新設、このまま温暖化が続くと100年後の熊本が、地

球がどうなってしまうのか、子どもから大人まで幅広く楽しみながら学べるよう工夫を凝らし

た施設となりました。 

 

（３） 新たな一歩へ 

● 令和７年度（2025年度）から新たに館長に就任した山元恵館長は、

国立水俣病総合研究センター環境・保健研究部長として、水銀に関

する基礎研究や調査に長く携わるとともに、研究現場で得られた知

見を地域の理解や政策形成に結び付ける役割を長く担っています。 

 

● 特に、国立水俣病総合研究センターは水銀の健康影響に関する協

力センターとしてＷＨＯ協力センターに指定されており、山元 

氏も海外の水銀汚染の可能性のある地域等で環境汚染や人への曝露

影響調査などの現地調査を行い、水銀への曝露評価と現地の人々へ

の情報発信や研修等をＪＩＣＡ（国際協力機構）等と協力しながら、

多くの国々で活動を行っています。 

 

● 現代社会において、新館長就任による当センターの

役割も、これまで築かれた信頼と成果を継承しつつ、時

代の変化に応じた柔軟な対応が求められています。今

後も「県民とともに歩む環境拠点」として、教育・交流・

発信の三本柱を更に強化し、熊本の未来を支える役割

を果たしていきます。 

 

● 篠原氏が築いた「人を育て、地域とともに歩む」ESD

教育は、環境センターの根幹として今後も受け継がれ

ます。一方で、山元氏の科学的アプローチと国際的視野

は、センターの活動を“伝える”だけでなく“活かす”方向へさらに広げる力となるでしょう。 

館長の勇退と新任は、環境センターにとって「継承と革新」を象徴する出来事であり、熊本の

環境問題解決への未来を切り拓く新たな一歩です。 

山元恵館長 

リニューアルしたエコ・ステージ 

インドネシアにおける重金属に関する会合 
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   第２部 本編 ～環境の現状と対策～         

 

  本県では、熊本県環境基本条例に基づき策定した第四次熊本県環境基本指針（令和３年度 

（2021年度）～令和12年度（2030年度））及び第六次熊本県環境基本計画（令和３年度（2021

年度）～令和７年度（2025年度））に沿って、「環境立県くまもと」に向けた様々な環境施策に

取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本指針：本県が行う生活環境及び自然環境に関する施策の方向を示す 

環境基本計画：基本指針が示す施策の方向に沿って、環境の分野毎に、現状、 

課題、施策の方向性及び目標を示す 

 

第四次熊本県環境基本指針の概要 

第１章 第四次熊本県環境基本指針・第六次熊本県環境

基本計画と計画指標の動向 
 

第１節 第四次熊本県環境基本指針・第六次熊本県環境 

基本計画について 
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県で見通しを
立てた削減量 

国の更なる追加施策

による削減量 
 

2030年度目標 

Δ40％ Δ10％ ⇒ Δ50% 

部門 
（排出量構成比） 

  計画期間（2021～2025年度）の施策の方向性 

ⅰ 家庭部門 
   （19.8% ） 

 ⇒ Δ47% 
＋α 

・ゼロカーボンに必要な取組みの見える化 ・LED普及 
・住宅の新築やリフォーム時の断熱仕様の推進、ZEHや
太陽光発電の導入推進等  

ⅱ 産業部門 
   ・業務部門 
   （49.7% ） 

 ・省エネ（電化）設備への転換、CO2削減に向けた企業等
にと連携した課題解決、再エネ導入の推進等 

ⅲ 運輸部門 
  （20.7% ） 

⇒ Δ27% 
＋α 

・エコドライブや宅配便の再配達防止活動の推進、 
次世代自動車の導入促進や高純度BDFの活用 

ⅳ 廃棄物部門 
   （7.8% ） 

⇒ Δ12% 
＋α 

・廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用、熱回収の推進、  
 フロン類の回収推進等 

分野 2030年度目標 計画期間（2021～2025年度）の施策の方向性 

ⅰ再エネの導入推進 県内の再エネ導入量 
150万 kL（原油換算） 

再生可能エネルギーの導入促進、自家消費型の再エネ発電・蓄
電の普及拡大等 

ⅱ吸収源対策等の推進 森林吸収量 
51.4万 t-CO2 

間伐や再造林等の適切な森林整備の推進、  
カーボンオフセット、CO2固定化等 

ⅲ広域連携 
ー
 県内市町村、国、企業、県民の連携による取組み 

ⅳ県民運動の推進 ー
 

県民、事業者、行政等各主体の意識改革・行動変容の促進 

１章 ゼロカーボン社会・くまもとの推進 

第六次熊本県環境基本計画の概要 

(1) 地球温暖化対策の推進 
・温室効果ガス排出量の現状や将来推計を基 
  に2050年の排出量を予測 

③電気のCO
2
 

ゼロ化 
④その他のCO

2
の 

実質ゼロ化 

②エネルギー 
シフト 

①省エネルギーの
推進 

・2050年ゼロカーボンに向けた４つの戦略 

  を位置づけ 

・中間目標(2030年度) 

図 温室効果ガス排出量の将来予測と削減イメージ 

計画策定の趣旨、計画の性格・

位置付け 等 

第１編 基本的事項 

環境の現状、国内外の動き、 
前計画の成果と今後の課題 

第２編 環境を取り巻く状況 

地球温暖化対策として、緩和

策と適応策を両輪で推進 

第３編 重点テーマ 

第４編 分野別計画  ※主な施策の方向性 

(2) 県の事務・事業における温室効果ガス排出削減の推進 
・「地球温暖化防止に向けた県庁率先実行計画」に基づく温室効果ガス排出削減等の取組の推進 

○部門別取組み 

○横断的取組み ※1 運輸部門は災害復旧に係るトラック等による軽油使用量の増加、廃棄物部門は全国的なハイドロフルオロカーボン
の排出増加によるものと推測 

 Δ16.7% ⇒Δ35%＋α 
 Δ31.1% ⇒Δ57%＋α 

Δ29.5% 
 

+5.0%
※1
 

 

+20.1%
※1

 
 

2017年度 
実績 

（2013年度比） 

2030年度 
目標 
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(1) 資源循環の推進 
  ○廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用、熱回収の推進 
  ○市町村における発電や熱利用等、環境に配慮した廃棄物処理施設整備の推進 
  ○海洋プラスチックごみ削減に向けた陸域・海域における排出抑制、回収、リサイクル推進 
  ○バイオマスの活用推進        ○災害廃棄物の適正処理体制の構築 

 ２章 循環型社会の推進 

(1) 森林、水辺等の自然環境の保全 
 ○地熱発電の導入促進と温泉資源保護の共存に向けた検討   
  ○森林の多面的機能の維持増進のための森林整備の推進、豊かな森林を守り育てる意識の醸成     
  ○有害鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の管理対策の強化、若手狩猟者の育成・確保  
(2) 生物多様性の保全に係る対策の推進 
 ○国や地元市町村等と連携した外来生物対策 
 ○環境にやさしい「くまもとグリーン農業」の推進 
 ○自然の恵みを活かした体験型観光の開発支援、国立公園を活用した自然環境ツーリズム  

 ３章 熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会の実現 

 
(1) 水環境に係る対策の推進  
 ○水田湛水事業（人為的な地下水かん養対策）の継続・拡大  
 ○地域の状況に応じたきめ細かな硝酸性窒素対策の推進 
(2) 大気環境に係る対策の推進    
 ○大気汚染防止法改正に伴うアスベスト対策の指導・監督体制強化  
(3) オゾン層の保護対策の推進      (4) 騒音、振動、悪臭、光害などの対策の推進   
(5) 土壌汚染と地盤沈下の対策の推進   (6) 化学物質・放射性物質の環境リスクの評価・管理  
(7) 水銀フリー社会の実現に向けた取組み (8) 緑と水のある生活空間の保全・ 創造 
(9) 良好な景観及び文化財の保全・創造  
   ○「『阿蘇』の景観を守る宣言」を踏まえた景観保全  

 ４章 安全で快適な生活環境の確保 

(1) 気候変動の影響への適応  
  ○気候変動への分野別対策を４分野から７分野に再編・拡充 
(2) 大規模災害への備え  
  ○小型・分散型の再生可能エネルギー施設（「屋根置き太陽光発電施設＋蓄電池」等）の普及促進 
  ○人材育成（県・市町村職員、事業者）、広域処理を含めた災害廃棄物の適正処理体制構築 
(3）社会変革への対応  
  ○オンライン会議等の環境負荷の低減につながる行動変容の定着促進や、地域資源を活かした 
   自立・分散型の社会形成 
(4）球磨川流域における「緑の流域治水」の推進  

  ○「緑の流域治水」の実現に向けて、国、県、流域市町村、住民等の力を結集し、河川の整備や 
   遊水地の活用、森林整備、新たな流水型ダムや田んぼダムの推進、避難体制の強化等 
  ○再生可能エネルギーの導入推進によるゼロカーボン先進地の創出 

 ５章 リスクに備えた社会づくりと球磨川流域における「緑の流域治水」の推進 

(1)未来を支える人づくり     
  ○「水俣に学ぶ肥後っ子教室」による水俣病の理解促進、環境保全行動意欲の育成 
  ○環境センター等における環境教育・学習の推進  ○持続可能な社会の実現に向けた消費活動の推進   
(2)豊かなくまもとを守り育てる地域づくり 

 ６章 環境立県くまもと型未来教育 

(1)環境アセスメントの推進  (2)環境情報・研究のネットワーク化   (3)国際協力の推進 

 ７章 持続可能な環境の創造に向けた仕組みづくり 
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・数値目標一覧 

※令和６年度の実績が目標を達成している指標については、「達成」としています。 

 

第１章 ゼロカーボン・くまもとの社会の推進                     

※全電源平均は2023年度に示された係数(8.64)で計算 

第２章 循環型社会の推進                               

 

第３章 熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会の実現                 

 

指標
現状

（基準年度）

実績値

（年度）

令和12年度目標

（目標年度）

1
温室効果ガス（二酸化炭素換算）

総排出量の削減率

1439.5万t-CO2

（H25）

1034.3万ｔ-CO2

28.1％減

（R5）

50％削減

（H25年度総排出量比）

（R12）

2
再生可能エネルギー導入量

（原油換算）

火力平均　：90万kL

全電源平均：79万kL(※)

(R1)

火力平均　：111万kL

全電源平均：97万kL(※)

(R5)

火力平均　：150万kL

全電源平均：131万kL(※)

(R12)

3 森林による二酸化炭素吸収量
86.9万t-CO₂

（H30）

82.9万t-CO₂

（R5）

51.4万t-CO₂

※国によるCO2吸収量算定手法見直し

により下の目標に基づき評価

69.7万t-CO₂

(R12)

4 間伐実施面積（年間）
6,421ha

(R1)

3,648ha

（R6）

8,000ha

（R5）

※関連計画の改定により、令和6年度か

らは以下の目標に基づき評価

5,200ha

（R9）

5 森林の更新のうち人工造林の割合
57%

(R1)

935ha

（R6）

70％

（R5）

※関連計画の改定により、令和6年度か

らは以下の目標に基づき評価

再造林面積（年間）

1,400ha

（R9）

6
熊本県の事務・事業から発生する温

室効果ガスの削減率

71,723t-CO₂

（H25）

54,512t-CO2

24.0%減

(R6）

60%以上削減

（H25年度総排出量比）

(R12)

達成

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

7 一般廃棄物排出量（年間）
556千トン

（H30）

520千トン

（R5）

506千トン

(R7)

8
産業廃棄物排出量（年間）

※家畜ふん尿、火力発電所ばいじんを除く

4,081千トン

（H30）

4,119千トン

（R5）

4,378千トン

(R7)

9

バイオマスの利活用率（年間）

①廃棄物系バイオマス

②未利用系バイオマス

①94%（H30）

②93%（H30）

①94%（R5）

②100%（R5）

①、②　95%

(R7)

達成

達成

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

10
間伐実施面積（年間）

【再掲】

6,421ha

(R1)

3,648ha

（R6）

8,000ha

（R5）

※関連計画の改定により、令和6年

度からは以下の目標に基づき評価

5,200ha（R9）
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第４章 安全で快適な生活環境の確保                               

 

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

11
森林の更新のうち人工造林の割合

【再掲】

57%

(R1)

935ha

（R6）

70％

（R5）

※関連計画の改定により、令和6年

度からは以下の目標に基づき評価

再造林面積（年間）

1,400ha（R9）

12
多面的機能支払交付金の

対象農用地面積（年間）

69,369ha

（R1）

69,834ha

(R6)

75,300ha

（R7）

※関連計画の改定により、令和6年

度からは以下の目標に基づき評価

71,600ha

(R9)

13 覆砂造成面積（累計）
18.8ha

(R2)

68.6ha

(R6)

92.2ha

（R3～R7累計）

14 ニホンジカの頭数
136,107頭

（R1）

146,983頭

(R5)

140,000頭

(R8)

15 イノシシによる農作物被害額
218百万円

（R1）

350百万円

（R6）

150百万円

(R7)

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

16

熊本地域の地下水かん養増加量（台

地部等水田湛水事業）

（年間量）

295万㎥

（H30）

540万㎥

（R5)

570万㎥

(R6)

17
熊本地域の地下水採取量

（年間量）

16,759万㎥

（H30）

16,107万㎥

(R5)

16,550万㎥以下

（R6）

18

熊本地域における硝酸性窒素に係る

目標水質の達成度（年間）

①10mg/L超過の観測井数

②5～10mg/L以下の観測井数

①14.4％（15/104）

(R1)

②26.0％（27/104）

(R1)

①17.4%(16/92)

（R6）

②22.8%(21/92)

（R6）

①全ての井戸で達成水質値10mg/Lを満足する

こと。

②全ての井戸で管理水質値5mg/Lを満足する

こと。

19

荒尾地域における硝酸性窒素に係る

目標水質の達成度（年間）

①10mg/L超過の観測井数

②5～10mg/L以下の観測井数

※計画改訂により、令和５年度から

は以下の指標としている。

(1)5mg/L以上かつ上昇傾向を示して

いる指標井戸の割合

(2)環境基準(10mg/L)を超過した指標

井戸の割合及び飲用指導等による健

康被害防止率

①17.1％（6/35）

(R1)

②17.1％（6/35)

(R1)

(1)①16.7%(3/18)

(R6)

(2)①100%(4/4)

②22.2%(4/18)

(R6)

①全ての井戸で達成水質値10mg/Lを満足する

こと。

②全ての井戸で管理水質値5mg/Lを満足する

こと。

※計画改訂により、令和５年度からは以下の

目標に基づき評価

（１）5 mg/L以上かつ上昇傾向を示している

指標井戸について

①10年以内に10%以下

②20年以内に0％

（２）環境基準（10 mg/L）を超過した指標

井戸

①飲用指導等による健康被害防止率100 ％

②20年以内に10％以下

③将来的に0 ％

20
販売農家のうち、くまもとグリーン

農業生産宣言者の割合

53%

(R1)

67%

(R5)

70％

（R6）

21
小中学生を対象とした

出前講座受講者数

1,317人

（R2）

1,696人

(R6)

1,340人

(R7）

達成

達成
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第５章 リスクに備えた社会づくりと球磨川流域における「緑の流域治水」の推進        

第６章 環境立県くまもと型未来教育                              

 

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

22
環境基準が定められている大気汚染物

質の環境基準達成率（年間）

二酸化硫黄（長期的評価）：100%

（R1）

二酸化窒素（長期的評価）：100%

（R1）

光化学オキシダント：0%（R1）

浮遊粒子状物質（長期的評価）：

100%（R1）

微小粒子状物質：89.5%（R１）

ベンゼン：100%（R2）

トリクロロエチレン：100%（R2）

テトラクロロエチレン：100%（R2）

ジクロロメタン：100%（R2）

二酸化硫黄（長期的評価）：

100%(R6)

二酸化窒素（長期的評価）：

100%(R6)

光化学オキシダント：0%(R6)

浮遊粒子状物質（長期的評価）：

100%(R6)

微小粒子状物質：100%(R6)

ベンゼン：100%(R6)

トリクロロエチレン：100%(R6)

テトラクロロエチレン：100%(R6)

ジクロロメタン：100%(R6)

現状の数値の維持又は向上

23
フロン排出抑制法に基づく第一種特

定製品に係る回収量

58.7トン

（R1）

52.1トン

(R6)

35.2トン

（R6）

24
自動車交通騒音に係る環境基準達成

率（年間）

97.5%

（R1）

94.6%

（R6）

100%

(R7)

25
有害物質を使用する工場・事業場に

おける有害物質の漏洩事故件数

0件

（R2）

0件

(R6)

0件

(R7)

26
ダイオキシン類濃度の環境基準達成率

（年間）

100%

（R2）

100%

(R6)

100%

(R7)

27
景観行政団体移行や自主条例に取り

組む市町村数（累計）

20市町村

（R2）

20市町村

（R6）

23市町村

(R7)

達成

達成

達成

達成

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

29

学校版環境ISOにおいて前年度の取組をもと

に実態に応じた数値目標を設定し、見直し

や家庭・地域と連携した取組を行った公立

小中学校及び義務教育学校の割合

98.9%

（R2）

99.3%

(R6)

100%

(R7)

30

学校版環境ISOにおいて前年度の取組をもと

に実態に応じた数値目標を設定し、見直し

や家庭・地域と連携した取組を行った県立

中学校と県立高校の割合

100%

（R2）

100%

(R6)

100%

(R7)

31
熊本県環境センター主催

動く環境教室実施回数（年間）
26回（R2）

66回

(R6)

95回

(R7)

32
熊本県環境センター主催事業

参加者数（年間）
2,422人（R2）

3,660人

(R6)

3,500人

(R7)

33
環境月間における環境保全活動等の

実施回数
51回（R2）

70回

(R6)

100回

(R7)

達成

達成

指標
現状

（基準年度）

実績

（年度）

令和7年度目標

（目標年度）

28
自立分散型再エネ電源等を備えた自

治体の防災拠点、避難所等

207施設

（R1）

315施設

（R5）

300施設

（R12）達成
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第２章 ゼロカーボン社会・くまもとの推進      

第１節 地球温暖化対策の推進（区域施策編） 

  １ 熊本県の温室効果ガス排出量の現状 

（１）ゼロカーボンに向けた世界の動向や本県の目標 

 

 

2015年（第２章では年号を西暦に統一しています。）12月に開催されたCOP21（国連気候変動枠

組条約第21回締結国会議）では、産業革命前からの平均気温上昇を２度以内とする新たな国際的

な枠組「パリ協定」が採択されました。 

国は、2020年10月に「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ（カーボンニュートラル）」を宣言し

ました。また、2021年10月に決定された国の地球温暖化対策計画では、2030年度の温室効果ガス

削減目標について、2013年度比で 46%削減すること、更に 50％の高みに向け挑戦をすることが盛

り込まれ、国を挙げて脱炭素社会の実現に取り組むこととされています。 

また、2025年2月に改定された国の地球温暖化対策計画では、2035年度、2040年度における削

減目標として、2013年度比でそれぞれ60%、73%削減を目指すことが盛り込まれました。 

本県においては、2019年12月、国に先駆けて、2050 年までに『県内CO₂排出実質ゼロ（ゼロカ

ーボン）』を目指すことを宣言しました。また、2021年７月に策定した「第六次熊本県環境基本計

画」では、2030年度の温室効果ガス削減目標を50％（2013年度比）とし、国を上回る高い目標を

掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

（第六次熊本県環境基本計画での削減目標） （部門別目標） 

※ 最新の温室効果ガス排出量実績の算定に伴

い、ガスの区分を変更するとともに、50%削減

に対応する部門別目標値を再計算しましたの

で、令和７年度（2025年度）版環境白書につい

てはこちらを使用します。 
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（２）本県の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

（ア）本県全体の温室効果ガス排出量の推移 

2023 年度の温室効果ガス排出量は 1,034 万 t-CO₂で、2013 年度比で 28.1%削減となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）部門別の排出量 

全体の約８割を占めるエネルギー起源ＣＯ２のうち、家庭、業務、産業、運輸の順に2013年度

に比べ排出削減は進んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

現状・課題 

図2-1-2 温室効果ガス排出量の内訳 

（部門別、2023年度） 
図2-1-3 部門別の温室効果ガス排出量の推移 

図2-1-1 本県全体の温室効果ガス排出量の推移 
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２ 2050年ゼロカーボンに向けたロードマップと目標 

（１）2050年ゼロカーボンに向けた戦略 

 

 

「第六次熊本県環境基本計画」では、「2050 年県内 CO₂排出実質ゼロ（ゼロカーボン）」に向け

て、以下の４つの戦略のもと取組みを進めています。 

①省エネルギーの推進：省エネルギーの推進を徹底し、エネルギー使用量を削減します。 

②エネルギーシフト：ガソリンや灯油などの化石燃料から電気や水素、高純度ＢＤＦ（バイオデ

ィーゼル燃料）等への転換を推進します。 

③電気のCO₂ゼロ化：再生可能エネルギー等の導入により、発電時のCO₂排出をゼロに近づけま

す。 

④その他の CO₂実質ゼロ化：森林吸収量の確保等の取組みにより、CO₂の吸収・固定等を推進し

ます。 

４つの戦略をもとに、家庭部門や産業部門など部門別に取組みを進めることに加え、分野横断的

な取組みも進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

現状・課題 

図2-1-4 ４つの戦略 
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３ 温室効果ガス排出削減に向けた部門別取組み 

（１）家庭部門 

 

 

2023 年度の家庭部門の温室効果ガス排出量は約 179 万 t-

CO₂であり、基準年度（2013年度）比で46.6％削減していま

す。しかし、エネルギー使用量の削減は、約33.6％の削減に

留まっています。 

エネルギー使用量の８割を電気が占めているため、更なる

排出削減に向けては、省エネルギーや再生可能エネルギーの

導入など、更に一歩踏み込んだ対策が必要です。 

また、県民の「ゼロカーボン行動」の実践・定着につなが

るよう、普及啓発の強化が必要です。 

 

  

 

・  家庭で実践していただきたい取組みや CO₂削減効果、メ

リットを「見える化」した『くまもとゼロカーボン行動ブ

ック』による普及啓発や環境教育等を実施し、家庭での省

エネ活動等を促進しました。 

 

・  ゼロカーボンに向けた取組みの経済的メリットを PR す

るポスター等を作成し、家電量販店等に掲示しました。ま

た、各種広報媒体（テレビ、ラジオ、SNS広告等）による普

及啓発を実施しました。 

 
 

・  住宅・建築物の省エネルギー性能の向上のため、建築物省

エネ法の改正内容（省エネ基準適合義務化）について、建築

士等への周知及び省エネに関する設計技術向上のための

講習会等を開催しました。 

【2024年度実績】 

・講習会等の開催件数   10件 
 

・  2022年３月に策定した「熊本県食品ロス削減推進計画」をも

とに食品ロス削減アクション「四つ葉のクローバー運動」を推

進しました。 

 

現状・課題 

取組み 

建築士等への講習会開催 

図2-1-5 家庭部門の排出量の推移 

食品ロス削減アクション 
「四つ葉のクローバー運動」 

 

ゼロカーボン行動ブック 啓発ポスター 
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（２）産業・業務部門 

 

 

2023 年度の温室効果ガス排出量と、基準年度（2013 年

度）と比べた削減率は、産業部門は約299万t-CO₂で34.1％

削減、業務部門は約163万t-CO₂で37.5％削減となりまし

た。 

産業・業務部門の排出量は県全体の約４割を占めており、

半導体関連企業の集積等により、今後、排出量の増加が懸

念されます。 

国際的な企業では、サプライチェーン全体（原材料調達

→製造→物流→販売→廃棄など一連の流れ）の温室効果ガ

ス排出ゼロを求める動きが加速しています。 

 

 

 

 

・  県内企業等との協議の場において、ゼロカーボンに向けた情報共有等を行いました。また企業

で構成される協議会やセミナーを通じ、他の県内企業に対しても、脱炭素に関する最新技術等の

情報を提供し、省エネ設備への更新検討等を後押ししました。 

 

・  事業者の省エネ設備への更新、エネルギーシフト等を促進するため、「事業活動温暖化対策計画

書制度（※）」を活用し、CO₂排出量、CO₂を排出する設備とその更新時期等を「見える化」させる

ことで、事業者が自ら課題を認識し、設備の更新時期に省エネ化、燃料転換など具体的な対策を

検討・実施していただけるよう制度や活用方法をセミナー等で周知しました。 

※「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」において、一定規模以上の事業者に事業活動に伴う温室効果ガス排出

削減のためのCO₂総排出量や削減目標等を記載した計画書及び実施状況報告書の提出を義務付けている制度。 

【2024年度実績】 

・計画書提出事業者数    304社  

・セミナー開催数      ４回  

 

・   RE100の国内中小企業版である「再エネ100宣言 RE Action」の

アンバサダーとして、再エネ100%使用を宣言するRE Action参加企

業の拡大に向けた取組みを行いました。 

 

現状・課題 

取組み 

図2-1-6 産業・業務部門の排出量の推移 

環境保全協議会記念講演会 



 

20 

 

【2024年度実績】 

・ 環境保全協議会記念講演会でブースを設置し、 

「再エネ100宣言 RE Action」を周知 

開 催 日：2024年11月19日         

・ くまもと産業復興エキスポにおいて、セミナー等を開催 

開 催 日：2025年３月20・21日 

（セミナー開催は21日）  

参加人数：68名 

（３）運輸部門 

 

 

2023年度の運輸部門の温室効果ガス排出量は約227万t-CO₂

であり、基準年度（2013年度）比で1.4％増加となりました。 

排出量の約９割は自動車等のガソリン及び軽油によるもの

であり、自家用車から自転車や公共交通機関等への転換、電気自

動車等の次世代自動車への転換を推進する必要があります。 

 

 

 

・  エコドライブやアイドリングストップ、公共交通機関を利用したエコ通勤を推進するため、

「エコ通勤環境配慮計画書制度（※）」により、従業員の自家用車通勤に伴う温室効果ガス排出

削減に向けた自主的な取組みを促しました。 

※「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」において、一定規模以上の事業者に通勤に伴う温室効果ガス排

出削減のための計画書及び実施状況報告書の提出を義務付けている制度。 

【2024年度実績】 

・計画書提出事業者数   141社 

 

・  公共交通網の確保・維持を図るため、公共交通事業者や市町村に

対して欠損補助等を実施しました。 

【2024年度実績】 

・補助実施件数 ５事業者、45市町村 

 

・  廃食油から作られる軽油代替燃料である高純度ＢＤＦ（バイオデ

ィーゼル燃料）などカーボンニュートラル燃料の利用促進を図るた

め、イベント等において高純度ＢＤＦの有効性・安全性をPRすると

ともに、県庁で廃食油の回収キャンペーンを実施しました。 

【2024年度実績】 

・廃食油回収量   約86リットル 

 

現状・課題 

取組み 

荒尾市内を運行する 

「おもやいタクシー」（電気自動車） 

県庁での廃食油回収の様子 

くまもと産業復興エキスポ 

図2-1-7 運輸部門の排出量の推移 
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・  モビリティ分野における脱炭素化を推進するため、ＦＣＶ

（燃料電池自動車）をはじめとする次世代自動車の普及啓発を

実施しました。また、自動車関連企業を対象としたＥＶ関連の

セミナーやコーディネーターの個別企業訪問など、自動車関連

企業の電動化参入支援を実施しました。 

【2024年度実績】 

・12イベントでＦＣＶの展示を実施し、延べ約88,900人が   

来場 

・自動車関連企業の電動化参入を支援するため、ＥＶに関する    

セミナーを開催し、107人（現地35人、オンライン72人）   

が参加 

 

・  自転車を利用しやすい交通環境を構築するため、自転車が安全

に通行できる路面表示（矢羽根型路面表示）の整備等を実施しま

した。 

【2024年度実績】 

・路面表示（矢羽根型路面表示）実施個所 ５地域振興局管内 

 

（４）廃棄物部門 

 

 

2023 年度の廃棄物部門の温室効果ガス排出量は、代替

フロン等４ガスが約52万t-CO₂、CO₂が約21万tとなり、

基準年度（2013年度）比で、代替フロン等４ガスが25.4％

増加、CO₂が3.8％増加しています。 

排出量の多くはフロン類（HFCs：エアコン等の冷媒）に

よるものです。 

近年、代替フロンを規制する国際的な枠組みが整い、国

内法も改正されたことで、代替フロン生産量・消費量・排

出量は減少傾向です。今後は、既に使用された製品中のフ

ロン回収を徹底していく必要があります。 

また、プラスチックをはじめとする資源のリサイクルを

推進することで、廃棄物を削減し、CO₂の削減も進める必

要があります。 

 

 

 

・  フロン回収業者等へリーフレットを配布するとともに、県民等に対し、ラジオ放送やホームペ

ージ等を通じ、フロン回収に関する制度改正等について広報を行いました。 

また、フロン回収業者を訪問し、適正回収の徹底等を指導しました。 

矢羽根型路面表示 

現状・課題 

取組み 

トヨタ「ミライ」（2025.3宇城市の展示） 

図2-1-8 廃棄物部門の排出量の推移 
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【2024年度実績】 

・訪問した事業者数   22社 

 

・  県内で製造された再生資源を含有したコンクリート二次製品などのリサイクル製品について、

本県が審査のうえ認証し、リーフレットやホームページで利用拡大を図りました。 

また、廃棄物の排出抑制やリサイクルに繋がる施設の整備に対する補助を行いました。 

【2024年度実績】 

・リサイクル製品の認証件数   ７件（新規５件、更新２件） 

・排出抑制に繋がる事業への補助件数   ２件（20,000千円） 

 

・  プラスチック資源循環促進法に基づくプラスチックごみの分別やリサイ

クルの推進に向けて、一部事務組合が実施する調査等（ごみ分別及びリサ

イクルの試行、ごみの組成調査、住民アンケート等）に対して支援しまし

た。 

【2024年度実績】 

・支援件数   ６件 

 

・  下水処理の過程で汚泥から生成する消化ガスについて、本県の熊本北部浄化センターや熊本市

の東部浄化センター等でバイオガス発電に有効利用しました。 

【2024年度実績】  

・年間発電量   約370万kWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル認証製品の一例 
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４ 温室効果ガス排出削減及び吸収等に向けた横断的な取組み 

（１）再生可能エネルギーの導入推進 

 

 

県内の再エネ導入量は、2023 年度末現在、原油換算

で約 111万 kL（火力平均係数）となり、年々増加して

います。 

一方、増加する再エネ電力を接続する送電線の容量が

課題となっているほか、天候による変動が大きい太陽光

発電の導入拡大に伴い、需要以上に発電して電気が余る

場合に電力網に接続する発電量が抑制される「出力制

御」が増加しており、余剰電力を無駄にしない再エネ導

入の仕組みが求められています。 

また、再エネ施設の立地にあたっては、環境、景  

観、防災に係るトラブルを防止して、地域と共生する必

要があります。 

 

 

 

・  2023年11月に環境省の脱炭素先行地域として、「阿蘇くまもと空港周辺地域RE100産業エリ

アの創造」が選定されました。「熊本では再エネ100%を目指した企業活動が可能」という、次の

時代を見据えた環境づくりに取り組んでいます。 

・  2025年１月に脱炭素先行地域の中核を担う「くまもと地域みらいエネルギー株式会社」を本

県も出資し、設立しました。先行地域内外の再エネ電力を集約するとともに、使用する企業等を

確保し、小売り電気事業者を通して再エネ電力を供給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

平成30年度
（2018年度）

⇒
令和4年度
（2022年度）

再生可能エネルギー全体 868,854 1,058,202

①住宅用 81,094 103,001

②事業用 270,388 401,113

11,988 18,067

383,858 391,525

⑤地熱・温泉熱発電 3,881 8,350

52,444 72,541

6,254 7,038

58,948 56,568

（単位：原油換算kL）

⑧バイオマス熱

⑥バイオマス発電

種　類

太陽光発電

⑦太陽熱

③風力発電

④水力発電

表2-1-1 県内再生可能エネルギー導入量の推移 

 ※ 発電量(kWh)を原油換算(kL)する省エネ法の係

数が従来の火力平均(9.97)から全電源平均(8.64)

に見直されたが、経年比較等のため併記。 
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・  県民が屋根置型太陽光発電を検討しやすくなるよう、経済

性等を明らかにした事業プランを募集し、データベース化し

て公開する「くまモンソーラーデータバンク」を創設しまし

た。※事業イメージの①～③がデータバンクの取組みです。 

 

・  阿蘇地域において、メガソーラーを抑制すべきエリアの全

体像を市町村と連携して見える化した「阿蘇地域太陽光抑制

エリア図」を作成しました。 

 

・  地域と共生する再エネ導入の推進として、再エネ事業者と土

砂災害等の防災対策や環境保全等に関する協定を締結しまし

た。 

【2024年度実績】 

・協定締結事業者数   ８件９箇所（累計209件240箇所） 

 

・  2023年度から、新規小水力発電所の開発候補地点の流量調査

を開始しました。 

 

（２）森林によるCO₂吸収源対策の推進 

 

 

本県の森林は高齢化しており、森林によるCO₂吸収量はこれから長期的

には減少傾向となります。 

将来にわたって吸収量を安定的に確保していくためには、再造林を通じ

て森林の若返りを進め、「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資

源の循環利用を推進していく必要があります。 

 

 

 

・  森林の健全な生育を促して CO₂吸収量の回復を図るための適切な間

伐や、森林の若返りによる将来の CO₂吸収量の増大を図るための植栽

（再造林）への助成を行い、民有林における森林整備を支援しました。 

【2024年度実績】 

・間伐面積        3,648ha 

・植栽（再造林）面積    935ha 

 

現状・課題 

取組み 

森林吸収量の見通し（イメージ） 

伐採跡地の再造林対策の強化 

 

事業イメージ 
（初期費用負担プランの場合） 

阿蘇地域太陽光抑制エリア図 
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・  森林の温暖化防止機能への理解醸成のため、森林吸収量認証によ

り企業等が行う森づくりの活動を支援しました。 

【2024年度実績】 

・企業等による森づくり活動を表彰   18団体 

・企業等による森林整備活動面積    95.97ha 

 

・  森林のCO₂吸収によるカーボン・オフセットの取組みを促進する

ため、森林由来のJ-クレジットの創出を支援しました。 

【2024年度実績】 

・森林由来のJ-クレジットの創出を支援   延べ17団体 

 

・  木材は製品として利用することで炭素を長期間貯蔵することが

できるため、住宅だけでなく非住宅建築物への県産木材の利用拡

大に取り組みました。 

【2024年度実績】 

・県産木材の提供   70件 102.59㎥ 

 

（３）2050年ゼロカーボンに向けた広域連携や県民運動の推進 

 

 

県民アンケート調査では、ＬＥＤや省エネ家電を選

択するといった実施しやすい取組みは県民に一定程

度浸透しています。 

また、県内市町村においても、28団体がゼロカーボ

ンを宣言するなど、地球温暖化対策への市町村の意識

も向上しています（2024年度末時点）。 

今後、更に環境負荷の少ないライフスタイルの転換

等を促進するため、県民や事業者、団体、行政等と連

携し、県全体で取組みを推進する必要があります。 

 

 

 

・  家庭で実践していただきたい取組みやCO₂削減効果、メ

リットを「見える化」した『くまもとゼロカーボン行動ブ

ック』を活用し、小学５年生を対象とした「肥後っ子教室」

等の環境教育や大学・企業等での講演を行いました。ま

た、気候変動適応策の情報発信等を行いました。 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

森林吸収量認証書交付式 

住宅での県産木材の活用 

 くまもとゼロカーボン行動ブック等 

 図2-1-9 2024年県民アンケート調査 
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・  市町村や民間企業と連携し、カーボンニュートラル燃料であ

る高純度ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）の原料となる廃食油

回収拠点を拡大するとともに、ステッカーで明示しました。ま

た、事業者等に対し、高純度ＢＤＦの品質（安全性）等に関す

る普及啓発や高純度ＢＤＦの利用をPRするマグネットステッカ

ーをＢＤＦを使用する事業者へ配布しました。 

 

・  熊本県地球温暖化防止活動推進センターと連携した県民への普及

啓発や、熊本県地球温暖化防止活動推進員による地域への普及活動を

支援しました。 

【2024年度末現在】 

・熊本県地球温暖化防止活動推進員 73人 

 

・  市町村の温室効果ガス排出削減のため、地方公共団体実行計画（※）

未策定の市町村について、関係機関と連携しながら計画策定を支援し

ました。 

※地方公共団体の事務・事業に関する温室効果ガス排出削減目標等について定めた計画（事務事業編） 

【2024年度実績】 

・県内策定済の市町村   43市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高純度ＢＤＦパンフレット 

マグネットステッカー 
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第２節 県の事務・事業における温室効果ガス排出削減 

（地球温暖化防止に向けた県庁率先実行計画）の推進 

 

 

「第六次熊本県環境基本計画」では、2030

年度の県の事務・事業における温室効果ガス

削減目標を△60％以上（2013年度比）として

います。 

エネルギー使用量及び電力会社の発電時の

CO₂排出割合（排出係数）がともに減少したこ

とにより、2024年度の温室効果ガス排出量は

54,512t-CO₂となり、基準年度（2013 年度）

比で、24％削減しています。 

目標達成に向けて、県有施設への再生可能

エネルギーや電動車（ＥＶ、ＨＶ等）の導入、設備更新時の省エネ・燃料転換（エネルギーシフト）

を推進するとともに、高純度ＢＤＦの活用などを進めていく必要があります。 

【温室効果ガス排出量】 

基準年度（2013年度） 目標（2030年度） 2024年度実績 

71,723t-CO₂ 60％以上削減 24％削減（54,512t-CO₂） 

※ 排出量の算定に使用する排出係数は、『省エネ法』に基づくエネルギー使用量等の定期報告の算定方法に

あわせ、当該年度の前年度の数値を使用 

 

【省エネルギーの徹底】 

  全庁的な電子決裁の推進や資料の減量化等により、紙使用量を削減しています。また、庁内会

議・打合せのペーパーレス化の徹底など、デジタル県庁実行プログラムが2024年10月から運用

を開始しています。 

 

 【グリーン購入の徹底】 

   優先的に環境負荷の少ない製品の購入を徹底しています。 

項目 基準年度（2013年度） 目標（2030年度） 2024年度実績 

コピー用紙 159,155千枚 20％以上削減 25.1％削減（119,144千枚） 

グリーン購入の徹底 － 調達率100％ 表2-2-1参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

図2-2-1 県の事務・事業における温室効果ガス排出量推移 
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（表2-2-1）2024年度「熊本県グリーン購入推進方針」に基づくグリーン購入調達実績 

 

 

 

・  県有施設での省エネルギーを推進するため、県庁舎本館や駐車場な

どにＬＥＤ照明を導入しました。 

 

・  設備の電化等を進めるため、「地球温暖化対策に関する連携協定」

を締結している九州電力株式会社の協力を得ながら、電化に係る調査

等を実施しました。 

 

・  軽油代替燃料である高純度ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）の原料

となる廃食油の回収を強化するため、本県職員を対象とした回収を実

施しました。 

【2024年度実績】 

・廃食油回収量 約86リットル 

 

・  県有施設（宇城地域振興局、県南広域本部、芦北地域振興局、球磨地域振興局、こども総合療

育センター及び環境センター）において、初期投資ゼロモデル（事業者が設備設置し、県は電気

代を支払い）を活用した再生可能エネルギー設備等を導入しました。 

 

・  県有施設（芦北地域振興局、球磨地域振興局、水俣保健所及び環境センター）において、再生

可能エネルギー電力を調達しました。 

 

分  野 調達率(%) 分  野 調達率 (%) 分  野 調達率 (%) 分  野 調達率(%) 

紙 類 99.7 文 具 類 99.7 オフィス家具等 98.2 画像機器等 100 

電子計算機等 99.9 オフィス機器等 100 移動電話等 100 家 電 製 品 96.6 

エアコンディ 

シ ョ ナ ー 等 
98.3 温 水 器 等 100 照 明 93.5 自 動 車 等 99.5 

消 火 器 100 制服・作業服等 98.6 作 業 手 袋 98.3 
インテリア・ 

寝 装 寝 具 
61.6 

その他繊維製品 98.1 災害備蓄用品 99.9 
製 材 

(公共工事 ) 
92.6 

合 板 

(公 共 工 事 ) 
－ 

省エネルギー 

診断（役務） 
－ 

印 刷 

( 役 務 ) 
95.3 

食 堂 

( 役 務 ) 
－ 

自 動 車 専 用 

タ イ ヤ 更 生 
100 

自動車整備 

( 役 務 ) 
93.8 

庁 舎 管理 等 

（ 役 務 ・ 機 密 

文 書 処 理 ） 

100 

庁舎管理等 

（役務・機密 

文書処理以外） 

100 
輸 配 送 

( 役 務 ) 
100 

旅 客 輸 送 

( 役 務 ) 
100 

小 売 業 務 

( 役 務 ) 
－ 

クリーニング 

( 役 務 ) 
100 

自動販売機設置 

( 役 務 ) 
100 

引 越 輸 送 

( 役 務 ) 
100 

会 議 運 営 

( 役 務 ) 
100 ご み 袋 等 99.8 

取組み 

県職員を対象とした廃食油回収 

 ＬＥＤ照明を導入した施設 
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【地方公共団体実行計画区域施策編の活動指標の実績】 

 ●部門別取組み 

●横断的取組み 

 

住宅の省エネルギー性能の向上 法令講習会等の開催 1回（2020年度） 1回/年（～2025年度）
10回（受講者数800名程度）
（2024年度）

ZEH及びZEH+の普及促進 県内のZEH補助件数（累計） 432件（2019年度） 1,000件（2030年度） 782件（2023年度）

太陽光発電の導入促進 住宅太陽光普及率 15.1%（2019年度） 20%（2030年度） 17.90%（2023年度）

事業活動温暖化対策計画書制度の普
及促進

事業活動温暖化対策計画書制度の
提出率

100%（2019年度） 100%（2025年度） 100%(2024年度）

建築物の省エネルギー性能の向上 法令講習会等の開催（再掲） 1回（2020年度） 1回/年（～2025年度）
10回（受講者数800名程度）
（2024年度）

CO2排出削減に向けた電化等の設備
転換や地産地消型再エネ施設整備の
推進

スマートシティ、マイクログリッド等の
箇所数

0か所（2019年度） １か所（2030年度） 0か所（2023年度）

エコ通勤環境配慮計画書制度、事業計
画書制度（自動車運送事業者）の取組
支援

エコ通勤環境配慮計画書制度の報
告書提出率

100%（2019年度） 100%（2025年度） 100%（2024年度）

公共交通機関や自転車等が利用しや
すいまちづくりの推進

路線バスの年間輸送人員 26,737千人（2019年度） 26,737千人（2025年度） 24,373千人（2024年度）

次世代自動車の導入促進や充電器の
普及

普及啓発イベントの実施回数 10回（～2020年度） 25回（2021～2025年度累計） ８回（2024年度FCV）

フロン排出抑制法に基づくHFCs回収の
推進

フロン排出抑制法に基づく第一種特
定製品に係る回収量

58.7t（2019年度） 35.2t（2025年度） 52.11t（2024年度）

プラスチックごみのリサイクルの推進
プラスチックごみ分別回収（容器包
装リサイクル法対象）に取り組む市
町村数

（容器包装リサイクル法対象
のプラスチックの分別回収等
を行う市町村数を計上）39市
町村（2020年度）

45市町村（2025年度） 45市町村（2024年度）

家庭部門

産業・業務部門

運輸部門

廃棄物部門

項目 活動指標 現状（年度） 活動指標（年度）
令和６年度
実績（年度）

自立的で災害に対して強靱なエネル
ギー源の確保

スマートシティ、マイクログリッド等の
箇所数（再掲）

0か所（2020年度） 1か所（2030年度） 0か所（2023年度）

再生可能エネルギーの導入推進と継承 再生可能エネルギー累計導入量

火力平均　 ：901,896kL
全電源平均：789,889kL（※）
（原油換算）（2019年度）

火力平均　 ：1,500,000kL
全電源平均：1,312,973kL
（※）
（原油換算）（2030年度）

火力平均　 ：1,110,047kL
全電源平均：970,138kL（※）
（原油換算）（2023年度）

エネルギーの地場産業化の推進 県内資本のVPP関連事業者数 0事業者（2020年度） 10事業者（2030年度） 0事業者（2023年度）

再エネ立地に伴う問題への対応 メガソーラーとの協定締結件数 124件（2020年度） 180件（2030年度） 201件（2023年度）

森林整備等の推進 間伐面積 6,421ha（2019年度） 5,200ha（2027年度） 3,648ha（2024年度）

森林整備等の推進 更新のうち人工造林の割合 57%（2019年度） 70%（2023年度） 73％（2023年度）

企業等による森林整備活動の促進 企業等による森林整備活動面積 435.5ha（2019年度） 500ha（2023年度） 492.9ha（2023年度）

木質バイオマスボイラーの普及
木質バイオマスのエネルギー利用
量

607千t（2023年度） 710千t（2027年度） 627千ｔ（2024年度）

住宅、中大規模建築物への県産材利
用促進

公共施設の木造率（新築・年度） 79%（2023年度） 100%（2027年度） 86%（2024年度）

普及啓発活動等の連携した取組みの
推進

九州環境アプリの熊本県内の登録
人数

（2021年度から取組開始） 10,000人（2025年度） 998人（2024年度）

地方公共団体実行計画の策定・改定支
援

実行計画（事務事業編）の策定市町
村数

28市町村（2020年度） 45市町村（2025年度） 43市町村（2024年度）

令和６年度
実績（年度）

再生可能エネル
ギーの導入推進

項目

森林による二酸
化炭素吸収源対

策の推進

2050年ゼロカー
ボンに向けた広

域連携

活動指標 現状（年度） 活動指標（年度）

※全電源平均は2023年度に示された係数(8.64)で計算
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エコアくまもとでのリサイクル学習の様子 

第３章 循環型社会の推進               

第１節 資源循環の推進 

  １ 循環型社会の形成に向けた基盤づくり 

 

 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動により、私たちは、便利で快適な生活を享受 

してきました｡しかし、その結果、大量で多種多様な廃棄物が生み出され、ごみ処理費の増加、不 

法投棄等の不適正処理による環境への影響などの問題、海洋プラスチックによる環境汚染、更に 

は地球温暖化等の地球規模での環境問題を引き起こしています｡ 

このため、従来の経済社会の在り方やライフスタイルを見直し､生産から流通､消費､廃棄等の

社会経済活動の全段階を通じて､廃棄物の排出抑制や適正な循環的利用（再使用、再生利用等）、 

適正な処分により、資源の消費が抑制され、環境への負担の少ない「循環型社会」の実現を図る 

ことが急務となっています｡ 

廃棄物は、住民の取組み次第でごみにも資源にもなるため、より一層ごみの減量化を推進する

ためには、県民や事業者の意識を高めることが不可欠です。 

また、循環型社会形成に向けて理解を深めるための環境教育・環境学習を推進することが必要

です。 

 

 

 

・  公共関与管理型最終処分場「エコアくまもと」において、施

設見学を受け入れたり、出前講座によるリサイクルに関する

講座を開いたりするなど、循環型社会の形成のための環境教

育・環境学習に取り組んでいます。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・施設見学：43団体 282人 

・リサイクル学習：23団体 625人 

 

２ 廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用、熱回収の推進 

 

 

循環型社会の構築には、排出抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）、

熱回収の順にできる限り適正な循環的利用を行った上で、どうしても循環的利用が行われないも

のについては、適正に処分することが基本であり、県民、事業者及び行政が、それぞれの役割と

責任を果たしながら、連携・協働して取組みを展開していくことが求められています。 

食品ロス削減の観点からも、生活系ごみの大きな割合を占める食品廃棄物の削減を図る必要 

現状・課題 

取組み 

現状・課題 
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があります。  

また、排出事業者は、原材料の選択や製造工程の工夫などにより、事業生産性を高めつつ、更

なる産業廃棄物の排出抑制に取り組む必要があります。 

さらに、令和４年（2022年）４月からプラスチック資源循環促進法が施行され、使い捨てプラ

スチックを提供している事業者（飲食店、宿泊施設、小売店など）には、プラスチック製品の使

用削減やプラスチック代替製品への転換などが、市町村においては、プラスチック使用製品廃棄

物の分別収集や再商品化に努めることが求められています。 

 

 

 

九州７県で連携して修理店の利用促進を行い、ものを長く使い、ごみ削減を図る「九州まちの 

修理屋さん事業」や、県内の飲食店に「食べきり協力店」への参加を募り、食べ残しを減らす取

組みを行う「くまもと食べきり運動」の展開など、ごみの減量化に向けた県民への周知啓発に取 

り組んでいます。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

  ・「九州まちの修理屋さん事業」参加店舗数 229店舗 

  ・「食べきり協力店」参加店舗数 178店舗 

 

・  環境負荷の少ない循環型社

会の形成を促進するため、本県

が定めた品質、安全性等に関す

る基準に適合した県内産のリ

サイクル製品を「熊本県リサイ

クル認証製品」として認証し、

利用促進を図っています。ま

た、事業者が行うリサイクルの

促進に繋がる研究・技術開発や

施設整備に係る経費を補助し、

資源の循環利用を促進しています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

  ・「熊本県リサイクル認証製品」認証数 ７件（新規５件、更新２件） 

  ・技術開発や施設整備に係る経費の補助件数 ２件（20,000千円）（申請２件） 

 

・  事業所における３Ｒ促進のため、廃棄物の排出抑制や再使用・再生利用等の取組みに関する

調査や各種情報提供等を行っています。 

 

・  プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、市町村におけるプラスチック分別回収拡充に

向けた取組みの経費を補助しています。 

更に、令和５年（2023年）２月から、プラスチック代替製品の導入等に取り組んでいる飲食店

取組み 

 認証製品を紹介するパンフレット 
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等を登録し、本県ホームページ等で発信する「くまもとプラスチックスマート」の取組みを開

始しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

  ・プラスチック分別回収の拡充に向けた取組み補助件数 ６市町村 

  ・「くまもとプラスチックスマート」登録店数 227店舗 

 

３ 廃棄物の適正処理の推進 

（１）一般廃棄物 

 

 

県内で排出される一般廃棄物の量は、令和５年度（2023年度）は約520,091トン※となってお

り、そのうち92,517トンが再生利用され、44,814トンが最終処分されています。県民一人が１

日に出すごみの量は約 822 ｸﾞﾗﾑで、前年度より 2.7%減少しました。一人１日当たりのごみ排出

量は、全国値を下回る値で推移しており、全国で8番目に少ない状況です(全国平均 851 ｸﾞﾗﾑ)。 

ごみ総排出量を生活系と事業系との排出形態別に見ると、生活系ごみの量は約356,769トンと

前年度より4.2%減少し、事業系ごみの量は約163,322トンと前年度より0.04%減少しました。ま

た、ごみ処理に要した経費（新施設の建設費含む。）は、約359億円で県民一人当たり年間20,752

円でした。 

令和５年度（2023 年度）に県内の市町村などで処分されたし尿などの量は、437,289 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

(対前年比 99.2%)で、内訳は、汲取便所からのし尿の量が 106,001 ｷﾛﾘｯﾄﾙ(24.2%)、浄化槽汚泥

が331,288 ｷﾛﾘｯﾄﾙ(75.8%)となっています。 

※一人１日当たりのごみ排出量には市町村が災害による処理を行った分は含まれていません。 

※一般廃棄物処理事業実態調査(環境省)では、令和４年度（2022年度）：547,102トン(一人1日当たり862

ｸﾞﾗﾑ)、令和５年度（2023年度）：534,253トン(一人1日当たり845グラム)となっています(平成29年度

（2017 年度）から熊本市は本調査に民間の資源化施設に直接搬入された分を加えて報告（熊本市）)。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

図3-1-1 ごみ総排出量と一人1日当たりのごみ総排出量 

561 561 553 559 556 568 559 545
536 520

0 4 

1,211 
1,337 

38 0 
89

157

3 0.095

846 847 843
857 856 876

871
855

845

822

947 939
925 920 918 918

901
890

880

851

700

750

800

850

900

950

1,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

一人一日当たりの

ごみ排出量（ｇ）
ごみ総排出量(千t)

(年度)
ごみ総排出量 災害廃棄物総排出量

１人１日当たりのごみ排出量（熊本県） １人１日当たりのごみ排出量（全国）



 

33 

 

本県の再生利用率は17.7%※であり、全国平均（19.5%）をわずかに下回ったことから、再生

利用率向上に向け、廃棄物の再使用、再生利用を更に推進する必要があります。特に容器包装

プラスチック等については、「回収」、「排出抑制」、「再利用（リサイクル）」を進めるなど、県

民一体となった取組みの継続が必要です。 

また、市町村等が有するごみ処理施設においては、エネルギー回収等による高効率の施設への

更新や改修が必要です。 

 ※民間の資源化施設に直接搬入された分（熊本市）を除いて集計。 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  廃棄物処理計画（第５期：令和３年度～令和７年度（2021～2025年度））を令和３年（2021年）

３月に策定し、ごみの排出抑制やリサイクル等、循環型社会の実現に向けて県民一体となった取

組みを推進しています。 

 

・  プラスチックごみについては、令和元年度（2019年度）に開催した「くまもと海洋プラスチッ

クごみ『ゼロ』推進会議」の提言を受け、「回収」、「排出抑制」、「再利用(リサイクル)」を３つの

柱として、沿岸市町が行う海洋ごみの回収・処分への支援や農業・漁業・消費者団体などとの連

携により、肥料袋や農業ビニールなどの農業資材、漁網やブイなどの漁業資材が、洪水、台風、高潮

等で意図せず飛散して川や海に流出しないよう、農業者、漁業者を巡回して適正管理を呼び掛けるな

どの取組みを行っています。 

 

・  国による交付金制度を活用し、市町村による発電や熱利用等、環境に配慮したごみ処理施設の

整備を支援しています。 

 

 

取組み 

図3-1-2 総資源化量と再生利用率の推移 

○再生利用率(%)＝｛(処理後再生利用量＋直接資源化量＋集団回収量)／(ごみ総処理量＋集団回収量)｝×100 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 
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（２）産業廃棄物 

 

 

県内で排出される産業廃棄物の量は､５年ごとの調査により把握しており、令和５年度(2023年

度)は約7,460千トンとなっています。排出量を種類別にみると、動物のふん尿が3,133千トン、

汚泥が1,967千トン、がれき類が1,366千トン、ばいじんが239千トン、その他が756千トンと

なっています。こうした事業活動に伴って生じる廃棄物は､排出事業者の責任で処理することが

義務付けられており、その処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物処理業の許可を持った業者

に委託する必要があります。また、排出事業者は、原材料の選択や製造工程の工夫などにより、

事業生産性を高めつつ、産業廃棄物の更なる抑制に取り組む必要があります。 

なお、県内で排出された産業廃棄物（7,460千トン）のうち3,966千トンが再生利用され、107 

千トンが最終処分されています。それらの過程で焼却などの中間処理が行われるものもあり、

3,387千トンが減量化されています。 

廃棄物の適正処理を推進するため､これまで以上に排出事業者､処理業者に対する排出抑制と

関係法令の周知を徹底していくとともに、優良産廃処理業者を育成していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  本県では、廃棄物処理法及びその具体的な指導基準を示した熊本県産業廃棄物指導要綱に規定

する処理基準に沿った適正処理を推進しており、産業廃棄物の排出事業者、処理業者に対して、

立入調査を実施し、必要な指導を行っています。 

 

・  処理業者に対しては立入調査により、産業廃棄物の処理、保管状況、マニフェスト(産業廃棄

物管理票)等の書類の確認を通して適正な処理が行われるよう指導しています。 

 

・  なお、本県では、法律の義務化に先立ち、平成２年（1990年）４月から廃棄物が適切に処理される

ようマニフェストの制度を導入しています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

  ・立入調査実施回数 2,778件 

  ・指導件数 139件 

図3-1-3 産業廃棄物の種類別排出量の推移 

現状・課題 

取組み 



 

35 

 

（３）不法投棄防止対策 

 

 

近年､排出事業者の適正処理に対する意識の高まりが見られるものの､産業廃棄物の処理を他人

に委託する場合の委託基準違反や処理施設の維持管理基準違反が今なお見受けられます。また､産

業廃棄物の不法投棄も後を絶たない状況にあります｡ 

令和６年度（2024年度）の不法投棄等の発生件数は 164件、前年度から継続して指導している

件数は 49件であり、主に排出事業者が不法投棄を行っていました。原状回復については、165件

(77.5％)が改善されており、残りの48件については継続して調査指導を行っています。 

これまで不法投棄などの一掃を目指して各種の施策を講じており、一部成果が見られるものの、 

今もなお不法投棄は後を絶たない状況であり、引き続き早期発見、早期改善のため、監視、指導を

行っていく必要があります 

 

 

 

 

・  各保健所に廃棄物監視指導員を配置するとともに、廃棄物に関する通報・相談を受ける廃棄物

110番を設置し、監視指導や早期発見・早期改善を行っています。 

 

・  不法投棄が多く見られる県境・山間部で、パトロールを強化・監視するとともに、現在の不法

投棄地点で追跡調査の実施、不法投棄の発見に関して民間団体との連携による通報体制の強化、

廃棄物110番による24時間体制の強化など、監視・通報体制の充実を図っています。 

 

 

 

 

 

図3-1-4 産業廃棄物の不法投棄発生件数の推移（熊本市を含む） 

取組み 

現状・課題 
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４ バイオマスの活用の推進 

 
 

国においては、平成 21年度（2009年度）にバイオマス活用推進基本法が制定され、平成 22年

（2010年）12月にはバイオマス活用推進基本計画が策定（平成 28年（2016年）９月改正）され

るなど、バイオマスの活用を積極的に推進することとされています。 

本県では、バイオマス資源の更なる活用を通して、持続可能な社会の実現を図るため、今後のバ

イオマス活用の推進の方向性を示した「熊本県バイオマス活用推進計画」を平成 24年（2012年） 

３月に策定しました。さらに、令和３年（2021 年）３月には廃棄物処理計画と一体的に新たな計

画を策定しており、今後は本計画により関係部局と連携してバイオマスの更なる活用を推進しま

す。 

バイオマスのうち、食品廃棄物は利用率が低く、特に家庭や小売業、飲食業等から出される廃食

油や生ごみについては多くが焼却されているため、高純度バイオディーゼル燃料や堆肥にリサイ

クルし、活用を進める必要があります。 

また、バイオマスの利活用を進めるため、堆肥の広域流通などバイオマスの分布状況や経済性等

を考慮した活用、リサイクル製品認証制度による利用推進を図る必要があります。 

 

 

 

・  廃食油の利活用を推進するため、高純度バイオ

ディーゼル燃料（Ｂ100、Ｂ30、Ｂ5）の基本的

な情報や県内での活用事例を掲載したパンフレ

ットやバイオディーゼル燃料を使用する車両等

を PR するマグネットステッカーを作成すると

ともに、リサイクル製品認証制度の認証製品であ

るバイオディーゼル燃料を県のホームページ等

で紹介するなど周知啓発を行っています。 

 

５ 災害廃棄物の適正処理 

 

 

廃棄物処理法及び災害対策基本法では、都道府県廃棄物処理計画に定める事項として、災害廃

棄物の処理が規定されています。本県においては、令和３年（2021年）３月に策定した「第５期

熊本県廃棄物処理計画」において、災害廃棄物の処理に関する事項を定め、「熊本県災害廃棄物

処理計画」（以下「県処理計画」という。）として位置付けています。 

災害により生じた廃棄物は、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止の観点から、その適 

正な処理を確保しつつ、円滑・迅速に処理する必要があります。 

平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨における災害廃棄物の処理を通じて、大規模災害発生 

時において、円滑かつ迅速に処理できる体制を平時から築いておくことの重要性を改めて認識し 

現状・課題 

取組み 

現状・課題 

 バイオディーゼル燃料を使用するバックホウ 

（熊本県林業研究・研修センター） 

 マグネットステッカー 
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ました。 

災害廃棄物の処理については、特に初動対応がその後の処理に大きく影響することから、今後 

起こり得る大規模災害に備え、災害廃棄物処理の主体となる各市町村において、初動対応体制の 

更なる充実を図っていく必要があります。 

令和２年７月豪雨では、県内の全市町村が災害廃棄物処理計画を策定済みであったため、被災 

市町村においても迅速な対応ができましたが、一部の市町村では、仮置場候補地の被災など計画 

で想定していなかった課題も明らかになりました。 

平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨の経験をはじめ、全国各地で頻発する大規模災害にお 

ける対応や課題等の情報収集に努め、必要に応じて計画の見直しを行う必要があります。 

 

 

 

・  市町村等における災害廃棄物の処理能力向上を図るため作成している「災害廃棄物処理初動対

応マニュアル」を活用し、本格的な出水期前に市町村担当者を集めた研修会を行いました。 

 

・  災害廃棄物処理や廃棄物業界に精通した、災害廃棄物業務支援員を任用、業務支援員と協定関

係団体職員が市町村を訪問し、市町村の災害廃棄物処理に係る個別課題（災害廃棄物仮置場候補

地の見直し支援等）解決に向けた支援を行いました。 

 

・  また、市町村等職員を対象とした、災害廃棄物処理に係るロールプレイング方式の図上演習を

実施し、職員の対応能力向上に努めました。 

取組み 
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第４章 熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会の実現  

第１節 森林、水辺等の自然環境の保全 

  １ 保全のための総合的な対策の推進 

 

 

本県は、阿蘇の草原や、五木・五家荘の奥深い森林、有明海・八代海の干潟、天草の島しょ群

など、変化に富んだ地理的条件のもとにあり、こうした豊かな自然条件が多くの動植物を育み、

多様な生態系を生みだしています。 

本県では、熊本県自然環境保全条例に基づき、自然環境を保全することが特に必要な地域とし

て、自然環境保全地域７箇所、緑地環境保全地域４箇所、郷土修景美化地域９箇所を指定してい

ます。  

また、優れた風景地で、国民（県民）の保健､休養の場とするため、自然公園法及び熊本県立

自然公園条例に基づき、国立公園２箇所、国定公園２箇所及び県立自然公園７箇所を指定してお

り、その面積は158,968haと県土面積の約21％を占めています。 

これらの指定地域内では、優れた景観や自然環境の保全を図るため、建築物の新築、土地の開 

墾、土石の採取など行う場合は、許可又は届出を義務付け、適正な保護に努めています。 

また、自然公園を快適に利用できるよう、駐車場、休憩所、公衆トイレ、ビジターセンターな 

どの公園施設を整備しています。 

本県の優れた景観や自然環境の保全を図るため、様々な広報媒体の利用や県民との連携により、 

更に自然環境保全の意識を広げていく必要があります。また、本県の自然公園は民有地が多いた

め、経済活動との調和を図りながら土地利用などに対する適正な規制や開発行為などにおける環

境配慮を推進していく必要があります。 

 

 

 

自然公園利用者の利便性の向上を図るため自然公園施

設の清掃管理や改修を行っています。 

また、天草地域の天草ビジターセンター及び富岡ビジ

ターセンターでは、地域特有の動植物や地形・地質など

についての情報を展示・解説するとともに、自然観察会

等のイベントを実施して自然環境教育を推進していま

す。 

 

現状・課題 

取組み 

天草ビジターセンターのハクセンシオ 
マネキに関する展示 
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・ 平成28年（2016年）７月、阿蘇くじゅう国立公園が

「国立公園満喫プロジェクト」の全国モデル８箇所のう

ちの１つに環境省から選定され、インバウンド対応等を

実施し、主に外国人を対象に国立公園利用者の満足度向

上を目的とした取組みを進めています。 

令和３年度（2021年度）からは新たに国内誘客も強

化するとともに、取組みの対象がすべての国立公園に拡

大されたことから、雲仙天草国立公園においても取組み

を始めました。 

２ 多様で豊かな森林づくり 

 

 

水源涵養などの公益的機能を有する多様で豊かな森林を次の世代に引き継ぐため、伐採後の再造

林や間伐等の森林整備を適切に行っていく必要があります。 

県民が自主的に植栽や下刈りなどの森林づくりに参加できるような機会を提供するとともに、自

然観察や森林浴など森林と触れ親しむ場の整備を通して、森林を県民全体で守り育てていく意識の

醸成を図っていく必要があります。 

さらに、普及啓発を推進するため、森の案内人である森林インストラクターを継続的に養成して

いく必要があります。 

 

 

 

・  資源の循環利用が可能な森林を将来にわたって

守り育て、災害防止や水源涵養などの公益的機能

の維持を図るため、再造林と間伐を支援しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・再造林面積  935ha 

・間伐面積   3,648ha 

 

・  県民がボランティアで行う森づくり活動や地

域・学校などで行われる森林環境学習を支援しました。 

また、森林インストラクター養成講座を開催し、イ  

ンストラクターを新たに認定しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・県民参加の森林づくりへの参加者数 3,201人 

・熊本県森林インストラクター新規認定者 7名 

 

 

雲仙天草国立公園（高舞登山からの夕日） 

 

現状・課題 

取組み 

 

再造林作業の様子 

ボランティによる森づくり活動 
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３ 二次的自然環境（里地里山や阿蘇の草原など）の保全・再生 

 

 

里地里山は、山間部から平野部にかけての集落とそれを取り巻く森林、それらと混在する農地、 

ため池、草原等で構成される地域で、その環境は農林業や生活の場として利用されることにより 

形成・維持されてきました。同様に、阿蘇地域の草原も、野焼き等の人為的な管理により、特有 

の自然環境が維持されてきました。これらの地域は、貴重な生態系を形成し、様々な野生動植物 

を育んでおり、その中には絶滅のおそれのある希少種も多く含まれています。 

しかし、近年の生活様式などの変化により、森林や農地、草原の利用が減少したことに加え、 

過疎化や高齢化の進行により農林業や集落の活力が低下しています。それに伴い、森林や農地が 

放置されるケースが増加しており、里地里山の存続と併せて特有の環境や生態系の悪化及び衰退 

が危惧されています。 

  里地里山や阿蘇の草原の自然環境や生態系を維持するためには、森林や農地、草原の利用効率 

を高め、地域を活性化させる必要があります。 

 

 

 

・ 農地・農村環境の保全を目的に農業者等が共同で行う水路の草 

刈など農地・農業用水等の資源管理活動への助成を行っていま

す。また、中山間地域等の生産条件不利地域で農業生産活動等を 

行う農業者等に対し、耕作放棄地の発生防止と多面的機能の維

持・増進を図るための交付金等による支援を行っています。さら 

に、地域住民活動を推進する人材の育成や農地の利活用の促進に 

対する支援も行っています。 

 

・ 耕作放棄地解消に向けた再生活動への助成や、施設や農地を利用した小・中学生や高齢者等に 

よる農業体験や交流活動の推進を行っています。 

 

・ 侵入竹などで荒廃が進んでいる里山林について、地域住民や森林所有者等が協力して行う里山 

林の保全管理や資源を利用するための活動に対して支援を行っています。 

 

４ 野生鳥獣の保護・管理の推進 

 

 

現在、県内に生息する野生鳥獣の種類は､鳥類368種､獣類 49種が確認されています（レッド

データブック 2019）。野生鳥獣は自然界の重要な構成要素として､私たちの生活と深い関わりを

持っています。しかしながら、近年、シカ、イノシシ、カモ類などによる農林水産業等への被害

が深刻になっており、また、生態系等への影響等が散見される状況となっています。 

現状・課題 

取組み 

 
法面の管理の様子 

現状・課題 
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鳥獣保護意識の醸成を図るとともに、県民の理解を得ながら、有害鳥獣による被害防止対策を 

講じるため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、計画的な有害鳥獣 

捕獲等を広域的・継続的に推進し、人との共生を図る必要があります。 

 

 

 

・ 野生鳥獣の保護・管理を図るため、第13次鳥獣保護管理事業計画（令和４～令和８年度（2022

～2026年度））を令和４年（2022年）４月に定め、次のような事業に取り組んでいます。 

 

ア 鳥獣保護区等の指定 

鳥獣保護区、特例休猟区、特定猟法使用禁止区域等を指定して

野生鳥獣の保護に取り組んでいます。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・指定箇所 168箇所、140,202ha 

 

イ 野生鳥獣の管理 

野生鳥獣による農林水産業被害等の軽減を図るため、有害鳥

獣捕獲等による適正な管理を推進しています。とりわけ、シカ、

イノシシについては、第二種特定鳥獣として位置付け、シカにつ

いては、第６期第二種特定鳥獣管理計画（令和４～令和８年度

(2022～2026年度)）に基づき、イノシシについては、第４期第二種特定鳥獣保護管理計画（令和

４～令和８年度（2022～2026年度））に基づき、農林業被害軽減のための有害鳥獣捕獲等を行っ

ています。 

 

ウ 鳥獣捕獲の担い手を増やす取組み 

捕獲の担い手である狩猟者を増やすため、狩猟免許試験の

回数を増やすなどして、近年は、毎年400人前後の新規狩猟

免許所持者を確保しています。 

また、平成27年度（2015年度）から認定鳥獣捕獲等事業

者制度により、本県では５法人を認定し、新たな捕獲の担い

手としています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・狩猟免許所持数 5,843人（累計） 
 

５ 水辺環境の保全・再生 

 

 

河川や湖沼は、身近で日常的に接することが出来る自然環境の一つで、森、里、川、海などの 

生態系をつなぐ上で重要な場であり、多自然川づくりをはじめとした河川環境の整備、保全を 

推進する必要があります。 

取組み 

現状・課題 

シカによる被害 

狩猟者のミーティングの様子 
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沿岸域の埋立てなどの開発行為や環境の変化などにより藻場・干潟の面積が減少しているこ 

とから、自然海岸・藻場・干潟を保全し、それらが持つ機能を保全していく必要があります。 

海岸の環境改善に向け、藻場等（増殖場）の造成や覆砂の実施により、藻場、干潟の保全・再 

生を推進していく必要があります。 

海岸域では、河川等から流入する環境負荷の低減や、海の適切な利用に努める必要があります。 

また、地域住民をはじめ環境保全活動団体等や市町村などと連携して、水辺環境の保全を進めて 

いく必要があります。 

 

 

 

・ 河川の改修にあたっては、河川の自然浄化機能の維持・保全のため、環境や景観に配慮した多 

自然工法の採用や魚道の整備など、多自然川づくりの考え方に基づく整備に取り組んでいます。 

 

・ 海岸域では、多様な生物の育成、生息環境への配慮や良好な海岸景観に配慮した海岸保全施設 

の整備など、海岸環境の整備及び保全を推進しています。覆砂については有明海で約 20ha 実施

し、藻場造成については八代海で約2ha実施しました。 

 

・ 地域主体の水辺環境保全活動として、「くまもと・

みんなの川と海づくりデー」を実施しました。 

令和６年度（2024年度）はメイン会場である荒尾

市をはじめ、31市町村で清掃活動が行われました。

コロナ禍で、実施市町村、参加者数ともに減少してい

ましたが、コロナ前の状況まで回復しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・事業実施市町村 31市町村 

・参加者数 約30,522人 

取組み 

 
海岸での清掃活動 

 



 

43 

 

第２節 生物多様性の保全に係る対策の推進 

 １ 生物多様性の保全 

 

 

「生物多様性」とは、ある地域に生育・生息する全ての生物と、それらを取り巻く生活環境が

まとまって成り立つ生態系の中で、多様な生物が互いに複雑な関係を保ちながら共存している状

態を指します。 

本県では、生物多様性の保全とその恵みの利用に関する基本的計画として、平成 23年（2011

年）２月に「生物多様性くまもと戦略」を策定し、戦略の期間満了に伴い、これまでの取組みを

評価し、生物多様性をめぐる国内外の動向を踏まえた新たな戦略として「生物多様性くまもと戦

略2030」を令和５年（2023年）３月に策定しました。 

また、本県では、熊本県自然環境保全条例に基づき、自然環境保全地域等 20地域を指定し、

保全に必要な行為規制等を行っています。また、保護が必要な希少野生生物については、熊本県

野生動植物の多様性の保全に関する条例に基づき、本県の指定希少野生動植物としてオオルリシ

ジミやサクラソウなど49種（植物36種、動物13種）、生息地等保護区として14箇所を指定し、

保護に取り組んでいます。 

こういった生物の保護にあたっては、生息・生育環境及び個体数などの変化に関する継続的な 

調査を実施し、その結果に基づく対策が必要です。また、希少野生生物の盗掘等への対応も求め

られています。 

外来生物については、県内には、外来生物法により特定外来生物に指定されている162種のう 

ち、オオクチバスやボタンウキクサなど26種の生息や生育が確認されています。 

外来生物の防除については、侵入の防止と侵入初期段階での対応が重要です。また、県民への 

普及啓発を行い、外来生物被害予防三原則の「入れない、捨てない、拡げない」を徹底すること 

も必要です。 

 

 

 

・ 「生物多様性くまもと戦略2030」では、県民や団体などと協働して実施していく本県の行動計

画として、①多様で健全な生態系の保全、②生物多様性の恵みの持続可能な利用、③生物多様性

を守り生かす社会づくりの３節で構成された 39 の施策を講じています。また、庁内の関係課で

構成する「熊本県庁生物多様性施策推進連携会議」において、戦略の点検、評価及び見直しを行

い、総合的に推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

戦略の推進体制と進行管理 
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・ 自然環境を保全するため、市町村等関係者と連携して、保全活動に取り組んでいます。自然環 

境保全地域である阿蘇市波野のスズラン群生地では、阿蘇市と協働で草刈を実施しています。ま

た、水俣市の無田湿原自然環境保全地域では、湿地の陸地化の対策として定期的に草刈や耕耘を

行っています。 

 

・   生息地等保護区内での希少種の生息生育に必要な保護活動と

して、オグラセンノウやサギソウなどの湿地性植物の生育の阻

害となるヨシやオギの除去や、モートンイトトンボの生息を阻

害するヨシの除根などを実施しています。 

 

・ 県民の自然とのふれあいや適正な自然利用について指導する、

自然ふれあい指導員を認定し、警察等と連携して盗掘等防止のパトロール活動等を実施していま

す。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・自然ふれあい指導員認定者数 52名 

 

・ 外来生物対策として、宇土半島のクリハラリス（タイワンリス）については、国、県、市町村

等で連携し防除に取り組んだ結果、令和６年度（2024年度）の捕獲頭数は１頭と根絶が迫ってい

ます。 

また、生息域の拡大と生息頭数の増加に伴う農作物や生態系等への被害が懸念されているアラ

イグマについては、国、県、市町村等の関係機関が情報を共有し、相互に連携を図りながら捕獲

対策等に取り組んでいます。 

さらに、スパルティナ属植物(ヒガタアシ)については、令和４年度（2022年度）には、それま

でに生育が確認された全ての群落を防草シートにより被覆しました。今後も、関係団体と連携を

図りながら、施行箇所の枯死確認と、再生個体等のモニタリング、新たに生育・再生が確認され

た場合の防除等に取り組みます。 

 

 ２ 生物多様性の恵みの持続的な利用 

 

 

希少野生生物の生息・生育地などは保護する一方で、里山・里海などの人間生活に身近な自然 

については、生物資源の再生産が持続可能となる方法によって利用を行うことも必要です。 

農薬や肥料の不適切な使用は、里地里山・田園地域の自然環境へ悪影響を及ぼすことが懸念さ 

れることから、農薬や肥料の適正使用はもとより、生物多様性の保全にも配慮した環境保全型農

業を推進することが必要です。 

長引く木材価格の低迷による林業採算性の悪化等により、適切に管理されない人工林が顕在化 

しており、森林の持つ多面的機能を十分に発揮させるためには、森林を適切に維持管理していく 

必要があります。 

沿岸開発や埋立てなどにより藻場・干潟が大幅に減少しています。赤潮による被害を防止し、 

現状・課題 

保護活動の様子 
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持続的な漁業生産を実現するためにも、藻場・干潟を含む漁場環境の保全を図ることが必要です。 

開発事業等については、環境影響評価法及び熊本県環境影響評価条例により、一定以上の規模 

の事業について環境アセスメントを義務付けており、その中には、動植物の調査、生息生育環境

への配慮も含まれています。 

また、法や条例の対象外事業であっても一定規模以上の本県の公共事業においては、率先行動

として環境配慮システムを導入し、環境の保全に配慮することとしています。 

これらの手続きを通して、環境アセスメント等の結果を事業計画に反映させることにより、開

発の事業計画が環境の保全に十分に配慮されるよう推進していく必要があります。 

 

 

 

・ 土づくりを基本として、慣行栽培(※)に比べ化学農薬や化学肥料を削減するなど環境に配慮し

た農業を「くまもとグリーン農業」として、環境にやさしい病害虫防除や土づくりの普及等を推

進しています。併せて、関係機関や消費者等と連携した取組みを総合的に展開しています。 

※慣行栽培：各地域において、農薬、肥料の投入量や散布回数等において相当数の生産者が実施している一般的な農法

のこと。  

 

・ 地域森林計画等において、森林施業の基準を示すとともに希少な野生動植物の保護や保護樹帯 

の設置など生物多様性の保全に関する配慮事項を示し適切な保全を推進しています。 

 

・ 山・川・海にわたる様々な分野での施策を「有明海・八代海等の再生に向けた熊本県計画」等 

に基づき、総合的、計画的に推進しています。 

 

・ 本県が発注する公共事業については、自主的な環境配慮を更に推進するため、環境配慮システ

ムに関する研修会の開催やその他の施策により、制度の適切な運用を推進するとともに、市町村

における環境アセスメント制度の導入を支援することとしています。 

 

３ 生物多様性を支える基盤づくり 

 

 

生物多様性の保全と持続可能な利用に関する様々な取組みを推進するためには、生物多様性の 

重要性が県民に広く浸透・定着する必要があります。 

生物多様性を身近に知ってもらうためには、自然とふれあう体験活動や専門機関による研修が 

効果的であり、地域の優れた自然とふれあう機会を提供するとともに、これらの活動を通じて生 

物多様性を含めた自然環境の大切さを理解してもらうことが必要です。特に、将来を担う子ども 

たちに生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を培うよう、自然体験活動 

などの環境教育を推進する必要があります。 

県民、ＮＰＯ、事業者、行政、教育機関や研究機関など様々な主体が連携して、保全活動、環 

境学習、体験活動、ボランティア活動などを行うことにより、社会全体のつながりで自然との共 

取組み 

現状・課題 
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生の意識を守り育て、地域に密着した取組みとして普及させることが必要です。 

各地域の自然ふれあい指導員やボランティアとの連携を密にして、希少野生動植物の保護や自 

然環境保全地域・県立自然公園等の適正利用について、取り組むことが必要です。 

 

 

 

・ 植物や哺乳類等の各分野の専門家で構成する熊本県希少野生動植物検討委員会を設置し、希少 

種保護に係る調査や検討を行っています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・調査活動回数 289回 

 

また、絶滅危惧種に対する県民の理解を深めるために、絶滅のおそ 

れのある種を把握し、「熊本県の保護上重要な野生動植物（レッドデー 

タブック）」を作成し公表しています。令和元年（2019年）には、10年 

ぶりに内容を見直した「レッドデータブックくまもと2019-熊本県の 

絶滅のおそれのある野生動植物-」を発刊しました。野生動植物を取り 

巻く環境は変化していくものであり、定期的にレッドデータブック等 

の改訂を行うため、計画的に生息生育状況調査を継続し、絶滅のおそ 

れのある種について引き続き把握に努めるとともに、県民への周知を 

図っています。 

 

・  天草及び富岡ビジターセンターにおける自然体験型の環境学習や自

然環境に関する展示会などの充実を図りました。天草ビジターセンタ

ーでは、小学生等を対象に各種生物観察会を開催しました。 

 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・各種生物観察会・研修参加者数 

 延べ282人 

 

 

 

・ 自然環境保全活動に携わる指導者や環境教育を担当する教育関係者を講師に迎え、広く県民が

本県の自然環境に関する基礎的知識や生物多様性の重要性について学ぶことができる学習会を

開催しています。また、「生物多様性」という言葉とその概念が広く浸透するよう県民向けの自

然環境講座を実施するなど、様々な機会を捉えて普及啓発に努めています。 

 

 

 

 

取組み 

 

生物観察会の様子とハクセンシオマネキ 

 

レッドデータブックくまもと2019 
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第５章 安全で快適な生活環境の確保         

第１節 水環境に係る対策の推進 

 １ 健全な水循環の確保（安定的な水の確保） 

 

 

地下水は限りある地域共有の財産であり、将来にわたってその恵みを県民が享受できるよう

にするためには、健全な水循環を維持・回復していくことが必要です。 

 本県は、国の名水百選に選定された全８カ所の名水をはじめ、1千カ所を超える湧水地を擁す

る豊かで清らかな地下水に恵まれた「水の国」であり、水道水源の約８割を地下水で賄っていま

す。特に、人口約 100万人を有する熊本地域（注１）では、生活用水のほとんどを地下水に依存

しています。 

 このように、地下水は県民の生活にとって欠くことのできない貴重な資源であり、地下水の質

と量の両面で保全していかなければなりません。そのため、県民、事業者、行政が一体となって

守っていく意識を高め、協働で地下水の保全に取り組む必要があります。 

菊陽町辛川の地下水位（図5-1-1）は、長期的には低下傾向でしたが、白川中流域や台地部等

における水田湛水等の涵養対策や、地下水採取量の減少が進んだことにより、近年の水位は回復

傾向にあります。 

今後、半導体関連企業の進出に伴う地下水採取量の局所的な増加や開発等による涵養域の減少

が見込まれています。 

注１）熊本市、菊池市（旧泗水町、旧旭志村のみ）、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、 

嘉島町、益城町及び甲佐町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  熊本県地下水保全条例の地下水採取許可制度などを適正に運用し、また、地下水採取者によ

る地下水使用合理化や地下水涵養の取組み等、持続的な地下水利用を促しました。なお、令和

現状・課題 

取組み 

図 5-1-1 地下水位の経年変化図 

人工涵養 

開始 
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（単位 採取量：千㎥／年、井戸数：本） 

 

６年度（2024年度）の地下水採取量は表5－1－1のとおりです。 

 

 注1) 井戸数は自噴井戸を含む届出・許可の合計の数値です。 

注2) 千㎥未満の端数処理のため、計と内訳が一致しないことがあります。 

注3) 指定地域とは、地下水採取に伴う障害が生じ、及び生じるおそれがある地域のことです。 

注4) 熊本周辺地域とは、熊本地域の市町村（熊本市（旧河内町を除く）、菊池市（旧泗水町、旧旭志村の区域）、 

宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町の区域）に加え、北部の菊鹿 

盆地の菊池市（旧菊池市、旧七城町の区域）及び山鹿市（旧山鹿市、旧鹿本町、旧鹿央町の区域）の区域で 

す。 

 

・  熊本地域の地下水量保全については、重点的な地下水涵養対策として、涵養効果の高い白川

中流域の他、台地部等の水田湛水事業を実施しました。また、「水とみどりの森づくり税」等を

活用した再造林への支援など森林の保全を行いました。 

 

・  半導体関連企業の進出に伴い、地下水採取量の増加が見込まれることから、熊本地域におけ

る地下水涵養対策に協力して取り組み、円滑に推進するため、世界的な半導体受注製造企業で

あるＴＳＭＣの子会社であるＪＡＳＭと本県、水田湛水に取り組む関係団体や地元自治体との

間で令和５年（2023年）５月に「熊本地域における地下水涵養に関する協定」を締結していま

す。この協定締結を受け、白川中流域で初めてとなる冬期湛水が開始されました。 

 

・  地下水の「見える化」を積極的に進めるため、菊陽町のセミコンテクノパーク、熊本市水前

寺、合志市の３か所の観測井戸において、地下水位をリアルタイムで確認できるシステムを構

築しました。 

 

・  動画やパンフレットにより、地下水保全の取組みの情報発信を行い、地下水に対する県民の

不安の払拭に取り組みました。また、中学生を対象に毎年実施されている「水の作文コンクー

用途  
地域名       農業 

水産 
養殖 

工業 建築物 水道 
家庭 

その他 
計 

 

指
定
地
域(

注
３) 

熊本 
周辺 
(注4) 

採取量 16,605 2,051 24,947 12,153 113,053 3,000 171,809 

井戸数 1,546 62 458 886 355 199 3,506 

八代 
採取量 3,312 99 17,922 3,049 7,484 563 32,429 

井戸数 950 4 90 273 67 39 1,423 

玉名 
有明 

採取量 2,578 552 2,151 1,340 13,257 217 20,096 

井戸数 570 60 70 87 95 76 958 

天草 
採取量 213 113 91 281 2,171 53 2,922 

井戸数 16 4 3 25 29 5 82 

計 
採取量 22,709 2,816 45,110 16,823 135,965 3,832 227,257 

井戸数 3,082 130 621 1,271 546 319 5,969 

指定 
地域外 

採取量 21,477 0 492 242 8,003 0 30,216 

井戸数 92 0 10 4 23 1 130 

総計 
採取量 44,187 2,816 45,603 17,066 143,968 3,833 257,473 

井戸数 3,174 130 631 1,275 569 320 6,099 

表 5-1-1令和6年度（2024年度）用途別地下水採取量 
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ル」では、23年連続応募数日本一となるなど地下水保全の意識が定着しています。 

 

・  水に関する出前授業として、小学生を対象とした「水の学校」、幼児を対象とした「水のお話

し会」を実施しました。 

   【令和６年度（2024年度）実績】 

・「水の学校」受講学校数及び受講者数 10校 計326名  

・「水のお話し会」受講施設数及び受講者数  82施設 計2,058名 

 

 ２ 水質の保全策の強化（きれいな水を守る） 

本県の主要河川は、阿蘇カルデラや九州中央山地の一部を形成する東部の山々を源とし、豊か 

な水環境を育みつつ、伏流し、あるいは水田を通して地下水を涵養しながら、県西部の有明海 

又は八代海へ流入しています。県西部の大部分が面する両海域は、本県と長崎、佐賀、福岡、鹿 

児島の各県に囲まれ、閉鎖性が高いのが特徴です。 

 

（１）公共用水域 

 
 

河川、湖沼及び海域の水質汚濁については、環境基準が達成されていない水域もあることから、

今後も濃度変動を注視するとともに、工場・事業場に対する排出水指導や生活排水対策などによ

り公共用水域への汚濁負荷量の削減に努める必要があります。 

水質の汚れの度合いを示すＢＯＤ(生物化学的酸素要求量)又はＣОＤ(化学的酸素要求量）の

環境基準を達成した割合は、河川が98.0％、湖沼が100％、海域が73.7％でした。河川では昭和

53年度（1978年度）に38.5％でしたが、その後は改善傾向にあり、平成14年度（2002年度）

以降は80％台後半～100％で推移しています。湖沼は、環境基準類型当てはめが行われた平成18

年度（2006年度）から概ね100％を維持しています。海域は平成12年度（2000年度）に大規模

な赤潮の影響等から 52.6％に低下しましたが、その後、変動はあるものの 60％台後半～80％台

で推移しています。 

一方、湖沼と海域に環境基準を設定している全窒素・全燐(りん)の基準を達成した割合は、湖

沼が100％、海域が85.7％でした。湖沼は、環境基準類型当てはめが行われた平成18年度（2006

年度）から平成21年度（2009年度）まで緑川ダム貯水池の全窒素について基準を達成していま

せんでしたが、平成22年度（2012年度）以降、環境基準を達成しています。海域は、有明海の

類型当てはめが行われた平成12年度（2000年度）が28.6％と最も低く、平成18年度（2006年

度）以降は40～80％台で推移しています。 

また、人の健康の保護に関する項目(カドミウム、シアン等27項目)が環境基準を超えたのは、

坪井川合流前（堀川）のふっ素のみで、阿蘇火山による影響に加え、温泉水を利用する地域から

の排水の影響と考えられており、令和５年度（2023年度）やそれ以前にも同様の超過や検出が確

現状・課題 
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認されています。 

図5-1-2 河川（BOD）、湖沼及び海域（COD）の環境基準達成率の経年変化 

（※）平成10年度(1998年度)から海域におけるCODの測定方法を変更したため、本折れ線グラフでは平成９年

度(1997年度)と平成10年度(1998年度)の間は連続していません。 

海水浴場調査については、海水浴場の水質を把握するため､本県の主要海水浴場(年間利用人口 

が１万人以上)を対象に、海水浴場開設前(シーズン前）に水質等の調査を行っています。令和 

６年度（2024年度））は６箇所の海水浴場について調査を実施し、いずれも良好な水質でした。 

 

 

 

・ 水質汚濁防止法第15条の規定に基づき、河川、湖沼及び海域の水質汚濁状況を常時監視する

ために水質調査を実施しています。環境基準を達成していない水域については、他の関連調査

データとの比較検討、あるいは調査地点や調査項目、調査頻度の追加等により詳細な状況の把

握に努めています。さらに、周辺に存在する汚濁負荷源等の実態の把握に努め、関係部局や市町

村等とも連携しながらその要因を明らかにするための取組みを進めています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・水質調査 県内54河川129地点、３湖沼(ダム)３地点、３海域55地点 

 

・ 工場・事業場からの有害物質に係る排出水・地下浸透水は、水質汚濁防止法のほか、本県独自 

に制定した熊本県地下水保全条例で規制されています。熊本県地下水保全条例では、新たな地下 

水汚染を防止し良質な地下水の保全を図ることを目的としてカドミウム、鉛、テトラクロロエチ 

レン等の物質について地下水質保全目標、特別排水基準及び地下浸透基準を定めています。 

水質汚濁防止法による排水基準では公共用水域の水質保全が十分できないと考えられる場合

には、同法第３条第３項の規定により、県の条例でより厳しい排水基準(以下｢上乗せ排水基準｣

という。)を定めることができるとされています。 

 

取組み 
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そこで、本県では、有害物質(カドミウム、ジクロロ

メタン等）について、県内全域の特定事業場(一部の業

種を除く。)を対象に上乗せ排水基準を適用していま

す。また、有明海・八代海に流れ込む汚濁負荷量を削

減するため、図5-1-3の斜線部内に所在する特定事業

場(有明海及び八代海に流入する公共用水域)を対象

に、一部の生活環境項目(BOD、COD、SS※）について上

乗せ排水基準を適用しています。令和６年度（2024年

度）は基準を超過した7事業場に対して直ちに改善指

導等を行いました。 

(※)SS（浮遊物質量）：懸濁物質のこと。この数値が大きい程、     

水質汚濁が著しいことを示します。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

特定事業場等立入調査実施件数 延べ528事業所 

（２）地下水 

 
 

地下水の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について、過去10年間の定点井戸（地域を代表する井 

戸）及び汚染井戸の調査結果によると、濃度の平均値や環境基準超過率は横ばいから微減傾向に

あるものの、一部の地域には濃度が上昇している井戸もあることから、過剰な窒素肥料の施肥、 

家畜排せつ物及び生活排水の不適切な管理等への対策を進めています。 

地下水は一度汚染されるとその回復に非常に長い期間を要します。本県は、飲用水のおよそ

80％（熊本地域では、ほぼ100％）を地下水で賄っており、将来的に継続して安全な飲用水を確

保するため地下水汚染の未然防止が何よりも重要です。特に硝酸性窒素の発生源は、自然由来に

よるものから人為的なものまで多岐にわたっており、対策の効果が短期間で現れるとは限らない

ことから、市町村や地域の状況に応じた対策を県内全域で推進することが重要です。 

表5-1-2 地下水の定点及び汚染井戸監視調査（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素） 

  H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

調査地点数 305  296 381 308 325 322 324 317 
253 

(311) 

241 

(294) 

基準超過地点数 57  49 49 54  60 65 60 55 
59 

(59) 

50 

(50) 

超過率[％] 16.6 18.9  12.9 17.5 18.5 20.2 18.5 17.4 
23.3 

(19.0) 

20.7 

(17.0) 

平均値[mg/L] 5.7  4.5 5.1 5.2 5.4 5.7 5.4 5.4 
6.7 

(5.6) 

6.2 

(5.3) 

最高値[mg/L] 54  49 55 55 57 51 52 57 61 65 

 
※  R5年度より定点はローリング調査を実施。括弧内の数字は当該年度に調査未実施定点について、直近の調査

年度の測定値と同値として扱った場合の数値を示している。 

有
明
海

八
代
海

天
草
西
海

現状・課題 

図5-1-3 上乗せ排水基準適用区域図 
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・  本県では、水質汚濁防止法第 15条の規定に基づく地下水の水質汚濁状況の監視を目的とし

て地下水質調査を行っています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

ア 概況調査 

① 定点監視調査 

県内全域の地域の代表地点の井戸を対象に、地下水の水質汚濁に係る環境基準項目(砒 

素、トリクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を含む28項目)を102地点で 

調査 

② 定点監視調査補助点調査 

定点監視調査を補う地点の井戸を対象に、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を21地点で調査 

 

イ 継続監視調査 

① 汚染地区調査 

過去の調査で地下水環境基準超過が確認された275地点で調査 

② 検出井戸周辺地区調査 

過去にトリクロロエチレン等の揮発性有機塩素化合物が検出された地点や、菊池市内 

の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が基準を超過しないものの高濃度で検出された42地点 

を調査 

③ 特定地点調査 

荒尾地域硝酸性窒素削減計画における指標井戸である18地点を調査 

 

ウ 汚染井戸周辺地区調査 

概況調査等によって年度内に新たに発見された汚染について、その範囲を確認するため、 

13地点で調査。 

表5-1-3 令和６年度(2024度)地下水質調査結果総括表 

調査の種類 調査井戸数 基準超過数 

概況調査 

調査地点数：153 

超過地点数：14 

新規概況調査（G点） 30 1 

定点監視調査（T点） 102 13 

定点監視調査補助点調査（N点） 21 0 

継続監視調査 

調査地点数：333 

超過地点数：121 

汚染地区調査（M点） 275 114 

検出井戸周辺地区調査（K点） 40 3 

特定地点調査（A点） 18 4 

汚染井戸周辺地区調査 

調査地点数：13 

超過地点数：2 

汚染井戸周辺地区調査（S点） 13 2 

合計 499 137 

取組み 
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令和６年度（2024年度）も県内で砒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、硝酸性

窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素等の項目で環境基準を超える井戸が確認されています。 

硝酸性窒素汚染対策について、汚染源からの窒素負荷量の削減を図るため、特に、広域的な汚

染が見られる荒尾地域及び熊本地域では、それぞれ荒尾地域硝酸性窒素削減計画(平成 15 年度

（2003年度）～令和４年度（2022年度）)、熊本地域硝酸性窒素削減計画(平成17年度（2005年

度）～令和６年度（2024年度）)を策定し、これらに基づき対策の推進を図ってきました。 

「荒尾地域硝酸性窒素削減計画」の計画期間終了に伴い、これまで 20年間の対策の効果に関

する評価及び今後の取組みや目標等を定めた「第二期荒尾地域硝酸性窒素削減計画」（令和５年

度（2023年度）～令和24年度（2042年度））を令和５年（2023年）３月に策定しました。 

また、「熊本地域硝酸性窒素削減計画」についても、計画終了を迎えたことから、荒尾地域と

同様に「第二期熊本地域硝酸性窒素削減計画」（令和７年度（2025年度）～令和２６年度（2044

年度））を令和７年（2025年）３月に策定しました。これらの計画に基づき、両地域共に、更な

る地下水保全の推進に取り組みます。 

削減計画に基づき対策を進めてきた荒尾・熊本両地域において、平均濃度が減少するなどの改

善が見られますが、一部、環境基準超過が継続あるいは濃度が更に上昇傾向を示す井戸が確認さ

れています。また、荒尾・熊本地域以外でも、水道未普及地域において基準を超過する井戸が確

認されています。このため県内全域での対策を図るとともに「市町村や地域ごと」の状況に応じ

た地下水保全に係る具体的かつ計画的な取組みをより強く推進する必要があります。 

そこで、本県では令和６年（2024年）３月に「地下水中の硝酸性窒素対策に関する熊本県基本

計画」を策定しました。同計画では、取組みの推進が必要な市町村や区域の見える化を推進し、

県内市町村（熊本市を除く。）が地域の状況に応じた具体的かつ計画的な対策に取り組むための

市町村毎の個別計画策定を推進することとしており、区域等の見える化や個別計画策定を本県が

支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）水道 

 
 

・トリクロロエチレン（TCE） 

 クロロホルム臭のある無色透明の揮発性、不燃性の液体で水に溶けにくい物質です。金属

機械部品などの脱脂洗浄剤、ドライクリーニング洗浄剤、一般溶剤、殺菌剤として使用され

ます。 

・テトラクロロエチレン（PCE） 

 無色透明のエーテル様芳香のある重い液体で、水に溶けにくく不燃性物質です。ドライク

リーニング洗浄剤、金属表面の脱脂洗浄剤等として使用されます。 

・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

 人の生活や農業活動で排出された窒素化合物は、酸化されて硝酸あるいは亜硝酸イオンの

形で地下水中に溶け込みます。体内に摂取すると、乳児等はメトヘモグロビン血症により酸

素欠乏症状を起こすことがあります。 
 

熊本県における硝酸性窒素削減 

対策の推進について（熊本県HP） 
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（３）水道 

 
 

水道は、県民の健康で快適な生活や地域の経済活動を支える重要な社会基盤です。安全で安心 

な飲用水を確保するため、地下水や河川、湧水などの水源から取水した原水は、ろ過や薬品など 

による浄水処理を行い、配水管を経由して各家庭の蛇口に至るまで、厳密な水質管理が実施され 

ています。 

水道には、市町村等が区域内の住民に対して給水する水道事業、水道事業者に対して水道用水

を供給する水道用水供給事業、そして学校や病院など自家用のための専用水道などがあります。 

県内の水道原水を取水量でみると、地下水が約８割、河川等の表流水が約２割であり、全国平

均と比較すると地下水の割合が高くなっています。 

また、水道の使用状況は、水道事業における１人１日平均給水量（ﾘｯﾄﾙ）でみると、昭和40年

度（1965 年度）は 198 ﾘｯﾄﾙでしたが、その後、水洗化率の向上等生活様式の変化に伴って増加

し、近年では330 ﾘｯﾄﾙ前後で推移しています。 

 

  表5-1-4 県内の水道事業の状況(令和６ 年(2024年)3月31日現在)（単位：事業） 

 市 町 村 一部事務組合 その他 計 

水道事業 

上水道 15  11  1  2 0  29  

簡易水道 12 22  20  0 35  89 

小計 27  33  20  2 35  118 

水道用水供給事業 0  0  0  1 0  1  

専用水道 250 250  

                         合   計 369  

 

※上水道：給水人口が5,001人以上の水道事業 

簡易水道：給水人口が101人以上5,000人以下の水道事業 

 

県内における水道普及率（給水人口／行政区域内人口）は令和６年（2024年）3月 31日現在

で 89.6 ％と、全国(98.2%)と比較すると非常に低くなっています。本県においては、水道未普

及地域の人口も多いため、このような地域における安全な飲料水の確保が課題です。 

また、近年、一部の地域では、過剰揚水や涵養地域の減少などによる地下水量の減少もみられ

ており、水道水源への影響が心配されます。 

一方、水質の面では、水源が地下水の場合は全体的には良好で消毒のみで飲用可能な地域が多

いものの、硝酸性窒素の濃度上昇がみられる地域があります。また、全国的には、水道水からク

リプトスポリジウムなどの耐塩素性病原微生物が検出されるなどの問題も生じており、本県にお

いても水質管理を強化していく必要があります。 

 

 

 

 本県では水道の未普及地域が多く残っているものの、未普及地域への水道整備には、財政負担 

現状・課題 

取組み 
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の増加や今後の人口減少が課題となり、水道の整備が難しい場合もあるため、引き続き、飲用井 

戸等の水質調査を行いながら、安全性の確保を図っています。 

 また、今後の人口減少により水需要量は減少していく見込みであり、水の有効利用を促進する

とともに、ダウンサイジングや統廃合による水道施設の有効利用を含め、水道事業の広域連携や

広域化について各地域で検討を行っています。 

（４）生活排水対策 

 

  

生活排水対策の基本方針としては、令和４年（2022 年）３月に「くまもと生活排水処理構想

2021」を策定し、下水道や集落排水、浄化槽等の生活排水処理施設の整備を進めてきました。こ

の結果、本県の汚水処理人口普及率（注１）は、令和６年度（2024年度）末時点では 90.5％ま

で向上しましたが、現在でも約16万人の県民が生活排水処理施設を利用できておりません。 

また、本格的な人口減少の到来、市町村財政の悪化、資源・エネルギー問題の顕在化等の社会

情勢の変化や、整備済施設の老朽化、災害の激甚化などの課題があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１)  汚水処理人口普及率（％）は、下水道、集落排水施設、浄化槽、コミュニティ・プラント等

の生活排水処理施設が整備され、これに接続等して利用できる人口を総人口（住民基本台帳

人口）で除したものです。なお、し尿のみを処理する単独処理浄化槽の利用人口は含まれませ

ん。 

汚水処理人口普及率 ＝ 生活排水処理施設整備済区域内人口／ 総人口×100 

 

 

 

・ 「くまもと生活排水処理構想2021」で定める「生活排水処理施設の早期概成」、「持続可能な

運営管理」、「汚泥の利活用」、「防災減災の推進」の４つの基本方針に沿って生活排水処理施設

の整備運営に取り組んでおります。 

現状・課題 

取組み 

図5-1-4 汚水処理人口普及率経年変化 
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・ 生活排水処理施設の早期概成については、快適な生活環境の実現及び健全な水環境の実現を

目標に、令和８年度（2026 年度）末までに汚水処理人口普及率 93%を目指し、公共下水道の整

備や単独処理浄化槽及びくみ取り槽から合併処理浄化槽への転換を促進していきます。 

・ 毎年度、本県独自に公表している指標として、実際に生活排水が適正に処理されている割合

を表す汚水適正処理率（注２）は、令和６年度（2024 年度）末で 83.8％ になりました。これ

らを踏まえ、生活排水処理施設をより一層活用させるため、市町村や県民の皆様とともに下水

道等への接続や浄化槽の適正管理の取組みを更に進めて参ります。 

・ 持続可能な運営管理については、社会構造の変化、施設の老朽化等の現状を踏まえ、効率的

な施設の運営体制の構築を進めていきます。 

・ 汚泥の利活用については、汚泥のエネルギー・農業利用及び県内での広域処理による循環型

社会の形成を進めていきます。 

・ 平成２８年熊本地震と令和 2 年 7 月豪雨の経験を生かし、施設の耐震化及び業務継続計画

(BCP)の見直し等により、災害時における汚水処理事業の継続を進めていきます。 

 

（注２)  汚水適正処理率（％）は、適正に汚水処理を行っている人の割合を表す指標です。下水道や

集落排水施設などの集合処理施設に接続し使用している人口と、浄化槽法で定められた検査

を受検し適正管理されている浄化槽を使用している人口との和を汚水適正処理人口と呼び、

これを総人口（住民基本台帳人口）で除した値です。 

汚水適正処理率＝(集合処理施設接続使用人口＋法定検査受検済浄化槽使用人口)/総人口×100 

 

３ 豊かな川と海づくりの推進（有明海・八代海再生）  
 

 

「有明海・八代海等の再生に向けた熊本県計画（平成15年（2003年）３月策定、毎年度更新）」 

に基づき、総合的な対策に取り組んでいますが、一部の海域で環境基準が未達成であるため、海 

域ごとの状況に応じてCOD、全窒素及び全燐の更なる負荷低減に取り組む必要があります。 

海域環境変化や水産資源減少の要因は、国、関係県、大学等で調査・研究が進められています 

が、未解明の部分が多く残されており、更なる調査・研究が必要です。 

有明海・八代海等の豊かな自然環境を次世代に継承するため、行政、事業者、関係団体等、県 

  民一体となって海域環境保全に取り組む必要があります。 

 

 

 

・ 「有明海・八代海等の再生に向けた熊本県計画」に基づき、国や関係県等と連携し、下水道、

集落排水施設及び浄化槽の整備等の生活排水対策や、森林の機能の向上、藻場造成や覆砂等によ

る沿岸漁場の環境改善、関連する試験研究や調査など、山、川、そして海にわたる総合的な対策

に取り組んでいます。 

 

・ きれいな川や海を健全な姿で次世代へ継承していくため、多くの県民が、川や海の水辺環境や

生物多様性等に関心を持ち、自発的な環境保全活動につながるよう、普及啓発の取組みを行って

います。地域主体の河川や海岸の清掃活動「くまもと・みんなの川と海づくりデー」や、小中学

現状・課題 

取組み 
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生等を対象にした環境出前講座、生物多様性や干潟保全に係る自然環境講座等を実施しました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・  川への関心を持ってもらうため、「みんなの川の環境調査」と称し、地域の小学校や子ども会

などの団体に、身近な川について自分たちで調べてもらう取組みを行っています。簡易な水質

分析や川に棲む水生昆虫等を指標とした調査を実施しますが、大半の地点において、比較的良

好な水環境であるとの結果が得られています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・「みんなの川の環境調査」の参加団体数及び参加者数  

27団体(学校14、環境保全団体13)が調査を実施し、延べ1,471人が参加。 

・調査箇所 延べ43地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性くまもとセミナー 水生生物調査 

 

清掃活動 

 

 

環境出前講座 
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第２節 大気環境に係る対策の推進       

１ 大気環境の監視 

（１）監視体制 

 

 

本県では、大気汚染防止法に基づき、大気汚染

の状況を常時監視するため熊本市及び九州電力

（株）が設置している測定局を含めて、一般環境

局32局、沿道の自動車排ガス局３局の計35局で

大気汚染物質の自動測定を実施しています。 

測定局が設置されていない地域については、大 

気環境測定車による大気汚染調査等を行っていま

す。近年、高濃度の光化学オキシダントや浮遊粒

子状物質が測定され、大陸から汚染物質の移流が

指摘されています。 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）は中国での深刻な

大気汚染の報道等を受け、国民的関心を集めました

が、近年は改善傾向にあり、全国でＰＭ2.5の濃度 

が減少していると報告されています。その他、県内では、二酸化硫黄、二酸化窒素等も環境基

準を達成しています。今後は効率的な監視体制への移行の検討が必要となっています。 

 

 

 

・  本県では、環境基準の適合状況の評価ができるよう測定機器の適切な維持管理に努めていま

す。 

ＰＭ2.5については、本県設置16局と熊本市設置８局の24局体制（令和６年（2024年）４月

現在）となっています。なお、国が定めたＰＭ2.5に係る指針に基づき、本県独自の取組みを加

えた注意喚起の運用を平成25年（2013年）３月５日から開始し、同日に全国初の注意喚起を行

いました。 

 

・  測定車の機動性を活かし、迅速かつ、きめ細やかな測定を行い、県民の安心、安全を確保し

ています。さらに、今後の測定局配置の検証を行います。 

 
 
 
 
 
 

図5-2-1 大気汚染常時監視測定局配置図 

 

取組み 

現状・課題 

測定機器やデータ通信装置を搭載して

県下各地域の大気汚染の状況を機動的

に監視しています。 

大気環境測定車（みどりⅣ世） 
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（２）大気環境の状況 

ア 二酸化硫黄 

 

 

二酸化硫黄については、令和６年度（2024年度）

は８市町18局（一般局、以降同様）で測定していま

す。測定局により多少の増減はあるものの、低濃度で

推移し、環境基準の長期的評価に照らしてみると、全

ての局で環境基準を達成しています。 

測定結果は長期的にみると減少傾向で推移してい

ますが、引き続き監視が必要です。 

 

 

 

・  工場・事業場への立入調査を実施し、処理施設の設置及び適正処理、ばい煙等の自主測定

の徹底を指導するとともに、低硫黄燃料の使用を助言しています。 

 

イ 二酸化窒素 

 

 

二酸化窒素については、令和６年度（2024年度）は 13市町27局で測定しています。全ての測

定局において横ばい又は減少傾向で推移しており、環境基準の長期的評価に照らしてみると、全て

の測定局で環境基準を達成しています。 

測定結果は長期的には減少傾向で推移していますが、引き続き監視が必要です。 

 

 

 

・  工場・事業場への立入調査を実施し、処理施設の設置及び適正管理、ばい煙等の自主測定

の実施を指導しています。 

 

ウ 浮遊粒子状物質 

 

 

浮遊粒子状物質については、令和６年度（2024年度）は13市町28局で測定しています。環境

基準の長期的評価に照らしてみると、全ての測定局で環境基準を達成しています。 

測定結果は減少傾向で推移していますが、引き続き監視が必要です。 

 

 

 

・  工場・事業場への立入調査を実施し、処理施設の設置及び適正管理、ばい煙等の自主測定

取組み 

現状・課題 

現状・課題 

現状・課題 

取組み 

取組み 

※一般局：一般環境局 自排局：自動車排ガス局 

図5-2-2 二酸化硫黄年平均値経年変化 

（単位：ppm） 
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の実施を指導しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

エ 光化学オキシダント 

 

 

 

光化学オキシダントについては、令和６年度  

(2024年度)は17市町24局で測定しています 

が、24局全てで環境基準未達成でした。全国の 

状況を見ても環境基準達成率は0.1％（令和５ 

年度（2023年度））と低い状況にあります。 

光化学スモッグ注意報については、平成18年 

（2006年）６月に本県で初めて発令しました。 

なお、平成22年度（2010年度）から令和６年度 

（2024年度）までの間における注意報の発令は、令和元年度（2019年度）のみとなっています。 

また、春季に光化学オキシダント濃度が高濃度となる状況が続いているため、その要因につ

いて調査、検討を行う必要があります。これについては、大陸からの汚染物質移流等も原因の

1つと推定されています。 

 

 

 

・  九州各県の光化学スモッグ注意報発令情報を速やかに共有するなど連携した取組みを進

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

※浮遊粒子状物質(ＳＰＭ) 

大気中に浮遊する浮遊粉じんのうち、粒子径が10μｍ（マイクロメートル）以下の微細な粒子をいい、

大気中に長期間滞留して呼吸器系に影響を及ぼします。 

図5-2-5 光化学オキシダント年平均値経年変化             

（単位：ppm） 現状・課題 

取組み 

※光化学オキシダント 

光化学スモッグの主成分で、オゾン、アルデヒド、ＰＡＮ(パーオキシアセチルナイトレート)等の総称をいい

ます。光化学スモッグは、日差しが強く風の弱い日に特に発生しやすく、健康への影響として、目がチカチカす

る、のどのイガイガや痛みなどの症状がでることがあります。 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1 R3 R5

（単位：ppm） 

図5-2-3 二酸化窒素年平均値経年変化 

（単位：mg/m3） 

 

図5-2-4 浮遊粒子状物質年平均値経年変化 
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オ 微小粒子状物質 

 

 

微小粒子状物質(PM2.5)については近年改善傾向に

あり、令和６年度（2024年度）は16市町の21局で測

定した結果、全測定局で環境基準を達成しました。 

平成 25 年（2013 年)３月に、国がＰＭ2.5 に関する

注意喚起のための暫定的な指針値(日平均70μg/m3）を

定め、これを超過するおそれがあると判断された場合、

県が注意喚起を行うこととしています。なお、令和６

年度（2024年度）は指針値の超過がなかったことから、

注意喚起は行っていません。状況は改善しているもの

の、気象条件によっては高い濃度となる日が観測され

ています。この要因としては、春期における大陸からの黄

砂や汚染物質の移流等が原因の1つと推定されます。 

 

 

 

・ 県民に対してよりきめ細やかな情報提供を行うため、平成25年（2013年）９月から、県内を

４つの地域に区分して地域毎に早朝や日中の測定値を確認し、暫定的な指針値超過のおそれがあ

ると判断した場合、注意喚起を行うこととしています。なお、専門家による委員会での検討結果

を踏まえた適正配置（常時監視体制を維持しつつ効率化）により、令和４年（2022年）３月末に

４局を削減しています。 

また、大陸からの越境移流の影響も考えられることから、国に対して原因究明と対策の実施を 

要望しています。 

さらに、ＰＭ2.5の発生要因を解明するために成分調査を行っています。 

 

 

 

 

 

 

（３）酸性雨※の状況 

(※:一般的にはpH5.6以下の雨をいう。) 

 

 

環境省が実施した平成25～平成29年度（2013～2017年度）の越境大気汚染・酸性雨長期モニ

タリングによれば、全国の測定地点における降水のpHの平均値は4.58～5.16 の範囲にあり、引

き続き酸性化した状態であることが認められました。一方で、酸性雨に起因する広範囲の植生衰

退は認められず、生態系への被害が顕在化しているとはいえないと報告されています。ただし、

現状・課題 

現状・課題 

取組み 

※微小粒子状物質(ＰＭ2.5) 

大気中に浮遊する粉じんのうち、大きさが2.5μｍ（マイクロメートル）以下の非常に小さな粒子のことです。

肺の奥まで入りやすく、ぜん息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響のほか、肺がんのリスクの上昇や循環器

系への影響も懸念されています。 

（単位：μg/m3） 

 

図5-2-6:微小粒子状物質年平均値経年変化 
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現在のような酸性雨が今後も降り続くとすれば、将来、影響が顕在化する可能性も指摘されてい

ます。 

酸性雨による影響は、長期継続的なモニタリング結果によらなければ把握しにくいとして、国 

では長期モニタリングの着実な実施と東アジア酸性雨モニタリングネットワークを通じた調査研

究の普及等を今後の課題としています。 

 

 

 

・  県内の酸性雨の状況を把握するため、本県では平成元年度（1989 年度）から雨水の pH 等の

調査を行っています。令和６年度（2024年度）の調査では、宇土市の年平均値は酸性雨の目安

であるpH5.6より強い酸性を示しています。 

 

・  現在、九州・山口の各県と酸性雨に関する共同調査研究を実施し、原因の解明を行うととも

に全国環境研協議会において情報共有を行い、広域的な酸性雨の調査に参加しています。 

 

 

 

 

 

 

２ 発生源対策 

（１）発生源ごとの対策の推進 

 

 

令和６年度（2024年度）末までに届出があった数は、県所管において大気汚染防止法に基づく

ばい煙発生施設が1,824施設（781工場・事業場）、県生活環境の保全等に関する条例(以下「県 

条例」という。)に基づくばい煙発生施設が998施設(627工場・事業場)です。また、大気汚染防

止法に基づく一般粉じん発生施設が 775 施設（243 工場・事業場）、県条例に基づく粉じん発生

施設が881施設（434工場・事業場）です｡ばい煙発生施設の種類別構成をみると、大気汚染防止

法及び県条例のいずれもボイラーが最も多くなっています｡ 

ばい煙発生施設等を設置する工場・事業場に対して、排出基準の遵守状況の確認や必要に応じ 

適切な改善措置を講じるよう指導するとともに、排出量の実態把握が必要です。 

 

 

 

・  大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設設置工場・事業場に対して立入調査を行い､施設の

使用状況等を調査するとともに､処理施設の設置、ばい煙発生施設等の適正管理､ばい煙等の自

主測定の実施について指導等を行っています。大規模工場・事業場については年に１回、小規

模工場・事業場については 3年に 1回程度立入調査を実施し、特にばい煙等の自主検査状況を

重点的に確認しています。 

 令和６年度(2024年度) 

宇土市 4.80 

現状・課題 

取組み 

表5-2-1 R6年度酸性雨調査結果（pH 年平均値） 

 

 

取組み 
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 また、一般粉じん発生施設設置工場・事業場に対して立入調査を行い､｢構造並びに使用及び

管理に関する基準｣の遵守について指導を行っています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・立入調査実施施設数 

  ばい煙発生施設設置工場・事業場 延べ78施設 

  一般粉じん発生施設設置工場・事業場 延べ18施設 

 

(２）アスベストに関する対策 
 

 

アスベストには発がん性など人への健康影響があることから、平成18年（2006年）９月に大

気汚染防止法が改正され、アスベストをその重量の0.1％を超えて含有する建築材料までが規制

の対象となりました。さらに、平成18年（2006年）10月からは建築物だけでなく、アスベスト

を使用した工作物も規制対象に追加されました。 

令和２年（2020年）６月の大気汚染防止法改正（令和３年（2021年）４月から施行）により、

大気汚染防止法の規制対象となる建材(レベル３建材等)が追加されるとともに、解体等工事に伴

う事前調査（※）結果の県への報告義務付けや直接罰等が創設され、行政による立入調査等の対象

が解体等工事の元請業者に係る事務所等にまで拡大されました。 

なお、法改正により規制対象となる作業数は、これまでの規制対象だった除去作業（レベル1､

2建材）数の約5～20倍に増えると推計されており、これまで以上に効率的・効果的な解体等現

場への立入指導を実施する必要があります。 

※：建築物に係る解体等工事に伴う事前調査については、令和5年（2023年）10月からは建築物石綿含有建材調査

者等による調査が、特定工作物に係る解体等工事に伴う事前調査については、令和8年（2026年）1月からは

工作物石綿事前調査者による調査がそれぞれ必要。 

 

 

 

・  本県では、特定粉じん排出等作業実施の際に立入調査・指導等を行っています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・立入調査実施件数 延べ435件 

 

・  建築物等の解体、改修などでアスベスト使用建材の除去等を行う特定粉じん排出等作業につ

いては、吹付けアスベスト等が使用された建築物の解体等が今後多くなると見込まれているこ

とから、大気汚染防止法に基づく届出や作業基準の遵守の徹底が課題となっています。 

なお、令和６年度（2024年度）には、23件の特定粉じん排出等作業実施届出書(熊本市除く)

が提出されました。 

 

・  令和４年度（2022年度）から国による運用が開始された石綿事前調査結果報告システム（建

築物等の解体等時における事前調査結果の電子報告システム）を活用し、解体等現場への効果

的な立入指導を行うこととしています。 

 

現状・課題 

取組み 
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（３）自動車交通量低減化のための公共交通機関の利用促進 

 

 

 県内の自動車保有台数は年々増加、乗合バスの輸送人員は長期的に減少傾向にあり、特に令和 

２年度（2020 年度）は新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に輸送人員が減少していました

が、令和３年度（2021年度）から徐々に回復傾向にあります。 

 

令和５年度（2023年度）の乗合バスの輸送人員は2,641万人で、ピーク時である昭和44年度

（1969年度）の 1億 1,923万人の 20％以下まで減少しており、自家用自動車の利用から環境負

荷のより低い公共交通機関への転換を図るため、モビリティ・マネジメントの推進や公共交通機

関の利便性向上への取組みを一層強化する必要があります。 

 

 

 

・  自動車交通から公共交通へ乗り換えるパークアンドライドの利用促進や空港ライナーの運行

（阿蘇くまもと空港～ＪＲ肥後大津駅（阿蘇くまもと空港駅）間）への支援、路線バスの行先・

経 由地を表す案内番号の変更や、リアルタイムでバスの運行状況が確認できる「バスきたく

まさん」の運用への支援等を通して、地域の公共交通がより利用しやすいものとなるよう様々

な対策を継続して講じています。また、令和３年（2021年）３月に「熊本県地域公共交通計画」

を策定し、県内全域でそれぞれの地域のニーズに合った交通体系の構築や、路線バス共同経営

の取組みを支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

図5－2－7 九州運輸局 業務概況より 

    （令和６年度（2024年度）版）

版） 
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第３節 オゾン層の保護対策の推進 

 

 

特定フロンはオゾン層破壊の原因となり、代替フロンも地球温暖化の要因となるため、フロン

類の生産・使用規制だけでなく、回収等、管理・処理の適正化を図る必要があります。 

 

 

 

・  冷蔵庫やエアコンなどの廃家電やカーエアコン、業務用冷蔵・冷

凍・空調機器等からのフロン回収を徹底させるため、家電リサイクル

法や自動車リサイクル法及びフロン排出抑制法が施行されていま

す。 

 

・  本県では、これらの法律に基づくフロン類の回収・適正処理を促進

するために、オゾン層保護やフロン回収等に関する広報・啓発活動や

事業所への立入調査を行っています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・県内のフロン回収量 業務用冷蔵空調機器等 52.11トン 

自動車 5.7トン 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

 

 

【依頼】オゾン層

保護やフロン回

収等に関する広

報・啓発活動が分

かる写真を入れ

てください 

環境省 経済産業省 国土交通省

作成パンフレット 



 

66 

 

第４節 騒音、振動、悪臭、光害などの対策の推進 

１ 騒 音 

 

 

騒音は、私たちの日常生活に特に密接した公害であって、その発生源も工場、事業場、建設作 

業、道路交通等様々です。 

騒音は、感覚的な環境問題のため、個人差があり、問題の解決が困難となっています。 

 

 

 

ア 工場・事業場騒音の規制 

・  本県では、騒音規制法及び熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づき、工場・事業場に

係る騒音の規制地域と規制基準を定めています。平成19年度（2007年度）には、振動及び悪臭

に係る規制地域及び規制基準を騒音と同様に全域規制とする基本方針を定めて抜本的な見直し

を行い、平成21年度（2009年度）に告示、施行しています。 

 

・  また、平成30年度（2018年度）に都市緑地法が改正され、用途地域に「田園住居地域」が加

わったことにより、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音

について規制する地域の指定の見直しを行い、令和元年度（2019年度）に告示、施行していま

す。 

 

・  なお、騒音規制法の改正により、平成24年度（2012年度）から、市の区域における規制地域

の指定や規制基準の設定等については、市の権限とされています。また、騒音規制法に基づく

特定施設に係る届出の受理、立入検査、改善勧告及び命令並びにその他の事務は市町村の権限

とされているほか、熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく同様の事務は市町村に移譲

されており、本県では、規制権限を有する市町村との連携を図っています。 

 

イ 自動車交通騒音 

・  自動車騒音の常時監視は、都道府県知事及び市長が、自動車の騒音の影響がある道路に面す

る地域（道路端から50ｍの範囲）において、環境基準の達成状況等を把握するものです。騒音

の環境基準は、平成12年度（2000年度）からは、道路に面する地域について、一定地域内の住

居等のうち騒音レベルが基準値を超過する戸数及び超過する割合により評価することとされて

います（面的評価）。令和６年度（2024年度）は本県及び各市で 234区間、48,557戸を対象に

面的評価を行いました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・環境基準を満足した件数 

昼間 47,664戸(98.1％)、夜間 47,286戸(97.3％) 

昼間及び夜間の両方 46,914戸(96.6％) 

 

現状・課題 

取組み 
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ウ 航空機騒音 

・  本県では、航空機騒音に係る環境基準の達成状況を調査するため、昭和49年度（1974年度）

から阿蘇くまもと空港周辺の航空機騒音調査を実施しています。昭和59年度（1984年度）に同

空港周辺の６地点に測定局を設置し、平成20～平成22年（2008～2010年)の再配置を経て、現

在は10局（県７局、菊陽町１局、大津町１局、熊本国際空港株式会社１局）で航空機の騒音を

測定しています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

環境基準達成件数 ９局 ※菊陽町１局は機器不調のため欠測 

 

表 5-4-1 令和6年度(2024年度)航空機騒音の測定結果（単位：dB） 

測定期間：令和６年(2024年)３月28日～令和７年(2025年)３月26日 

     （大津町岩坂「岩坂共同利用施設局」については、令和６年(2024年)１月～同年１２月） 

※１「Lden」とは時間帯補正等価騒音レベル（昼間、夕方、夜間の時間帯別に重みを付けて求めた1日の等価騒音 

レベル）の略で、航空機騒音の評価指標であり、「Lden年パワー平均値」とは、騒音レベルの平均化の手法で

ある「パワー平均」により算出された１年間の平均値。（騒音レベルは、音のエネルギー量を対数変換したデ

シベル(dB)で表されているため、平均値を算出する場合は騒音のもととなっている音のエネルギー量を平均

する。） 

※２ 菊陽町戸次「戸次公民館局」は期間を通して機器不調のため欠測。 

※３ 大津町岩坂「岩坂共同利用施設局」の測定結果は、熊本国際空港（株）HPから一部引用。 

 
エ 新幹線騒音 

・  本県、熊本市、八代市及び水俣市は、令和６年度（2024年度）の新幹線鉄道騒音調査を24地

点で行い、うち２地点（熊本市西区花園、八代市中片町）で環境基準達成、残り22地点で環境

基準を超過しました。この結果に基づき、JR九州及び鉄道運輸機構に対して、①環境基準達成

に向けて原因究明及び効果的な騒音対策を講じること、②環境基準超過地点数が増加している

№ 測定地点 所管 

環境基準値 

(類型区分) 

測定結果 ※１ 

(Lden年パワー平均値) 

１ 熊本市東区戸島西「県営西戸島団地局」 県 57(Ⅰ類型) 50 

２ 熊本市東区戸島「日向上公民館局」 県 62(Ⅱ類型) 54 

３ 菊陽町久保田「中央公民館局」 県 57(Ⅰ類型) 44 

４ 菊陽町曲手「道明公民館局」 県 62(Ⅱ類型) 49 

５ 大津町大津「大津町子育て・健診センター局」 県 62(Ⅱ類型) 51 

６ 益城町古閑「古閑第二公民館局」 県 57(Ⅰ類型) 37 

７ 西原村小森｢西原台公民館局｣ 県 62(Ⅱ類型) 49 

８ 菊陽町戸次「戸次公民館局」 菊陽町 62(Ⅱ類型) －※２ 

９ 大津町森「大津町運動公園局」 大津町 62(Ⅱ類型) 44 

10 大津町岩坂「岩坂共同利用施設局」 熊本国際空港（株） 62(Ⅱ類型) 55※３ 
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ので、その原因を究明し報告すること、③沿線住民の生活環境への影響の低減に向けて騒音低

減技術の開発に努めることを要請しています。 

 

表 5-4-2 令和 6年度（2024年度）九州新幹線鉄道騒音測定結果 

熊本県調査分

測定日 調査結果(dB) 測定日 調査結果(dB)

1 南関町宮尾 下 Ⅰ R6.5.22 76 R5.5.24 74 70

2 玉名市両迫間上迫間 上 Ⅰ R6.5.15 73 R5.5.17 72 70

3 玉名市両迫間下迫間 上 Ⅰ R6.5.15 72 R5.5.17 71 70

4 宇城市不知火町高良 下 Ⅰ R6.6.7 74 H30.5.16 69 70

5 宇城市不知火町亀松 上 Ⅰ R6.6.7 72 H30.5.16 69 70

6 芦北町田川 下 Ⅰ R6.5.29 74 R5.6.16 74 70

7 芦北町宮崎 下 Ⅰ R6.5.29 74 R5.6.16 72 70

8 津奈木町岩城浜崎 上 Ⅰ R6.6.19 74 R5.6.5 72 70

熊本市調査分

測定日 調査結果(dB) 測定日 調査結果(dB)

1 熊本市西区花園 上 Ⅱ R6.6.11 72 R2.6.2 68 75

2 熊本市南区川尻 上 Ⅰ R6.6.11 71 R3.5.10 70 70

3 熊本市南区富合町杉島 上 Ⅰ R6.6.7 74 R3.5.14 66 70

4 熊本市南区富合町清藤 下 Ⅰ R6.6.13 76 R3.6.1 74 70

5 熊本市南区富合町田尻 下 Ⅰ R6.6.12 73 R3.5.25 69 70

八代市調査分

測定日 調査結果(dB) 測定日 調査結果(dB)

上 Ⅰ 75 72 70

下 Ⅰ 76 74 70

上 Ⅰ 72 71 70

下 Ⅰ 73 72 70

上 Ⅰ 73 69 70

下 Ⅰ 73 70 70

上 Ⅰ 79 77 70

下 Ⅰ 78 77 70

上 Ⅰ 68 66 70

下 Ⅰ 68 66 70

上 Ⅰ 72 70 70

下 Ⅰ 71 68 70

上 Ⅰ 73 69 70

下 Ⅰ 73 69 70

上 Ⅰ 71 69 70

下 Ⅰ 72 69 70

9 八代市古麓町 上 Ⅰ R6.5.14 74 R5.6.16 73 70

上 Ⅰ 75 73 70

下 Ⅰ 76 73 70

測定日 調査結果(dB) 測定日 調査結果(dB)

1 水俣市初野 下 Ⅰ R6.5.15 76 R5.5.17 76 70

騒音環境
基準(dB)

地点
番号

測定地点名
測定地点
側の軌道
(上下の別)

地域
類型

今回 （参考）前回

水俣市調査分

7 八代市宮地町② R6.4.25 R5.5.29

8 八代市宮地町③ R6.4.19 R5.6.7

10 八代市坂本町鶴喰 R6.6.14 R5.6.14

5 八代市中片町 R6.4.18 R5.5.26

6 八代市宮地町① R6.5.30 R5.5.25

3 八代市千丁町古閑出 R6.4.17 R5.5.12

4 八代市島田町 R6.5.9 R5.6.16

1 八代市鏡町宝出 R6.4.11 R5.5.22

2 八代市鏡町両出 R6.4.16 R.5.5.10

騒音環境
基準(dB)

地点
番号

測定地点名
測定地点
側の軌道
(上下の別)

地域
類型

今回 （参考）前回
騒音環境
基準(dB)

地点
番号

測定地点名
測定地点
側の軌道
(上下の別)

地域
類型

今回 （参考）前回

地点
番号

測定地点名
測定地点
側の軌道
(上下の別)

地域
類型

今回 （参考）前回 騒音環境
基準(dB)

 

備考  

１ 地域類型Ⅰ（騒音環境基準70dB）は主として住居の用に供される地域。 

２ 地域類型Ⅱ（騒音環境基準75dB）は地域類型Ⅰ以外の商工業の用に供される地域等。 

３ 網掛け部分は騒音環境基準超過を示す。 

４ 八代市は振動調査も実施したが、指針値(70dB)を超過した地点はなかった。 
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２ 振 動 

 

 

振動は、工場・事業場、建設作業、道路交通のように騒音を伴って発生することが多く、その

発生源も様々です。 

振動も騒音同様、感覚的な環境問題のため、問題解決が困難になっています。 

 

 

 

・  振動公害を防止するため、本県では、振動規制法に基づき、工場、事業場に係る振動の規制

地域と規制基準を定めています。平成19年度（2007年度）には、振動及び悪臭に係る規制地域

及び規制基準を騒音と同様に全域規制とする基本方針を定めて抜本的な見直しを行い、平成21

年度（2009年度)に告示、施行しています。 

 

・  また、平成30年度（2018年度）の都市緑地法が改正され、用途地域に「田園住居地域」が加

わったことにより、騒音と同様に規制する地域の指定の見直しを行い、令和元年度（2019年度）

に告示、施行しています。 

 

・  なお、振動規制法の改正により、平成24年度（2012年度）から、市の区域における規制地域

の指定や規制基準の設定等については、市の権限とされています。また、振動規制法に基づく

特定施設に係る届出の受理、立入検査、改善勧告及び命令並びにその他の事務は市町村の権限

とされているため、本県では、規制権限を有する市町村との連携を図っています。 

 

３ 悪 臭 

 

 

悪臭は焼却、野焼き等により発生することが多く、そのほか畜産農業におけるふん尿や、工場・ 

事業場において使用する溶剤の不適切な管理のために発生することがあるほか、ごみを適切に処 

理していないために発生することもあります。 

悪臭は悪臭物質ごとの濃度で規制されていますが、悪臭苦情は同時に複数の物質が関わってく

ることが多く、悪臭物質ごとの濃度規制では問題解決が困難な場合があります。 

 

 

 

・  悪臭については、悪臭防止法に基づき、規制地域や規制基準が定められており、特定悪臭物

質として22物質が規制されています。平成19年度（2007年度）には、振動及び悪臭に係る規

制地域及び規制基準を騒音と同様に全域規制とする基本方針を定めて抜本的な見直しを行い、

平成21年度（2009年度）に告示、施行しています。 

 

・  なお、悪臭防止法の改正により、平成24年度（2012年度）から、市の区域における規制地域

現状・課題 

現状・課題 

取組み 

取組み 
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の指定や規制基準の設定等については、市の権限とされています。また、悪臭規制の事務は市

町村の権限とされていますが、畜産農業については、農政等関係機関とも協力して適切な指導

を行い、農畜産経営による悪臭の防止を図っています。 

 

４ 光害
ひかりがい

  

※光害とは、発光器具から照射される光のうち、その目的とする照射対象範囲の外に漏れる光（漏
も

れ光
こう

）、照らす

強さ、時間などが過剰な光及び特定の照射対象物がない光により、動植物及び農作物 の生息又は生育、天体

観測への悪影響などが生ずることをいいます。 

 

 

夜間照明は、私たちの生活に必要なものです。しかし、過剰な照明は、人に不快感を与えたり、

天体観測の障害になったりするなど、様々な悪影響が指摘されています。 

ライフスタイルの変化に伴い、深夜まで営業する店舗や郊外型の大型店舗の増加などにより、 

夜間照明の使用は年々増えています。また、顧客誘因のための過剰な照明も見受けられ、引き続 

き光害防止の必要性について啓発を進める必要があります。 

 

 

 

・ 「熊本県生活環境の保全等に関する条例」では、光害のない快適なまちづくりに向けて、屋外 

照明設備の設置者などに対し光害の防止に取り組むよう求めるとともに、サーチライトやレーザ 

ーなどによる特定の対象物以外への照射を禁止しています。(ただし、祭典などの催し物におい 

て、一時的に使用する場合などは除きます。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現状・課題 

取組み 
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第５節 土壌汚染と地盤沈下の対策の推進 

 １ 土壌汚染 

 

 

土壌汚染の状況の把握及び汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めた土壌汚染対

策法は、平成15年（2003年）に施行されました。 

同法では、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある特定有害物質として、鉛、シアン、トリ

クロロエチレン等の 26物質が指定され、「有害物質使用特定施設を廃止した時の調査義務(第３

条）」、「一定の規模以上の土地の形質変更時の届出(第４条）」、「要措置区域及び形質変更時要届 

出区域の指定（第６条、第11条）」、「自主調査による要措置区域等の指定の申請(第14条）」、「汚 

染土壌の処理等に係る規制(第16条～第28条）」等が定められています。 

平成29年（2017年）の改正においては、調査義務の履行が猶予されている土地での900㎡以

上の形質変更に係る届出義務の創設(第３条第７項)、有害物質使用特定施設を設置する工場・事

業場における土地の形質変更時に届出を要することとなる面積の縮小(3,000㎡→900㎡）等が定

められました。 

土壌汚染対策法の施行から 15年以上が経過し、これまで、有害物質使用特定施設の設置者や

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う事業者、調査義務の猶予を受けている土地所有者等に

対する同法の内容の周知に取り組んできましたが、平成29年（2017年）の法改正により規制強

化が行われたことや、令和２年度（2020年度）に同法第４条に基づく届出漏れ事案が発覚したこ

とから、同法について更なる周知が必要です。 

今後も県内の土壌汚染状況を把握し、適切な措置により土壌汚染による健康被害を未然に防ぐ

とともに、水質汚濁防止法や熊本県地下水保全条例等と連携し、有害物質や有害物質使用特定施 

設の管理や排出水の処理方法について、引き続き監視指導を行っていく必要があります。 

 

 

 

・  一定の規模以上の土地の形質変更届出書(第４条第１項)及び調査の猶予された土地の 900㎡

以上の土地の形質変更届出書(第３条第７項)の審査を通じて、土地の所有者等に対して土壌汚

染状況調査を命令するなどの対応を行うとともに、土壌汚染が判明した土地については、人の

健康被害が生ずるおそれがあるかの判断により「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」

に指定しており、「要措置区域」の場合には、土地の所有者等に対して汚染除去等計画の作成及

び提出の指示を行っています。 

 

  【令和６年度（2024年度）末現在の指定状況】 

   ・要措置区域の指定件数 ０件 

   ・形質変更時要届出区域の指定件数 11区域 

 

・  土壌汚染対策法の内容の周知について、行政担当者向け環境法令等研修会や法令、施行規則

取組み 

現状・課題 
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の改正にあわせた行政及び県内団体への通知など、機会をとらえ積極的に行っています。 

令和６年度（2024年度）における同法の施行状況概要は次表のとおりです。 

 

表5-5-1 令和６年度(2024年度)土壌汚染対策法施行状況 

注）全て熊本市を除く件数 

※現に有害物質使用特定が設置されている土地では900㎡以上、それ以外の土地では3,000㎡以上 

 

２ 地盤沈下 

 

 

県内では熊本平野西部地域で地盤沈下が生じていました。このため、本県では基礎資料を得る

ことを目的に、昭和53年（1978年）から地盤変動状況の調査を実施しました。平成６年（1994

年）からは熊本市が引き続き調査を実施し、昭和 50年代の前半からの約 30年間で 30cm近く沈

下した地域がみられましたが、近年では、工場・事業所などに対して節水を働きかけており、問

題は顕在化しておりません。 

 

 
 

・  地下水の採取許可時に地盤沈下の防止も含め、節水・水利用の合理化を推進しています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

件 名 件 数 

有害物質使用特定施設の廃止に伴う土壌調査(第3条第1項) 0 

上記調査の猶予(第3条第1項ただし書) 15 

上記調査の猶予された土地における 900 ㎡以上の土地の形質変更届出(第 3

条第7項) 
7 

上記届出における調査命令(第3条第8項) 7 

一定の規模以上の土地の形質変更届出(第4条第1項) ※2 256 

上記届出における調査命令（第4条第3項） 0 

土壌汚染により健康被害があると認めるときの調査（第5条） 0 

要措置区域の指定(第6条) 0 

形質変更時要届出区域の指定(第11条) 0 

汚染土壌処理業の許可(第22条) 0 

現状・課題 

取組み 
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第６節 化学物質・放射性物質の環境リスクの評価・管理 

１ ダイオキシン類対策の推進 

（１）環境中におけるダイオキシン類濃度の常時監視について 

 

 

全国における令和５年（2023年）のダイオキシン類の推計排出量（104～106g-TEQ/年）と令和

４年（2022年）の排出量（105～107g-TEQ/年）に比べて減少し、平成15年（2003年)比で約73％、

平成９年（1997年）比で約99％が減少しています。 

また、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)に基づく削減計

画において、ダイオキシン類削減目標量（大気への排出量のうち火葬場、たばこの煙、自動車排

出ガスを除く。）は、当面の間、176g-TEQ/年となっており、令和５年（2023年）の削減目標量に

対する排出量は、101g-TEQ/年で、当該目標量を大きく下回っています。 

本県においても、現況の環境を維持するため、今後も常時監視を継続していく必要がありま 

す。 

 

 

 

・  ダイオキシン特措法に基づき、大気、公共用水域水質(水底の底質を含む｡) 、地下水質及び

土壌のダイオキシン類による汚染の状況の常時監視を行っています｡ 

 

・  本県では、平成25年度（2013年度）から県内を４ブロックに分けて調査を行っており、令和

６年度（2024年度)は、宇城・天草地域において実施しました。また、熊本市及び国土交通省も

それぞれ所管する地域で調査を実施しています。 

令和６年度（2024年度）の調査結果では、大気、公共用水域の水質・底質、地下水及び土壌の 

全てについて環境基準を達成しました。 

表5-6-1 令和６年度(2024年度)ダイオキシン類環境調査概要 

     

 

 

調査名 調査地点数 環境基準超過 

大気調査 5（3） 0 

公共用水域 
水質調査 9（7） 0 

底質調査 9（7） 0 

地下水調査 4（2） 0 

土壌調査 3（1） 0 

現状・課題 

取組み 

＊（ ）内は熊本市又は国土交通省実施（内数） 
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（２）特定施設設置者に対する規制の概要 

 

 

ダイオキシン特措法第28条の規定では、特定施設の設置者は、排出される排ガス、排水(廃棄

物焼却炉にあっては、ばいじん、燃え殻を含む)のダイオキシン類の測定(以下「法定自己検査」

という。)を毎年１回以上行い、その結果を知事へ報告し、知事はその結果を公表することとさ

れています。 

廃棄物焼却施設等の特定施設については、今後も排出基準が遵守されるよう立入及び指導を継

続する必要があります。 

 

 

 

・  令和６年度（2024年度）末の本県所管の法定自己検査対象施設の117施設（うち大気基準適

用施設が115施設、水質基準適用施設が2施設）のうち、103施設から報告があり、排出基準値

を超過した施設が 1施設ありました。この施設については、本県の指導に基づき、速やかに対

策後、再度の自主測定を行い、排出基準値内であることを確認しました。 

なお、未報告の14施設のうち、8施設については、令和６年度（2024年度）を通じて施設の

稼働を休止しており、1施設については、廃止しています。残り5施設については、自主検査を

実施するように取り組んでいます。 

 

・  特定施設の排出基準超過が発覚した場合、施設の使用を停止するとともに、改善対策を行う

よう指導しています。また、改善対策が完了したら、設置者による再測定の結果が基準を下回

っていることを確認した後、再稼働するように指導しています。廃棄物焼却炉については、ば

いじん、燃え殻についても、基準等に基づき適切に処理するよう指導を行っています。 

 

２ 環境中における化学物質の実態・把握 

（１）PRTRデータの概要 ～化学物質の排出量・移動量の集計結果～ 

 

 

PRTR と は 「 Pollutant Release and 

Transfer Register（化学物質排出移動量届出

制度）」の略であり、 特定化学物質の環境への

排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律（以下「PRTR法」という。）では、事業

者自らが化学物質の取扱量を把握し、自主的に

削減していくことを目的としており、人の健康

や動植物に有害性のある 462種類の化学物質を

「第一種指定化学物質」として定め、一定の要

図5-6-1 PRTRの基本的構造 

現状・課題 

現状・課題 

取組み 



 

75 

 

件を満たす事業者(以下「事業者」という。)は、それらの物質に関する環境への排出量や移動量

などを毎年度、都道府県知事経由で国(事業所管大臣)に届け出る必要があります。また、国はそ

れらのデータを集計して公表します。 

対象事業場を確実に把握し、届出の徹底及び化学物質の適正管理等、事業者に対して適切な指

導と監督を実施するとともに、県民に対して積極的に情報を提供し、また住民と事業者とのリス

クコミュニケーションを積極的に推進することで、県民、事業者、行政が協力して化学物質対策

を進めていくことが必要です。 

平成20年度（2008年度）にPRTR法施行令が改正され、対象業種及び対象化学物質の見直しが

行われました。これにより、平成23年度（2011年度）届出分（平成22年度（2010年度）実績)

から対象業種として医療業が追加されました。 

また、令和３年（2021年）10月にもPRTR法施行令が改正され、対象化学物質の種類が462物

質から515物質に増加（令和５年（2023年）４月１日から取扱量を把握しなければならない）し

たことから、より幅広い事業者に対して制度の周知を行う必要があります。 

 

 

 

・  平成 13 年（2001 年）４月から事業者による対象化学物質の環境への排出量等の把握が開始

され、平成 14 年（2002 年)４月から対象事業者による届出が始まりました。令和５年度(2023

年度)届出分（令和５年度（2023年度）実績：令和 7年 3月 31日時点のデータ)における本県

の対象化学物質の排出量等の概要は次のとおりでした。 

 

・  届出事業所数は509件、届出物質数は119、排出・移動量の合計は6,243トン(全国の1.55％)

であり、排出・移動量の合計は平成14年度（2002年度）届出分（平成13年度（2001年度）実

績）以降ほぼ横ばいでしたが、平成28年度（2016年度）からは平成２８年熊本地震や令和２年

７月豪雨による影響と考えられる移動量（廃棄物）の増加が見られています。 

 

・  また、取扱いの過程で大気、水及び土壌などに出ていく排出量（届出排出量）は、平成14年

度(2002年度) の報告開始（平成13年度（2001年度）実績）から横ばいです。令和６年度（令

和５年度（2023年度）実績）の報告量は 1,737トンで全国の 1.3％を占めています。なお、化

学物質や排出先としては、ガソリンや塗料などに含まれるトルエンやキシレンが大気中に排出

される量が多くなっています。 

 

・  対象となる事業者は、本県を通じて国に届け出ることとされています。なお、国が集計、公

表した内容については、インターネットで確認することができます。 

（URL：http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html） 

（２）有害大気汚染物質対策 

 

 

平成９年（1997年）に大気汚染防止法が改正され、低濃度であっても、長期的に暴露され

ると発がん性等の健康影響の可能性があるとされる「有害大気汚染物質」の規定が追加さ

取組み 

現状・課題 
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れました。さらに、平成22年（2010年）には、対象化学物質の見直しが行われ、現在、248

物質が指定されています。このうち、有罪性の程度や大気汚染の状況等に鑑み健康リスク

がある程度高いと考えられるベンゼン、トリクロロエチレン等23物質が優先取組物質とし

て設定されました。 

優先取組物質のうち、ヒトの健康被害を防止するため排出または飛散を早急に抑制しなければ

ならない物質として、ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタン

が指定され、これら４物質に環境基準が定められています。このほか、水銀等11物質に指針値が

設定されています。 

有害大気汚染物質については、これまでの調査研究で、大陸からの移流等による影響が明ら

かになっており、今後も継続的に調査する必要があります。また、発生源対策として、工場、

事業場等からの排出抑制に向けた指導を実施する必要があります。 

 

 

 

・  本県では、大気環境中の現況濃度を把握するため、令和５年度（2023年度）は、優先取

組物質23物質の中で測定方法が確立している21物質について、一般環境調査として玉名市

1地点、発生源周辺調査として菊陽町１地点、道路沿道調査として熊本市の３地点（調査主

体：熊本市）において、年12回の調査を実施しました（菊陽町においては年６回）。優先

取組物質のうち環境基準が定められているベンゼン等４物質については、全て基準を達成

しています。 

なお、九州各県では、大陸からの移流の影響を把握するため、平成20年度(2008年度)か

ら調査時期を統一し、調査結果の解析等で連携を図っています。 

 

３ 環境中における放射能の状況把握 

 

 

福島第一原子力発電所の事故や北朝鮮の核実験等により、放射能汚染に関して県民の関

心も高まっていることから、県内の空間中の放射線量率、定時降水中の放射能並びに大気、

水質、土壌及び農作物等の放射能の状況を把握する必要があります。 

 

 

 

・  原子力規制庁の委託を受けて、環境放射能水準調査を実施し、自然及び人工放射能レベルの

分布状況を把握しています。 

 

・  令和６年度（2024年度）は、宇土市において定時降水試料中の全β放射能調査を年間100回

実施しましたが、放射能濃度（Bq/l）及び月間降下量（MBq/km2）のいずれにも特に異常な値は

認められませんでした。 

また、県内における大気浮遊じん、降下物、上水、土壌及び精米等の食品試料中における放射

性物質の蓄積状況を把握するため、25 検体について各種分析を実施しましたが、特に異常な値

取組み 

現状・課題 

取組み 
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は認められませんでした。 

さらに、宇土市、熊本市、八代市、荒尾市、天草市及び水俣市においてモニタリングポスト

による空間放射線量率調査を実施しましたが、特に異常はありませんでした。 
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第７節 水銀フリー社会の実現に向けた取組み 

 

 

平成 25年（2013年）10月、本県で開催された「水銀に関する水俣条約」外交会議において、

「水銀に関する水俣条約」が全会一致で採択され、平成29年（2017年）８月に条約が発効し、

地球規模での水銀の包括的な規制に向けた取組みが始まりました。 

本県では平成26年度（2014年度）から、水銀を使用しない「水銀フリー社会」の実現に向け

た本格的な取組みを進めており、国内において、水銀含有製品から代替製品等への転換が進んで

いる中、水銀含有廃棄物が適正に処理されるよう、県民や排出事業者に水銀含有製品やその処分

方法の周知を徹底するとともに、許可業者に対する指導を継続する必要があります。 

また、開発途上国や新興国では、未だに水銀被害が発生しており、本県が有する水俣病の教訓

や水銀対策の知見・技術を国内だけでなく国外に広めていく必要があります。 
 

 

 

・ 水銀含有廃棄物の適正処理の推進 

環境中に水銀が飛散・流出しないように水銀含有廃棄物の適正

な分別収集・運搬を推進するとともに、水銀含有廃棄物を処理す

る許可事業者に対して継続的な監視・指導を行っています。 

  

・ 水銀専門家の育成支援 

国内外における水銀対策の進展に向け、熊本県立大学と国立水   

俣病総合研究センターの「連携大学院※」において水銀研究を行う

留学生に対する支援を行っています。 

 ※連携大学院とは 

 平成 25 年度（2013 年度）６月に熊本県立大学と国立水俣病総合研究セン

ターが連携協力に関する協定を締結。国立水俣病総合研究センターの研究

者に熊本県立大学の教員の身分を付与し、熊本県立大学の大学院生が研究

者の指導の下、水銀研究を行うもの。 

 

・ 水銀フリー社会の実現に向けた率先行動 

本県の率先行動として、県有施設、県が管理する道路・トンネルの照明をＬＥＤ照明に随時

更新し、その際に発生する廃蛍光管等は、環境中に水銀が飛散・流出しないよう適切に処理し

ています。 

本県は、引き続き、水銀対策に取り組み、水銀を使用しない「水銀フリー社会」の実現に向

けて貢献していきます。 

 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

水銀含有製品の代替製品の例 

水銀研究留学生による知事表敬訪問 
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第８節 緑と水のある生活空間の保全・創造 

 

 

 

都市部における憩いの場、ゆとりの空間である都市公園については、施設の老朽化への対応に

加え、安全面やバリアフリーに配慮した施設整備、施設利用状況等の変化や利用者の多様化する

ニーズに対応していく必要があります。 

沿道景観や緑化環境、植栽構造の改善及び倒木事故防止のため、老朽化した街路樹等の更新等 

を行っていく必要があります。 

緑あふれる美しいまちは、そこに居住する人はもとより、その地を訪れる人に対しても安らぎ 

や潤いを与えることから、地域の緑化を推進するとともに、県民や地域の団体、事業者などに 

よる自発的な緑化の取組みを促進する必要があります。 

 

 

 

・  都市公園において、施設の老朽化への対応に加え、安全面やバリアフリーに配慮した園路の施設

改修を行いました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・水俣広域公園 園路整備 

 

・  沿道の良好な生活環境の確保を図るため、歩道内に植栽を

行いました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・（都）益城中央線  植栽 19本 

 

・  花いっぱい運動や沿道緑化、老樹名木の樹勢回復措置等

の事業を通し、民間による緑化活動や民有地への緑化、樹木

の保全を支援し、花と緑による潤いのあるまちづくりを推

進しています｡（くまもと緑・景観協働機構） 

                                     

・  緑化や環境美化に長年活動してきた個人や団体の功績を

たたえ、広く県民に紹介し、緑化や環境美化意識の高揚を図

ることにより、活動の輪をさらに広げていくことを目的と

して、熊本県緑化環境美化功労者表彰を行っています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・熊本県緑化環境美化功労者受賞者 4団体 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

地域のボランティア団体が、くまもと緑・

景観協働機構の支援を受けて、公共用地

の緑化に取り組んでいる様子 

 

(都) 益城中央線 植栽状況 
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第９節 良好な景観及び文化財の保全・創造 

１ 景観 

 

 

本県では、景観法制定に対応するため平成20年（2008

年）に熊本県景観条例を改正し、景観に影響を及ぼす建

築物・工作物の設置等に対し、事前届出に基づく景観指

導・誘導を行い、良好な景観の形成に努めてきました。 

良好な景観を保全・創造していくには、自治体の取組

みに加え、県民、事業者等の主体的・積極的な取組みが不

可欠であり、景観形成に係る県民の理解を促すための啓

発や支援の活動を続けていく必要があります。 

また、地域の自然、歴史、文化を踏まえた良好な景観形

成を進めるためには、基礎自治体である市町村が地域の

個性や特色を活かし、主体的にきめ細かな景観行政を担

っていくことが重要です。そのため、本県は市町村に対して良好な景観の形成に関する啓発及び

知識の普及、情報の提供等の支援を行うとともに、景観法に基づく施策の実施主体である景観行

政団体への移行を促していく必要があります。 

 

 

 

・  郷土の景観形成や緑化等の地域づくりに大きく貢献して 

いる人々の功績を「くまもと景観賞」として顕彰し、併せ 

て県民に広く紹介することにより景観形成への意識を高め、 

熊本らしい景観の保全と創造を図っています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・くまもと景観賞受賞者 5名 

 

・  きめ細かな景観行政の推進を図るため、景観行政団体への移行を目指す市町村に対し、支援・

助言を行い、法制度や景観まちづくりの必要性への理解促進のため、景観セミナーの開催や景

観まちづくり通信を発行し、情報提供を行っています。 

 

・  地域の特性に応じた景観保全・形成を推進するため、市町村の景観行政団体への移行に取り

組むとともに、既に景観行政団体に移行している市町村についても支援を行っています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・景観行政団体へ移行済みの市町村数 18市町村 

 

 

現状・課題 

取組み 

熊本県景観計画区域・地区概要図 

くまもと景観賞授賞式 
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２ 文化財 

 

 

本県には、史跡や名勝、天然記念物、建造物、古文書、民俗文化財

など多くの文化財が存在しています。特に本県を特徴づける文化財

として、有明海沿岸の貝塚、様々な文様が描かれた装飾古墳、古代山

城である鞠智城跡などの「史跡」、国宝である青井阿蘇神社や通潤橋

などの「建造物」、細川家文書などの「古文書」、阿蘇の農耕祭事など

の「無形民俗文化財」があります。 

本県教育委員会では、それら多くの文化財を調査し価値付けを行

っています。調査の結果、特に重要とされる文化財については、国・

県・市町村が指定・選定・登録等を行い、その保存及び活用に努めています。 

現在、本県には約3,200件の指定等を受けた文化財が存在しています。これらの貴重な文化財

の多くは、地域の宝として大切に守り伝えられています。しかし、なかには地域の人たちにとっ

てあまりにも身近に存在するため、文化財の価値が十分に認識されず、適切な保存及び活用がな

されていないものもあります。 

そのため、県民自身が身近にある貴重な文化財に気づき、文化財を未来へ残していこうとする

心を育むことや文化財を地域づくり・まちづくりに繋げていくことが重要です。 

 

 

 

・  令和２年度（2020年度）に「熊本県文化財保存活用大綱」を策定し、令和３年度（2021年度）

から「大綱」に記載している、文化財を「まもる」「活かす」「伝える」、人・組織を「育てる」

の４つの項目に沿った各種取組を実施しています。 

 

・  国や本県の公共事業に伴う埋蔵文化財発掘調査や文化財の保存を目的とした調査を行ってい

ます。この調査を行うことで、文化財の価値を明らかにします。 

また、事業照会や協議・調整、会議を通して開発部局との連携を図り、発掘調査の要否を適

切に確認しています。発掘調査が必要となった場合は、調査を行い、遺跡の記録である調査報

告書を刊行しています。その他、文化財の価値を後世の人々に引き継いでいくことを目的とし

て、文化財の指定や個別の保存活用計画等の策定を積極的に進めています。 

 

・  年間を通して文化財に関する様々な展示や行事等を県内外で行い、多くの人々が地域の宝で

ある文化財に気づくきっかけを作り、文化財を身近に感じてもらう取組みを行っています。 

特に県内の小・中学校を対象に平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨で被災した文化財

の復旧に関する出前授業、県民が文化財に興味・関心を持っていただけるよう出前講座等の取

組みを進めています。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・出前授業実施回数 県内小学校25校  ・くまがわ文化財講座 計３回実 

 

現状・課題 

取組み 

国宝 通潤橋  
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第１０節 環境にやさしい産業の推進と事業者支援 

１ 企業との環境保全協定 

（１）環境保全(公害防止)協定 

 

 

地域の発展のためには、地域の環境を保全しつつ工場など企業活動が行われることが不可欠と 

なっています。 

地方公共団体又は地域住民がその地域の工場などとの間で、企業活動から派生する環境に関連 

する事項について、環境保全（公害防止）協定を締結しています。地域の自然的、社会的条件や 

事業活動の実態に即応したきめ細かい保全対策が可能であることから、公害関係法令を補完する 

ものとされています｡ 

 

 

 

・  本県が当事者となって締結した環境保全協定は以下の表5－10－1のとおりです。 

表5-10-1  本県が当事者となって締結した環境保全協定一覧 

地方公共団体 企業名 締結年月 

熊本県、大津町 本田技研工業（株） 昭和49年（1974年）6月 

熊本県、福岡県、 

荒尾市、大牟田市 

三池石炭鉱業（株） 

（現在は、（株）シグマパワー有明） 

昭和50年（1975年）9月 

熊本県、福岡県、 

荒尾市、大牟田市 

三井金属鉱業（株） 

（現在は、承認者：三池製錬（株）） 

昭和50年（1975年）10月 

熊本県、苓北町 九州電力（株） 昭和57年（1982年）8月 

熊本県、福岡県、 

荒尾市、大牟田市 

九州三井アルミニウム工業（株） 

（現在は、（株）ＫＭアルミニウム） 

三池火力発電（株） 

（現在は、（株）三池火力発電所） 

平成２年（1990年）４月 

 

（２）環境形成協定 

 

  

本県が整備した工業団地では、進出した企業と良好な環境景観を形成することを目的として環

境形成協定を締結しています。 

 

 

 

・  令和元年度（2019 年度）以降に締結した環境形成協定のうち主なものは次の表 5－10－2 の

とおりです。 

 

現状・課題 

取組み 

現状・課題 

取組み 
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表5-10-2  令和元年度以降に県が締結した主な環境形成協定一覧 

工業団地名 企業名 締結年月 

菊池テクノパーク ㈱くまさんメディクス 令和元年（2019年）12月 
熊本テクノリサーチ
パーク 

㈱ディスコ 令和２年（2020年）３月 

城南工業団地 ㈱ホクエツ 令和３年（2021年）３月 

菊池テクノパーク ㈱東京応化工業 令和４年（2022年）２月 

城南工業団地 タチバナ化成㈱ 令和４年（2022年）10月 

白岩産業団地 株式会社大福物流 令和5年（2023年）1月 

くまもと臨空テクノ

パーク 

ＤＡＩＺ株式会社 

株式会社ＪＣＵ 

株式会社スリーダイン 

淀川ヒューテック株式会社 

令和5年（2023年）7月 

 

（３）公害防止管理者制度 

 

 

工場等は、操業する際に大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の排出基準等を遵守する必要があ

ります。排ガスや排水等を排出する工場は周辺環境へ影響を及ぼす可能性があり、不適切な管理

や事故等が発生した際には公害につながる恐れがあります。こうした事故等の発生を未然に防ぎ、

公害を防ぐことが必要です。 

 

 

 

・  公害の防止を目的として､｢特定工場における公害防止組織の整備に関する法律｣(昭和 46 年

(1971 年)６月施行）では、一定規模を有する工場(特定工場)に公害防止統括者､公害防止主任

管理者、公害防止管理者及びこれらの代理者を選任し、都道府県知事等に届出することを義務

づけています。 

また、公害防止管理者等は、一定の知識を有する者(国家資格者)である必要があります。本

県では、法律に基づく届出の受付時や工場立入時などの機会を捉えて公害防止管理者制度に関

する周知を行い、公害の防止を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

取組み 
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２ 環境にやさしい産業の推進と事業者の取組み 

（１）環境にやさしい製品などの普及 

 

 

商品を購入する際、品質や価格だけでなく、環境に与える影響や、環境負荷をできるだけ小さ

くすることを考え、製品やサービスを購入することを「グリーン購入」といいます。 

国、地方自治体等の公的機関で率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の

調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転

換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。 

消費者においても、製品の使用時における環境負荷だけでなく、資源(材料)の採取から製品が

廃棄されるまでの環境負荷等も考慮し、総合的に判断して購入する必要がありますが、製品の環

境に関する情報を提供するものとして、環境ラベリング制度があり、以下のものをはじめとした

環境ラベルによる意識向上が重要な役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【エコマーク】 

(公財)日本環境協会が、資源を再利用した製品や環境への負荷が少ない製品な

ど、環境保全に役立つと認定した製品に表示されるマーク。 

 

【国際エネルギースターロゴ】 

国際エネルギースタープログラム(日米政府が承認する省エネルギーのＯＡ機

器を対象とした任意登録制度)により設けられた基準をクリアした製品に表示さ

れるマーク。 
 

【省エネラベル】 

「エネルギーの使用に関する法律(省エネ法)」に基づき、家電製品ごとに、省

エネ基準達成率が表示されるマーク。省エネ基準を達成した製品には緑色のｅマ

ーク、達成していない製品にはオレンジ色のｅマークで表示。 
 

【低排出ガス車認定マーク】 

 国土交通省が、「低排出ガス車認定実施要領」に基づき、低排出ガス車と認定

した自動車に表示されるマーク。平成17年排ガス規制値を基準に２つの区分で低

排出のレベルを表示。 
 

【燃費基準達成車認定マーク】 

経済産業省及び国土交通省が、「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実

施要領」に基づき、型式指定をした自動車に表示されるマーク。 

 

  

【グリーンマーク】 

(公財)古紙再生促進センターが承認した、原料に古紙を規定の割合以上利用し

ている製品に表示されるマーク。 

現状・課題 

表5-10-3 主な環境ラベル 

 

http://www.env.go.jp/
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・  本県では、環境負荷の少ない循環型社会の形成を促進するため、平成30年度（2018年度）に

「熊本県リサイクル製品認証制度」を創設しました。この制度により本県が定めた品質や環境

安全性に関する基準に適合した県内産のリサイクル製品を本県が認証し、広く周知することで、

その利用促進や県内リサイクル産業の育成を図っています。 

 

（２）熊本県環境保全協議会 

 

 

環境保全のための知識や情報の交換、事業者相互の交流等を図ることにより、地域における環

境保全のための取組みを推進し、もって快適な環境づくりに寄与することを目的として、平成７

年（1995年）３月に熊本県環境保全協議会が設立されました。 

協議会では、カーボンニュートラルなど環境問題に関する講演会・研修会の開催等を行ってい

ます。また、地下水涵養を目的とする水田オーナー制度を活用した田植え、江津湖清掃活動とい

った環境保全活動や、ホームページによる環境保全に関する情報発信、啓発活動にも取り組んで

います。 

 

３ 環境にやさしい農業の推進 

 

 

本県では、平成２～平成13年度（1990～2001年度）にかけて「土づくり・減農薬運動」、平成

13年度（2001年度）からは農業計画に「環境に配慮した農業の推進」を掲げ、化学肥料や化学

農薬を削減する環境負荷低減に取り組み、化学肥料及び化学農薬を慣行栽培より 50％以上減ら

し、本県が認証した熊本型特別栽培農産物「有作くん」等の生産拡大を図ってきました。 

平成17年度（2005年度）からは、「くまもとグリーン農業」(以下「グリーン農業」という。)

と名称を改め、土づくりを基本として、化学肥料や化学農薬をできるだけ減らした、環境にやさ

しい技術の普及に取り組んできました。また、平成27年（2015年）４月には県民全体の活動の

もと地下水と土を育む農業の取組みを更に発展させ、本県の宝ともいえる地下水と土を未来に引

き継いでいくため、「地下水と土を育む農業推進条例」が制定されました。これに基づき、「地下

水と土を育む農業」を県民運動として展開しています。 

具体的には、生産者によるグリーン農業の実践や良質な堆肥の広域流通、水田湛水などの取組

みを進め、県民にはこれらの農畜産物を理解し購入することで支えてもらう環境づくりを行って

います。 

この取組みを推進するためには、グリーン農業の高度化に向けた化学肥料や化学農薬の使用量

の更なる削減と、「地下水と土を育む農業」について、県民全体の協力が得られるよう、情報発

信や啓発活動を行い、理解促進を図る必要があります。 

 

 

 

現状・取組み 

現状・課題 

取組み 
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・  グリーン農業に取り組む農業者に対して、土壌分析

結果に基づいた適正施肥の導入を進めています。また、

グリーン農業の高度化に向けて、化学農薬の代わりに

天敵昆虫や、光を利用した害虫防除など、農薬を削減す

る技術の普及を図っています。その結果、化学肥料及び

化学農薬の使用量は減少し、農業生産に起因する環境

への負荷を低減することができました。 

【令和５年度（2023年度）実績】 

  ・平成元年度(1988年度)を基準（100％）とした化学肥料及び化学農薬の総使用量 

   化学肥料 23％ 

   化学農薬 25％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図5-10-1 県内における化学肥料と化学農薬の使用量推移（平成元年度（1989年度）基準年比） 
 

・  未来を担う子どもを育成するため、学習資料（副読本「く

まもとの地下水のひみつ」等）を活用した授業を進めてい

ます。加えて、動画教材による県内小学校等での地下水と

土を育む農業に関する教育の充実を図っています。 

 

・  地下水保全の取組みや消費者理解の促進を図るため、

グリーン農業農産物を扱う店舗でキャンペーン等を行いました。 
 

・  生産者には「生産宣言」を、グリーン農業を応援していただける消費者には「応援宣言」を

していただく「くまもとグリーン農業」宣言制度（平成23年（2011年）開始）では、生産宣

言者及び応援宣言者ともに着実に増加しています。 

 

 

取組み 

「くまもとの地下水のひみつ」と併せて

活用できる動画教材 

防蛾灯による光を利用した害虫防除の様子 
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【令和６年度（2024年度）実績】 

・生産宣言者数21,766戸 

・応援宣言者数38,791人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 家畜排せつ物の適正管理の推進 

 

 

｢家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に

関する法律｣により､平成 16 年(2004 年)11 月から

家畜排せつ物の野積みや素掘り等の不適切な管理

が禁止されました。現在、畜産農家や堆肥センター

等の施設の整備により畜産農家では適切な処理が

行われています。 

一方、畜産経営に起因する苦情は、１年間に103

件発生しており(調査期間：令和５年(2023年)７月

～令和６年(2024年)６月)、発生件数は前年と比較

して増加しています。苦情の種類別に見ると､複合

的要因も含め悪臭に関するものが多くなっていま

す(図5-10-3)。 

全ての畜産農家における家畜排せつ物及び堆肥の適正管理を徹底し、畜産環境問題を低減する

ためには、引き続き畜産農家への巡回指導の実施、農家の意識啓発を促進するとともに、経営規模

拡大を行う場合などの堆肥舎整備を継続することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

図5-10-2 くまもとグリーン農業生産及び応援宣言者数 

 

（人） 

図5-10-3 畜産経営に起因する苦情の種類別 
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・  畜産経営における環境対策として、家

畜排せつ物の適正管理及び堆肥化等に

よる農地への還元を推進しています。 

 

・  畜産農家における適正管理の徹底の

ため巡回指導を行うとともに、11 月の

「畜産環境月間」には農業関連情報誌を

利用した意識啓発・理解醸成等を実施しました。 

 

・  「熊本県堆肥共励会」などの開催を通じた良質な堆肥生産技術の普及、良質堆肥の生産者を

認定する「たい肥の達人」認定制度の運営、国の機関等が実施する畜産環境研修を活用した畜

産環境対策に関する人材育成及び堆肥舎等の整備に対する支援を引き続き実施しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

「熊本県堆肥共励会」の開催（出品点数：107点） 

堆肥舎整備への支援（菊池市、水上村、山鹿市） 

堆肥散布機導入への支援（菊池市） 

堆肥製造造粒機導入への支援（芦北町、合志市、天草市） 

 

・  「熊本県地下水と土を育む農業推進条例」による土づくりの進展だけでなく、昨今の肥料原

料価格高騰の情勢を鑑みても堆肥の広域的な活用は一層重要となっていることから、今後も「く

まもとグリーン農業」と連携した良質堆肥の流通を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み 

家畜排せつ物堆肥化施設 熊本県堆肥共励会（審査） 
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 第１節 気候変動の影響への対応 

１ 基本的事項 

 

 

近年、全国各地で大雨や大型台風等による河川の氾濫や土砂災害が発生し、尊い人命が失われ、

住まいや農地等に大きな被害をもたらしています。また、ライフラインや交通網の機能不全が起

きるなど、気候変動の影響は人々の生活に支障をきたしています。個々の気象現象と地球温暖化

との関係を明確にすることは容易ではありませんが、今後、地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛

暑のリスクは更に高まることが予測されています。 

そのため、気候変動の影響を回避・軽減する「適応策」が求められており、温室効果ガスの排 

出の抑制等を行う「緩和策」とともに取組みを進める必要があります。 

 

 

・  本県では、気候変動による影響や適応に関す

る情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術

的助言を行う拠点として、令和４年（2022年）

３月 18 日に「熊本県気候変動適応センター」

を設置しました。 

当センターでは、気候変動影響の情報、影響

による課題等を把握し、随時センター通信を

発行し、県HP等で周知しています。また、関

係省庁や国立環境研究所気候変動適応センタ

ー、県内地方自治体や研究機関、事業者、県民

等関係者と協力体制を構築し、本県の気候変

動適応策を推進します。 

・  「第六次熊本県環境基本計画（令和３年度（2021年度）～令和７年度（2025年度））」では、気

候変動適応計画で示された７分野について、気候変動の適応策に取り組んでいます。 

現状・課題 

取組み 

第６章 リスクに備えた社会づくりと球磨川流域における 

「緑の流域治水」の推進 

気候変動適応センターイメージ 
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２ 分野別気候変動適応策 

（１）農林水産業 

   ア 農 業 

 

  

 令和６年（2024年）農業産出額は、4,116億円で全国６位の農業県であり、温暖な海岸地帯か

ら阿蘇の高冷地帯まで広がる豊かな自然条件を活かし、多彩な農作物が生産されています。その

中でトマト、スイカ、不知火（デコポン）、葉たばこ、いぐさ及び宿根カスミソウは日本一の生産

量を誇り、他にメロン、イチゴ、ナス、クリ、ショウガ、乳用牛、肉用牛などは全国的に高い順

位を占めます。 

地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予測される中、農業では、

農作物の収量・品質低下及びハウス等農業施設の損壊等甚大な被害が懸念されるため、各分野で

の気候変動に適応するための対策が必要です。 

 

 

 

【水 稲】 

・  高温耐性を有する県育成品種「くまさんの力」と「く

まさんの輝き」の普及を図っています。これら２品種

の合計面積は、令和６年（2024年）産では前年産より

約452ha増加しました。また、品質では、農産物検査

において、高温耐性品種はその他の中生品種と比べて

高い１等米比率を確保しています。 

農業研究センターでは、引き続き、より高温に強く、

病害虫に強い品種を育成中です。 

 

・  一方で、品質の低下が問題となっている「ヒノヒカ

リ」や「森のくまさん」等の高温条件下での生産対策

として、県内の指導者向けに栽培技術講習会を実施

し、間断かん水や中干しなどの水管理や肥培管理等に

ついて情報提供を行いました。これに加え、令和２年

（2020年）に作成した「くまもとの米レベルアップ技

術対策資料」を活用し、各地で生産者向けに栽培講習

会等での技術指導を行っています。 

 

 

現状・課題 

取組み 

 

 
 
 

 

図6-1-1 高温耐性品種作付面積の推移 

※県農林水産部調べ

高温耐性品種（くまさんの輝き・くまさんの力）作付面積の推移
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【果 樹】 

・  温州みかんは、地球温暖化の影響で浮皮の発生による

果実の日持ち性の低下や腐敗果が発生しているため､浮

皮しにくい品種の導入や植物成長調節剤の活用、適期収

穫の徹底を図ります。さらに、極端な気象変動による品

質低下や隔年結果等への対応は、シートマルチ敷設の徹

底や排水、作業性等を考慮した園地整備、植物成長調節

剤の活用等を推進します。 

 

・  不知火類等の中晩柑類は、地球温暖化等の影響による

貯蔵中の腐敗果の発生に対し、果実の体質強化、適期収

穫の徹底及び貯蔵施設の改善等を図ります。また、極端

な気象現象（集中豪雨や日照不足、高温等）による品質

の低下や生理障害に対しては、排水を考慮した園地づく

りや施設整備、品質向上につながる台木の導入を推進し

ます。 

 

・  落葉果樹は、夏季の気温上昇による、果実の生理障害

（ナシのみつ症・コルク障害、モモのみつ症、クリの腐

敗果）の多発に対し、発生が少ない品種への更新、かん

水等での対応、適期収穫の徹底を推進します。冬季の気

温上昇によるナシ・モモ・スモモ等の発芽不良や開花の

不揃い・着果不良に対しては、品種更新やせん定方法、

施肥の改善、受粉樹の確保や受粉の徹底で対応します。 

 

【園芸作物】 

台風をはじめとする、気象災害による施設園芸ハウス

の倒壊等を防ぐため、国事業や県単独事業等により、風

速25m/s～50m/sの強風に耐える「低コスト耐候性ハウ

ス」の導入を推進してきました。 

令和５年度（2023年度）までの累計設置面積は520.9ha

であり、「低コスト耐候性ハウス」は、トマト・ミニト

マト、ナス、イチゴといった栽培期間が長い野菜の品目

で多く導入されています。 

 
温州みかんでのシートマルチの設置 

 
「低コスト耐候性ハウス」 

 

 

温暖化に強いモモの品種「さくひめ」 

 

不知火類の加温ハウス 
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また、新規ハウスの導入だけでなく、耐風性を高める

ため、補強が必要なハウスへの整備支援も実施していま

す。 

今後も気象災害による施設園芸ハウスへの被害が懸念

されることから、引き続き支援を行っていきます。 

 

 

 

 （野菜（果菜類）） 

・  本県のトマト栽培では、春季の高温で果実が黄色

く着色する「黄変果」の発生が問題となっていま

す。 

熊本県農業研究センターにおいて、「黄変果」の

発生要因が解明され、その対策としてハウス遮光に

よる昇温抑制技術が有効との結果が得られました。 

技術の指導・普及とともに、ハウスに用いる遮光

資材の導入支援を実施してきたところであり、今後

も発生軽減に向けた取組みを支援していきます。 

 

・  イチゴでは、安定して収量が確保できる本県オリ

ジナル品種“ゆうべに”を平成27年（2015年）に作

出し、普及拡大に取り組んできました。 

“ゆうべに”は、気温が高い年でも収量を維持

でき、外観や食味といった品質も優れる品種です。

平成29年（2017年）には、県内で栽培される品種の

中で最も多く栽培されるようになりました（経済連

出荷計画調べ）。 

高温下での安定生産につながるよう、関係機関と

連携して、引き続き技術指導及び普及拡大を図って

いきます。 

 

・  メロンをはじめとする施設園芸ハウス品目での異常高温は、生育、収量及び品質に影響を及

ぼします。 

高温への対策として、ハウス換気の徹底や品目・気候に応じた遮光資材の導入・利用を指導

しています。 

今後も、異常高温による生育及び果実への被害を軽減できるよう、関係機関と連携して昇温

抑制技術の検討を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「黄変果」対策のハウス内遮光による昇温抑制 

 

 

イチゴの県育成品種「ゆうべに」 
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図6-1-3 

事業で導入した「低コスト耐候性ハウス」の推移 

（農林水産部生産経営局農産園芸課把握分） 
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（花き） 

・  花き栽培では、夏秋季の高温の影響により、草丈が

十分に確保できない状態で開花してしまう等の品質

低下が問題となっています。 

そのため、農業団体等と連携し、各品目において定

植時期や使用品種の見直しを行い、高温期においても

高品質な切り花が生産できるように取り組みます。ま

た、生産者に対して夏秋季の遮光ネット被覆等の導入

を引き続き普及します。 

 

・  トルコギキョウについては、高温による花色発現不

良を回避する栽培技術及び高温期育苗の冷房育苗技

術の普及を引き続き行います。 

 

【畜産】 

家畜への暑熱対策として、以下の取組み及び技術指導を引き続き行いました。 

・畜舎屋根への消石灰吹付や寒冷紗の設置 

・屋根への断熱材の吹付 

・換気扇及び大型扇風機の設置・増設並びにミスト散布の併用 

・良質で消化率の高い飼料の給与 

・涼しい時間帯の飼料給与 

・ビタミンやミネラル等の追加給与 

・冷たい飲用水の確保 

 

【病害虫・雑草】 

・  熊本県農業研究センターでは、地球温暖化がもたら

す気候変動による病害虫の発生増加や定着可能域での

被害拡大を防ぐため、発生状況や感染リスクの調査及

び防除技術の開発に関する研究を行っています。併せ

て、病害虫の侵入調査をはじめとした発生予察事業に

継続的に取り組んでいます。 

 

・  令和６年度（2024 年度）はトマトキバガの生態解明

及び防除技術の開発に取り組みました。発生予察事業に

ついては、巡回調査等の結果をもとに病害虫発生予察情

報を発出し、病害虫のまん延防止に取り組みました。 

 

・  また、雑草については、民間団体等と連携し、各作

物別に新規除草剤等の試験を行っています。 

  【令和６年度（2024年度）実績】  

・病害虫発生予察情報の発出 

 
トルコギキョウの冷房育苗 

 

トマトキバガ幼虫による葉の被害 

トマトキバガによる果実の被害 

 

 

 

 

 

トマトキバガ幼虫による葉の被害 
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 予報    毎月 

注意報   9回 

警報    1回 

 特殊報   1回 

 技術情報  19回 

 

【農業生産基盤】 

・  排水機場や海岸保全施設等、防災・減災インフラの

保全管理と整備を計画的に実施します。 

   【令和６年度（2024年度）実績】 

   ・排水機場の新設、更新 21箇所 

   ・海岸の整備  20海岸 

   ・ため池の整備 4箇所 

   

イ 林 業  

 

  

令和６年（2024年）４月現在の森林の総面積は、459,629haであり、民有林396，064ha(86%)、

国有林63,565ha（14%）、土地利用面積に対する森林面積の割合は約６割を占めています。 

令和６年（2024 年）林業産出額のうち木材生産部門については、140 億円で全国第３位です。 

主な内訳は、スギが88億円（構成比63%、全国シェア7%）で全国第４位、ヒノキが50億円（構

成比36%、全国シェア10%）で全国第１位となっています。 

また、特用林産物におけるしいたけの栽培において、令和５年度（2023年度）の生産実績は、

乾しいたけが全国３位となっています。 

地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛暑のリスクがさらに高まることが予測される中、林業では、

山地災害の更なる増加が懸念されるところです。 

また、しいたけの原木栽培では、気温上昇による高温障害や病害虫発生の危険性が高まること

が予測されているほか、病害虫については、熱帯地域や温暖地域でみられる病害虫の新たな発生

が危惧されるため、対策が必要です。 

 

現状・課題 

金剛排水機場（八代市） 
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【木材生産（人工林）】 

・  森林は、地球温暖化の要因の 1 つである二酸化炭素を

吸収して成長することから、再造林による森林の若返り

を促し将来にわたって吸収量を安定的に確保していく必

要があります。 

・  現在、成長に優れた樹木であるエリートツリーやセン

ダン等の早生樹の普及に取り組んでいます。 

 

 【特用林産物（キノコ類等）】 

・  原木しいたけ生産者向けの種駒活着状況調査の現地指導

において、高温障害の事例紹介や雑菌に侵されたほだ木の

除去指導を引き続き行います。 

・  また、高温障害や害菌被害の増加により、原木しいたけ

栽培の収量低下が懸念されることから、これらの相談対応

等を継続します。 

 

【病害虫】 

県内初発生の病害虫が発生した際は、その最近の分布や生態系を把握し、県内での拡散を封じ

るため、引き続き防除対策などを速やかに検討・推進します。 

 

ウ 水産業 

 

  

  本県は、有明海、八代海及び天草灘の三海域からなる漁場を有し、それぞれに特色ある漁業が

営まれています。 

  令和５年（2023年）海面漁業及び海面養殖業の産出額は、436億円で全国第11位です。 

内訳は、海面漁業産出額は55億円で全国第33位、海面養殖業産出額は381億円で全国第５位

となっています。 

   漁業では、海水温の上昇に伴う南方性の魚類の来遊、特に大型魚類のナルトビエイによるあさ

り等の二枚貝の食害に加え、海面の上昇により、干潟域に生息する二枚貝の分布域が変化するな

どの水産資源への影響が懸念され、対策が必要です。 

   養殖業では、海水温や海面の上昇に伴うノリ養殖期間の短縮による収量の減少、高水温障害や

病害発生による品質低下が懸念されます。また、他の海藻養殖業でも、養殖期間の短縮による生

長不良や植食性魚類による食害が懸念されます。 

   魚類養殖業では、漁場環境の変化により、有害赤潮の発生が早期化、長期化し、直接的な漁業

被害に加え、へい死対策として行う餌止め期間の長期化による衰弱や成長の遅れが生じ、対策が

現状・課題 

取組み  

しいたけ種駒活着状況調査 

エリートツリー採穂園 
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必要です。 

 

 

 

【回遊性魚類（魚類等の生態）】 

・  食害動物（ナルトビエイやチヌなど）によるあさり等

の貝類への食害の軽減のため、食害動物の駆除を実施し

ました。また、貝類の生息区域を繊維強化プラスチック

製（作業完了後撤去）の杭や網で囲ったり覆うなどの対

策を実施し、その効果を確認しました。 

 

・  さらに、海藻養殖についても植食性魚類（チヌやイス

ズミなど）による被害が大きいことから、実態調査を

実施し、ワカメ養殖場やスジアオノリ養殖場におい

て、植食性魚類による食害を確認しました。 

 

・  これら食害動物による食害は、地球温暖化に伴う海水温の上昇も影響していると思われます

が、抜本的な対応策がないことから、今後も、より効果的な食害対策と資源保護の手法を検討

します。 

 

【増養殖等】 

・  ノリ養殖業では、高水温耐性のある品種の現場での実証試験や、種付け時の高水温障害等の

リスクを低減するため、養殖スケジュール管理の見直しの検討・提案を行いました。また、適

正な干出管理を行うため、関係機関とともに潮位変動の予測技術の開発や養殖業者への指導を

引き続き行います。 

 

・  有害赤潮対策として、関係県・市町・漁協等と連携しながら赤潮調査を行い、漁協、養殖業

者等へ引き続き情報提供を行います。 

  

・  ワカメ養殖についての高水温に強い品種への改良やヒトエグサ養殖についての養殖技術の開

発を引き続き行います。さらに、植食性魚類による食害防止対策についても検討を行います。 

   【令和6年度（2024年度）実績】 

    ・赤潮情報の発信  55回 

 

（２）水環境・水資源 

  ア 水環境 

 

 

取組み 

 
あさりの保護のため干潟に設置した被覆網 
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  河川や湖沼は、県民とって最も身近で日常的に接することができる自然環境の一つであり、

森、里、川、海などの生態系をつなぐ上で重要な場となっています。 

  また、藻場・干潟は、海洋生物の繁殖、生育、採餌などの場として、生物の多様性を保全する

機能や海域の水質浄化機能など重要な役割を果たしており、有明海及び八代海の干潟等は水鳥類

の渡りの中継地ともなっています。 

   

【河 川・沿岸域及び閉鎖性海域】 

気候変動に伴う降水量の増加により、土砂の流出量を増加させ、河川水中の濁度を上昇させる

可能性があります。また、有明海・八代海等における海水温の上昇、底質の泥化や有機物の堆積

等、海域の環境悪化による赤潮発生の増加や貧酸素水塊の発生等が見られています。 

しかし、現時点では、気候変動が水環境に及ぼす影響について、研究事例が十分ではなく確信

度が低いと評価されており、水環境全体の変化等を把握し、予測することは困難な状況です。 

 

 

 

【河 川】 

・  気候変動が水環境に及ぼす影響を把握するため、河川や湖沼、

海域の水質のモニタリング等を行っています。 

 

【沿岸域及び閉鎖性海域】 

・  気候変動が水質等に及ぼす影響に関する科学的知見の集積を図

るとともに、適応策に関する国等の調査研究を注視しています。 

イ 水資源 

 

  

本県は、水道水源の約80％を地下水に依存しています。特に、県人口の半数以上を占め約100

万人を擁する熊本地域は、生活用水のほぼ100％を地下水で賄っている全国でも稀な地域です。 

農業や工業などの産業用水にも多くの地下水を利用しており、この豊富な地下水が熊本地域の

魅力の一つとして、多くの企業が進出しています。年間の無降水日数が増加する年もあり、生活

用水や農業用水等の供給への影響が懸念されます。 

 

 

 

・  本県と熊本地域11市町村が共同で策定した「熊本地域地下水総合保全管理計画」及び「第３

期行動計画」に基づき、熊本地域の地下水を保全するため、白川中流域や台地部等における水

田湛水事業に取り組みました。 

 

現状・課題 

取組み 

海域調査の様子 

現状・課題 

取組み 
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【令和６年度（2024年度）実績】 

・ 白川中流域水田湛水事業 実面積：500.4ha、推定涵養量：2,526万㎥ 

・ 台地部等水田湛水事業  実面積：65.8ha、推定涵養量：627.2万㎥ 

 

・  熊本県地下水保全条例の地下水採取許可制度などを適正に運用し、持続的な地下水利用のた

めの管理を行うとともに、地下水採取者による地下水使用合理化や地下水涵養の取組みを促進

しました。 

 

・  節水啓発重点期間に設定している７～８月に、各

市町村や県施設等へ節水啓発ツールを配付し、掲示

してもらうことにより、家庭などにおける節水の促

進を図りました。 

 

・ 「水の作文コンクール」などの水環境教育を通じ、県

民・企業・団体の地下水保全の意識向上を図りまし

た。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・水の作文コンクール 応募数 9校 809編 

  （23年連続日本一） 

（３）自然生態系 

 
 

本県は、優れた景勝地に恵まれ、自然公園法及び熊本県立自然公園条例に基づき、国立公園２

箇所、国定公園２箇所及び県立公園７箇所が指定されており、その面積は158,968haで県土面積

の約21%を占めています。 

   また、渡り鳥の有数の飛来地として知られ、ラムサール条約に登録されている「荒尾干潟」や、

国の自然環境保全地域に指定されている「白髪岳」など、豊かな自然条件が多くの生物を育み、

森林・水辺・海浜などに多様な生態系を生みだしています。 

 

 【陸域生態系】 

本県に広く植えられているスギは水分要求度が高い樹種とされています。気候変動による気温

上昇や地域的な降水量の変動が予測されていますが、これまで西日本を中心に、少雨が主な原因

と考えられているスギ林の乾燥被害が報告されており、土壌保水力が低い場所では注意が必要で

す。 

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所が行った気候変動によるスギ人工林へ

の影響予測によると、西日本でスギ林の生産量が低下する可能性があるとされています。気候変

動により無降雨期間が増加すると、土壌乾燥によってスギの成長が低下する可能性が示されてい

ます。 

気候変動によるニホンジカの生息分布や生息頭数への影響は明らかになっていませんが、県内

現状・課題 

 
水の作文コンクール表彰式 
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では、ニホンジカの生息数の増加や分布域の拡大により農林産物への被害が深刻化しています。

令和６年度（2024年度）に実施した生息状況調査の結果では、約 15万頭と推定されました。捕

獲目標（年間捕獲目標頭数3万頭）を設定し、適正な個体数管理及び農林産物への被害軽減を図

っていくことが必要です。 

   また、気候変動により渡り鳥の飛行経路や飛来時期に影響が及べば、越冬地としての役割や、

鳥インフルエンザの発生時期に影響することが考えられます。野鳥が、高病原性鳥インフルエン

ザのウイルス感染源の一つとして位置付けられているため、死亡野鳥の監視及び高病原性鳥イン

フルエンザウイルスの簡易検査を速やかに実施し、陽性の場合は、国が指定した「野鳥重点監視

区域」（ウイルス検出地点から半径 10km 圏）内で、野鳥の大量死や異常行動の野鳥がいないか、

監視を強化します。 

   さらに、野生イノシシにおける豚熱感染が全国で発生しています。隣接県において、豚熱ウイ

ルスに感染した野生イノシシが県境付近で確認されたため、本県は令和 7年 11月に農林水産省

から野生イノシシ経口ワクチン散布推奨地域に指定され同年 12 月に初めて野生イノシシ経口ワ

クチンを散布しました。今後も、豚熱経口ワクチンの散布、集中的な野生イノシシの捕獲により、

野生イノシシの豚熱感染拡大を防止します。 

 

 【淡水生態系】  

（湖沼・河川） 

・  湖沼については、流域土地利用からの栄養塩負荷の影響を受けるため、気候変動の影響のみ

を検出しにくく、令和２年（2020年）12月時点で直接的に気候変動の影響を明らかにした研究

は、国内では限られています。 

 

・  河川については、我が国の河川は取水や流量調整が行われているため気候変動による河川の

生態系への影響を検出しにくく、令和２年（2020年）12月時点で気候変動の直接的影響を捉え

た研究成果は確認できていません。 

 

 【海岸生態系】  

・  藻場は、「海のゆりかご」と呼ばれ、マダイ等の仔稚魚の生育場やイカ類の産卵場としての機

能があり、水産資源の回復を図るために重要です。環境省の調査によると、本県の藻場面積は、

30年前の約70%に減少しています。 

 

・  また、本県が毎年実施する保護水面のモニタリング調査等においては、海藻湿重量の減少や

海藻の種構成の小型化、ウニやアイゴ等の食害による藻場機能の低下が確認されています。現

状のままでは、藻場の回復・拡大は見込めず藻場が更に減少し、水産資源の回復にも影響を与

えるおそれがあります。 
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      【陸域生態系】 

   （人工林） 

・  森林は、地球温暖化の要因の1つである二酸化炭素を吸

収して成長することから、再造林による森林の若返りを促

し、将来にわたって吸収量を安定的に確保していく必要が

あります。 

現在、成長に優れた樹木であるエリートツリーやセンダ

ン等早生樹の普及に取り組んでいます。 

 

・ さらに、立地環境に応じ、適切にゾーニングする等により、

健全な森林づくりを推進しています。 

 

 （野生鳥獣による影響） 

・  鳥獣被害対策には、担い手の育成が必要となり、若手狩

猟者を確保するため、実業系高校を対象に、狩猟等に関す

る出前講座を行うなど、狩猟の魅力、役割を理解してもら

う取組みを進めています。 

併せて、高校生等の狩猟免許取得費用の補助及び捕獲研

修等の活動を支援しています。 

 

【淡水生態系】  

（湖沼・河川） 

・  気候変動が河川環境等に及ぼす影響等を把握するため、引き続き水質のモニタリング等を行

い科学的知見の集積を図っています。 

 

【海岸生態系】 

・  漁業者等が行う藻場の造成・保全の取組みとして、海

藻の増殖や食害生物等の駆除について、水産多面的機能

発揮対策事業で支援するとともに、技術的指導を実施し

ました。 

・  今後も藻場の回復を目的に、モニタリング調査を継続

するとともに、漁業者による食害動物やウミアザミ等の

サンゴ類の駆除方法について、引き続き技術支援を実施

します。 

 

 

 

取組み 

 

 
藻場のモニタリング調査 

センダン成長試験地 
（４年生時） 

 

高校生への鳥獣被害対策講座 
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（４）自然災害・沿岸域 

 

  

近年、毎年のように全国各地で大雨や大型台風等による河川の氾濫や土砂災害が発生し、人命

や住まい等に大きな被害をもたらすほか、ライフライン等にも重大な影響を与えるなど、人々の

生活に支障をきたしています。 

令和２年７月豪雨においては、７月４日の朝方にかけての 12 時間降水雨量が県南９地点で観

測史上１位を記録し、球磨川をはじめとする県南の複数の河川での氾濫や土砂崩れ等を引き起こ

しました。 

今後も地球温暖化の進行等に伴い、自然災害の発生リスクは高まっていると指摘されています。 

【河 川】（洪水・内水面） 

地域的特性により、これまでも多くの台風や豪雨が発生しましたが、近年は局地的集中豪雨

による洪水や内水面の被害が甚大化しています。将来、台風の大型化や局地的集中豪雨の増加

等、洪水を起こしうる大雨の増加が予測され、水害の頻発、施設の能力を大幅に上回る大規模

な水害の発生が懸念されます。 

 

【沿 岸】（海面上昇、高潮、高波） 

   防波堤や護岸等の施設の老朽化が進行し、改良・更新が必要な施設が増加する中で、平均海面

の上昇や台風の大型化等の自然条件の変化により、高潮・波浪による漁港施設及び海岸保全施設

の被害や背後集落の浸水被害が懸念されます。 

 

 【山 地】（土砂流・地すべり等） 

急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りの危険性のある土砂災害警戒区域等は26,303箇所(2025.9.1

時点)にものぼり、過去には集中豪雨や台風等で土砂災害が多数発生しています。将来、時間雨

量50㎜を超える短時間強雨や総雨量が数百㎜から千㎜を超えるような大雨の発生が増加すれ

ば、土砂災害の発生頻度も増加することが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 



 

102 

 

 

 

【全 般】 

（自助） 

・  一人一人の防災行動計画である「マイタイムライ

ン」の普及を進めるため、従来の「風水害版」に加え、

新たに「地震・津波版」のガイドブックを作成し、 

市町村や地域の依頼に応じて、自主防災組織活動

支援員による講話や作成指導等を実施しました。 

また、学校等と連携し、子どもから家庭への防災意

識の浸透を図るため、学校教諭等向け研修会を開催

するなど、防災教育の充実を図りました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・学校教諭等向けマイタイムライン・防災教育研修

会 参加者数 33人 

 ・「くまもとマイタイムラインガイドブック（地震・津波版）」作成 

 

（共助） 

・  地域防災リーダー（防災士）の養成のため、「火の国ぼうさい

塾」を開催するとともに、防災士のスキルアップを目的とした

研修を実施しています。また、知識・経験を有する防災士に、

地区防災計画やマイタイムラインの作成・指導等を行ってもら

う防災士アドバイザー制度を創設し、防災士アドバイザー研修

も実施しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】              

・火の国ぼうさい塾（防災士養成講座）受講人数 204人 

・防災士アドバイザー養成研修受講人数        83人 

 

・  地域防災力向上のため、地区防災計画の作成支援や、住民参加型訓練への支援等、本県から

支援員を派遣し自主防災組織の活動支援を実施しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・派遣回数 計63回 

   ・延べ参加人数4,152人 

   ・自主防災組織活動率76.4％ 

       

 

 

 

 

取組み 

火の国ぼうさい塾の様子 

 

地区防災計画策定支援の様子 

くまもとマイタイムラインガイドブック 
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・  日常の生活空間において、住民が災害リスクを実感でき

るよう、居住区域の建物や電柱に想定浸水深や避難場所等

を明示する「リアルハザードマップ」の整備を推進しまし

た。 

【令和６年度（2024年度）までの実績】 

   ・設置箇所数 444箇所（20市町村） 

 

（公助） 

・  令和２年７月豪雨等の教訓を踏まえ、県や市町村防災担当職員の災害対応力の向上、警察・

消防等の関係機関との連携強化など、県全体の災害対応力の向上を目的とした豪雨対応訓練を

毎年１月から５月にかけて実施しています。 

 

・  「防災情報くまもと」や「熊本県防災情報メールサービス」

などを活用し、防災気象情報や避難情報、避難所開設情報など、

県民の方々に対しリアルタイムで防災関連情報を提供しまし

た。 

 

・  既存の地上無線回線等に加え、全国の自治体間で通信可能な

地域衛星通信ネットワーク第３世代システムを導入し、防災情

報通信体制の多ルート化に取り組んでいます。 

 

【河 川】（洪水・内水面） 

・  洪水調節機能の強化に向けた治水協定を、一級水系のダムについては、令和２年（2020 年）

５月に、二級水系のダムについては、令和３年（2021年）３月に締結し、全てのダムにおいて

事前放流に取り組んでいます。 

 

・  洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保するため、ソフト対策として、想定し得る最大規模の降

雨（想定最大規模降雨）等に対する河川の洪水浸水想定区域図を公表しています。水位周知河

川（67河川）については、令和２年（2020年）３月に、水位周知河川以外（320河川）につい

ては、157河川を令和３年（2021年）10月に、163河川を令和４年（2022年）３月に作成・公

表しており、市町村へ情報提供しています。 

球磨村のリアルハザードマップ 

 豪雨対応訓練の様子 
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【沿 岸】（海面上昇、高潮、高波） 

・  国土交通省と農林水産省の共同により、「気候変動

を踏まえた海岸保全のあり方検討会」が開催され、令

和２年（2020年）７月に「『気候変動を踏まえた海岸

保全のあり方』提言」が公表されました。この提言に

基づき、「海岸保全基本方針」が変更されたことに伴

い、本県では「海岸保全基本計画」の変更に取り組ん

でいます。 

 

  【山 地】（土石流・地すべり等） 

・  近年、頻発化・激甚化傾向にある集中豪雨や台風等に

よる自然災害を軽減し、県民の生命・財産を守るため、

緊急に復旧整備を要する箇所について、治山施設を整備

しました。 

 

・  山地災害の危険性が高い山地災害危険地区や森林に

おいて、荒廃状況の調査や既存治山施設の点検を継続し

て行い、防災・減災、国土強靱化に向けた復旧整備と既

存治山施設の機能強化・老朽化対策に取り組んでいま

す。 

 

・  水源の涵養や地球温暖化の防止等、森林の公益的機能の維持増進を図り、県民の生活環境の

保全を図るため、針広混交林や複層林への誘導等の森林整備に取り組んでいます。 

また、山間奥地等で適切な森林整備が困難な地域についても、流域保全の観点から森林の公

益的機能を発揮させるため、治山施設の整備や森林整備を一体的に実施する事業を令和４年度

（2022年度）に着手し令和５年度（2023年度）も継続的に実施しました。 

   

・  森林資源の循環利用による健全な森林づくりを進めるため、「熊本県公共施設・公共工事木材

利用推進基本方針」に基づき、治山施設への間伐材等の有効利用など治山事業において積極的

に木材利用を推進しました。 

  【令和５年度（2023年度）実績】 

・治山事業における木材利用    1,800m³  

 

 

 

 

 

 

 

（気候変動による外力変化イメージ） 

 

治山施設の整備状況 
（球磨郡山江村） 
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・  土砂災害から県民の命と暮らしを守り、安全で安心な県土

づくりを推進するため、砂防設備等の整備や既存ストックの

効果を維持するための老朽化対策、機能強化対策等のハード

対策を実施しました。 

また、ソフト対策として、土砂災害警戒区域等の指定を進

め、土砂災害の危険性のある区域の公表や土砂災害警戒情報

の発表による避難のタイミングを知らせる等、早めの避難を

促す取組みを実施しました。 

さらに、土砂災害危険住宅移転促進事業により、土砂災害特

別警戒区域から安全な地区への住宅移転を促進する取組みを

実施しました。 

 

 

 

 

（５）健康 

 

  

気象庁が公開している過去の気象データによると、令和５年（2023年）８月の熊本市（地方

気象観測地点）では、最高気温35℃以上の「猛暑日」が13日ありました。同月の最高気温

の月平均値は、34.3℃で、最高気温が30℃を下回った日はありませんでした。 

また、同年同月における熊本市の最低気温が25℃以上だった日数は22日あり、最低気温の月平

均値は、25.8℃でした。 

【暑 熱】 

消防庁が公開している熱中症救急搬送状況によると、本県の熱中症搬送者数（５月～９月）

は、過去５年間、毎年1,000人を超えており、令和５年（2023年）は1,601人でした（表１）。

月別では、７月の搬送者数が最も多くなっています（表6-1-1）。 

また、環境省の「第５回熱中症対策推進検討会資料（令和６年（2024年）１月18日）」によ

ると、本県の人口10万人当たりの１日の救急搬送者数（５月～９月）は、0.60人で全国平均の

0.47人を上回っています。 

熱中症は、適切な予防行動をとることで防ぐことができるため、一人一人が熱中症の予防法

を学び、暑さを避けることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

砂防施設の整備状況 
［大坪川1・2（葦北郡津奈木町）］ 

令和６年３月 砂防施設整備状況 

令和２年７月豪雨時の土石流発生状況 
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また、学校現場においては、昨今の気温変化や熱中症の発生状況等を踏まえると、児童生徒

の健康被害を防ぐためには、それほど高くない気温（25～30℃）の時期から適切な措置を講ず

ることや、暑さ指数（WBGT）等を活用して熱中症の危険性を適切に判断する必要があります。 

暑熱環境において各種活動を中止することを想定し、その判断基準と判断者を、教職員間で

共通認識としておくことが有効です。 

 

 【感染症】（節足動物媒介感染症）  

ヒトスジシマカやネッタイシマカが媒介するデング熱の患者は、熱帯、亜熱帯地域、特に東南

アジア、南アジア、中南米、カリブ海諸国を中心に100か国以上で発生しています。 

日本に広く生息するヒトスジシマカの生息域は、1950年代は栃木県北部が北限でしたが、地球

温暖化の影響等で徐々に北上し、現在では北海道以外に拡大しています。 

  ネッタイシマカの生息域は、現在東南アジアですが、昭和 19 年〜昭和 27 年（1944 年〜1952

年）の９年間は、熊本県内の天草地方でも生息が報告されています。 

 近年の気候変動により、再び侵入し、そのまま日本に定着する可能性も否定できず、感染症を

媒介する節足動物の生息域は拡大する可能性があります。生息域の拡大が直ちに感染症の感染拡

大に結び付くものではありませんが、国内の広範な地域でリスクは拡大しています。 

 

 

 

・  熱中症の予防対策として、県民に対し、各市町村や保健所、県有施設管理者を通じた注意喚

起や、熱中症予防に関するリーフレット、ポスターの配布、本県ホームページ等での周知啓発

を行います。 
 

・  各学校に対し、学校教育活動等における熱中症事故を防止するための留意点や指導について

周知を行っています。 

 

・  各市町村のスポーツ主管課に対して、スポーツイベント等の主催者が施設管理者や関係機関

と連携し、熱中症予防に適切に対応するよう周知を図りました。 

また、体育担当指導主事等研修会において熱中症事故の防止に関する指導等を行いました。 

 

取組み 

表 6-1-1 熊本県の熱中症搬

出典：消防庁「熱中症による救急搬送状況」をもとに作成 

図6-1-4 熊本県の月別熱中症搬送者数（R5） 
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・ デング熱等の節足動物媒介感染症の発生情報や感染対策について、引き続き本県ホームページ

にて感染症情報（週報）を掲載し、県民への注意喚起を行います。 

 

（６）産業・経済活動 

 

  

 近年、気候変動の影響と思われる局地的集中豪雨が全国的に発生しており、令和２年７月豪雨

災害における商工・観光関係の被害額は 700億円（令和３年（2021年）3月 31日時点）となっ

ています。 

    

   【製造業・商業・建設業等】 

   気象災害に伴う停電や断水等による事業活動への影響のほか、道路や鉄道、水道等のインフラ

破壊による物流の寸断や、流通・小売業等の活動停止による市民生活への影響が生じると予測さ

れます。 

 

【エネルギー需給】 

台風等の風水害の増加、大規模化に伴い、発電及び送配電設備の被災増加や被害の深刻化が考

えられ、大規模停電等のリスクが高まることが予想されます。 

海面上昇による臨海部の発電施設への高潮や浸水被害、海水温上昇に起因する冷却水給排水

への影響により、安定稼働へのリスクが懸念されます。 

 

【観光業】 

気候変動の影響を踏まえ、災害などの非常時においても、外国人を含む旅行者が安心して滞在

できる体制の確保が必要です。 

 

 

 

【製造業・商業・建設業等】 

・  平成 26年（2014年）11月に締結した「熊本県事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援に関する協

定」を踏まえ、商工団体や九州経済産業局等と連携して、県内企業のＢＣＰ等策定を促進して

います。 

【令和５年度（2023年度）実績】 

・ 事業継続力強化セミナー 

 協定締結企業等と連携し、県内企業のＢＣＰ策定促進に向けたセミナーに取り組んでいます。 

    参加者：120名 

    主 催：東京海上日動 

共 催：株式会社肥後銀行 

    後 援：熊本県、熊本県商工会議所連合会、熊本県中小企業団体中央会、 

熊本商工会連合会 

 

 

現状・課題 

取組み 
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【エネルギー需給】 

・  令和５年（2023年）11月に環境省の脱炭素先行地域として、「阿蘇くまもと空港周辺地域

RE100産業エリアの創造」が選定されました。「熊本では再エネ100%を目指した企業活動が可

能」という、次の時代を見据えた環境づくりに取り組んでいます。 

令和７年（2025年）１月に脱炭素先行地域の中核を担う「くまもと地域みらいエネルギー

株式会社」を本県も出資し、設立しました。先行地域内外の再エネ電力を集約するとともに、

使用する企業等を確保し、小売り電気事業者を通して再エネ電力を供給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  RE100の国内中小企業版である「再エネ100宣言 RE Action」のアンバ

サダーとして、再エネ100%使用を宣言するRE Action参加企業の拡大に

向けた取り組みを行いました。 

 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・ 環境保全協議会記念講演会でブースを設置し、 

「再エネ100宣言 RE Action」を周知。  

  開 催 日：令和６年（2024年）11月19日         

・ くまもと産業復興エキスポにおいて、セミナー等を開催。 

  開 催 日：令和７年（2025年）３月20・21日（セミナー開催は21日） 

  参加人数：68名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全協議会記念講演会 

くまもと産業復興エキスポ 
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【観光業】 

  空港や駅､観光案内所等の県内の観光関連施設における、訪

日外国人旅行者の方々が災害発生時を含め安心安全に日本に

滞在できるために有用と思われるウェブサイト・アプリ等の情

報をまとめた、英語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・韓

国語併記のリーフレット（Safety Information Card：観光庁

作成）の活用を促進します。 

  また、本県を含む九州・山口８県では、共同で「多言語コー

ルセンター」を運営しており、22の言語（令和7年（2025年）

4月1日時点）で、24時間365日、観光客向け無料電話通訳サ

ービスを提供しています。 

  なお、熊本県外国人サポートセンター等においても、防災に

ついての相談及び情報発信を引き続き行うとともに、熊本県公

式観光サイトでは、災害発生時の多言語での情報発信を行いま

す。 

（７）県民生活 

 

 

これまでも本県においては、台風や集中豪雨等の気象災害により県民生活を脅かす被害が生じ

てきました。気候変動による短時間強雨や渇水の頻度の増加、強い台風の増加等により災害が発

生すると、直接的な影響のほか、水道、道路交通網等、県民生活に不可欠なインフラ・ライフラ

インにも影響が及ぶことが懸念されています。 

【インフラ・ライフライン等】 

（水道） 

水の相互融通を含めたバックアップ体制の確保や、老朽管について水害等の自然災害にも耐え

ることができる耐震管への更新の取組みが課題です。 

 

（道路） 

緊急輸送道路は、災害直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路

です。本県では、平成26年（2014年）に改訂した「緊急輸送道路ネットワーク計画」に位置付

けられた緊急輸送道路について、災害時にネットワークとして機能させることを目標に、道路改

築や道路防災、橋梁耐震補強等の整備を進めています。 

（交通安全施設等） 

災害発生時も安全で円滑な道路網を確保するための、交通安全施設の整備が課題です。 

 

 

 

【インフラ・ライフライン等】 

（水道） 

〇バックアップ体制の確保 

現状・課題 

取組み 

多言語コールセンターのチラシ 
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道路防災事業：国道445号（八代市） 

・  災害時等における水道事業者間の効率的かつ効果的な被災県への応援実施のため、職員派

遣や飲料水の提供等について「九州・山口９県災害時応援協定」を締結しています。水道事業

者間での応援が円滑に行われるよう、連絡体制及び災害時における応援可能な資機材の状況

を毎年度調査し共有します。また、広域連携がバックアップ機能の強化にも資することから、

水道の広域連携を推進しています。 

 

〇水道施設の強靱化 

・  国の補助金、交付金等を活用し、災害時における重要水道施設の機能維持対策、水道施設等

の耐震化等により施設の強靱化を推進しています。 

  

  （道路） 

 ≪緊急輸送道路における道路改良事業≫ 

・補助国道：国道266号（大矢野道路）外19箇所 

・県 道 ：宮原五木線（河俣工区）外25箇所 

 

≪緊急輸送道路における道路防災事業≫ 

 ・補助国道：国道445号（八代市）外13箇所 

 ・ 県 道 ：別府一の宮線 外10箇所 

≪緊急輸送道路における橋梁耐震補強事業≫ 

 ・補助国道：国道266号（中之瀬橋）外３箇所 

 ・ 県 道 ：旭志鹿本線（西郷橋）外２箇所 

 

（交通安全施設等） 

・  「緊急交通路※」として確保すべき道路への信号機 

電源付加装置の設置、コンクリート柱から耐震性に 

優れた鋼管柱への更新、軽量で節電効果のあるＬＥ 

Ｄ式信号灯器への更新などを行いました。 

【令和６年度（2024年度）末時点】 

・信号機電源付加装置    149基 

・信号柱（鋼管柱）    8,012本 

        （鋼管柱率 88.2％） 

・信号灯器のＬＥＤ化   21,861灯       

       （ＬＥＤ化率 82.1％） 

※  大規模災害発生時に救出・救助、物資輸送等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

めに、災害対策基本法に基づき公安委員会が道路の区間（区域）を指定して緊急通行車両等以外の車両の

通行を禁止、制限した道路。 

 

 

 

令和６年度（2024年度）設置 

信号機電源付加装置 
 

道路改築事業：国道266号（大矢野道路） 
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第２節 大規模災害への備え 

１ 自然生態系を活用した備え 

 （１）災害に強い森林づくり 

 

 

森林を、一体的なまとまりにおいて、効率的な施業と適切な森林の保護を通じて森林の持つ多 

様な機能を十分に発揮させるため、森林経営管理制度を活用した安定的な森林経営を推進する 

必要があります。 

近年、森林資源の充実に伴って林業生産活動が活発になる一方で、地球温暖化に伴う異常気象

による土砂災害が頻発化・激甚化する中、森林の土砂災害を防ぐ機能が継続的に発揮されるよう

取り組む必要があります。 

 

 
 

・  市町村が森林経営管理制度を活用して行う森林の整

備・経営管理の計画を作るための研修や、市町村の森林・

林業施策の支援活動を行う地域林政アドバイザーを育

成するための研修を開催しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・森林経営管理制度等活用能力向上研修会 １回 

・地域林政アドバイザー研修 １回、18人を育成 

 

 

・  災害に強い森林づくりを推進するため、県内の林業

事業体等を対象として、災害のリスクを低減させる森

林づくりのための講習会や現地研修会を開催しまし

た。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・災害のリスクを低減させる森林づくりのための 

講習会・現地研修会。42名参加。 

 

（２）流域治水の推進 

 

 

令和２年７月豪雨などの自然災害が毎年のように全国各地で発生しています。気候変動の影響 

による降雨量の増大により水災害の更なる頻発・激甚化が懸念されています。 

現状・課題 

現状・課題 

取組み 

地域林政アドバイザー研修 

  

林地保全に配慮した林業を推進するための 

現地研修会 
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気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等 

を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの河川 

区域での対策をより一層加速するとともに、集水域 

（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の 

氾濫により浸水が想定される地域）にわたる流域に関 

わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う流 

域治水を推進する必要があります。 

 

 

 

・  河川管理者、下水道管理者、都道府県、流域市町

村等からなる協議会を設置し、流域全体で実施すべ

き治水対策の全体像を「流域治水プロジェクト」と

して策定・公表しています。県内一級水系（８水系）

に関しては令和３年（2021年）３月に策定・公表済

みです。 

 

・  二級水系に関しても、県内６圏域に分けて協議会

を設置し、令和４年（2022年）３月に策定しました。 

 

・  今後は策定した各流域治水プロジェクトに基づ

き、各圏域で「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため

の対策」、「被害対象を減少させるための対策」、「被

害の軽減、早期復旧・復興のための対策」について、 

関係者での取組みを推進することとしています。 

 

２ 災害時に備えたエネルギー等の確保 

 

 

（電力） 

大規模災害により電力事業者が被災し、電力供給が途絶した場合にも電気が使えるよう、住宅・

事業所への太陽光発電設備と蓄電池の導入を促進し、「エネルギー面で強靱な防災型住宅」の普及

を図る必要があります。 

防災拠点や避難所となる公共施設の機能を維持するため、従来の非常用発電機に加え、再生可 

能エネルギーと蓄電池、燃料電池等を合わせた自立・分散型エネルギーの導入を図る必要があり 

ます。 

 

（生活用水） 

熊本地震の検証において、地下水（井戸水）は災害時における生活用水の確保に活用できると

取組み 
流域治水イメージ 

出典：国土交通省ホームページ 

(https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf) 

  熊本県内二級水系流域治水協議会 位置図 

 

現状・課題 
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いう有用性が確認されており、災害への備えとして防災井戸の整備等を促進する必要があります。 
 
（下水道） 

平成２８年熊本地震では、耐震化されていない処理場や管路等の既存 

施設が被災し、一部機能の停止により下水道の使用制限を余儀なくさ 

れ、住民生活に支障が生じました。また近年は、頻発する豪雨により河 

川が氾濫し、下水道施設が浸水、機能停止に陥る事象が全国で相次い 

でいます。令和２年７月豪雨でも人吉市をはじめ複数の市町で下水処 

理場等が浸水しました。 

災害時においても県民が安心して生活排水処理施設を使用できるよ

う、災害時における汚水処理事業の継続に向け、熊本地震や豪雨災害等

の経験を生かし、下水道施設の耐震化、耐水化等を重点的に進める必要

があります。併せて、施設が被災した場合でも、被害の最小化と早期復

旧を図り、下水道が果たすべき機能を維持していくための減災対策にも

取り組む必要があります。 

 

 

 

（電力）  

・ 県民が屋根置型太陽光発電を検討しやすくなるよう、経済

性等を明らかにした事業プランを募集し、データベース化

して公開する「くまモンソーラーデータバンク」を創設しま

した。 

※事業イメージの①～③がデータバンクの取組みです。 

 

・  県内の防災拠点や避難所となる、公共施設における再エ

ネ設備・蓄電池の整備状況を把握するため、市町村等を対象

に調査を行いました。 

【令和12年度（2030年度）の目標値】 

・自立分散型再エネ電源等を備えた自治体の防災拠点、避難所等 300件 

【令和５年度（2023年度）末時点の実績】 

・315件（前年度実績305件） 

 

（生活用水） 

・  防災井戸の具体的な整備・活用事例について各市町村に対しア

ンケートを実施し、取りまとめた結果を市町村へ情報提供を行い、

整備等に向けた議論が深まるよう働きかけました。 
 
 

 

地震で被災した下水管渠（益城町） 

浸水した下水処理場（人吉市） 

取組み 

防災井戸の写真（菊池市道の駅） 

事業イメージ 

（初期費用負担プランの場合） 
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（下水道） 

・  下水道施設の耐震基準改正前（平成９年度（1997年度）以前）

に整備された下水道施設については、耐震診断、解析を実施し、

耐震性が基準を満たしていないと判定された場合には、順次、

耐震化対策を実施していきます。 

 

・  河川氾濫等を想定し、浸水リスクの高い下水道施設の耐水化

計画を策定し、順次、耐水化を進めます。 

 

・  被災時に速やかに下水処理機能が回復できるよう、業務継続

計画（ＢＣＰ）の継続的な見直し及び定期的な訓練を行い、災

害対応力の底上げを図ります。 

【令和６年度（2024年度）の実績】 

   ・下水道施設の耐震化、耐水化 

熊本県及び熊本市、菊池市等9市町で実施 

・被災を想定した訓練 

    熊本県及び熊本市、宇城市等4市町で実施 

  

従来のポンプ 耐水型ポンプ 

災害復旧と併せて、下水処理場地下の 

ポンプを耐水化（人吉市） 

地震を想定した情報伝達訓練（熊本県） 
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第３節 球磨川流域における「緑の流域治水」の推進 

 
 

「令和２年７月豪雨」では、球磨川本川及び川辺川流域の観測所において、観測開始以来最大 

の雨量、最高の水位を記録し、洪水のピーク流量は、人吉地点で約7,900㎥/sと、当時の球磨川 

水系河川整備基本方針の基本高水のピーク流量（人吉地点7,000㎥/s）を上回る流量となりまし 

た。 

また、死者（災害関連死含む）67名（うち球磨川流域50名）、行方不明者２名の人的被害が発 

生し、被害総額は5,222億円（令和３年（2021年）3月30日時点）に上りました。 

「令和２年７月豪雨」を受けて、国及び流域市町村と「令和２年７月球磨川豪雨検証委員会」 

を設置し、豪雨災害について検証を行いました。その後、今後の治水の方向性や復興に向けた課 

題、思いを流域住民等から伺いました。 

その上で、現在の民意は「命と環境の両立」と受け止め、「新たな流水型ダム」を含む「緑の流 

域治水」という球磨川流域の治水の方向性を令和２年（2020年）11月に示しました。 

そして令和３年（2021年）3月、国及び流域市町村とともに「球磨川水系流域治水プロジェク 

ト」を策定し、令和３年（2021年）12月、国は、「球磨川水系河川整備基本方針」について、気 

候変動と流域治水の新たな視点を踏まえた変更を行い、令和４年（2022年）8月には、この基本

方針に沿って、国、県連携の下、球磨川流域における今後おおむね 30年間の具体的な河川整備

の目標や内容を盛り込んだ「球磨川水系河川整備計画」を策定しました。 

今後も、「緑の流域治水」の実現に向けて、あらゆる関係者が協働して、自然環境との共生を図

りながら、流域全体の総合力で治水対策に取り組む必要があります。 

 

 

 

・  「緑の流域治水」の実現に向けて、国や県、流域市町村、住民等の力を結集し、流水型ダムや

河道掘削等の河川の整備だけでなく、田んぼダム、森林整備等を進めています。 

 

・  再度災害防止のための緊急治水対策として、令和６年（2024年）3月までに県管理河川（球

磨川流域）に堆積した約133万㎥の土砂撤去を完了しました。 

 

・  治水対策については、国と連携し、球磨川流域における今後おおむね30年間の具体的な河川

整備の目標や内容を盛り込んだ「球磨川水系河川整備計画」に基づき、河川整備を進めていま

す。 

 

・  川辺川の「新たな流水型ダム」について、国は、令和３年（2021年）5月、法と同等の環境

アセスメントを実施することを表明し、令和６年（2024年）11月に手続きが全て完了しました。 

引き続き、有識者からなる「川辺川の流水型ダムに係る環境保全対策アドバイザリー会議」に

おいて、更なる環境への影響の最小化及び環境保全措置の具体化並びに川辺川の環境再生や創

出に向けた取組みの検討が進められています。 

現状・課題 

取組み 
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・  本県は、「新たな流水型ダム」が、安全・安心を最大化するものであるとともに、球磨川・川

辺川の環境に極限まで配慮し、清流を守るものとして整備が進められているのか、本県や流域

市町村だけでなく、流域住民の皆様も一体となって、事業の方向性や進捗を確認する「新たな

流水型ダムの事業の方向性・進捗を確認する仕組み」を設置し、令和４年（2022年）12月に第

１回会議を開きました。その後も毎年、流水型ダムの構造や環境影響評価等について、検討及

び進捗状況などを流域住民の皆様と確認しています。 

 

・  このほか、令和２年度（2020年度）以降、人吉・球磨地域７市町村を中心に、県営事業や多

面的機能支払交付金等を活用し取り組んだ結果、令和６年度（2024年度）末までの田んぼダム

取組面積は県内で 679haとなりました。引き続き、県内全域への田んぼダムの普及拡大に取り

組むとともに、森林の有する山地災害防止機能等の発揮に向けて植栽や間伐を推進していきま

す。 

 

・  また、「緑の流域治水」について、球磨川流域の地形や河川の特徴、「緑の流域治水」の取組

内容を分かりやすく伝える動画や立体地図、パンフレット、パネル等を制作し、球磨川流域住

民をはじめ広く県民に情報を発信しました。 
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第７章 環境立県くまもと型未来教育          

第１節 未来を支える人づくり 

１ 持続可能な未来をつくる人づくり 

 

 

水俣病を経験した本県は、水俣病の教訓を後世に伝えるという大きな役割を担っており、幼児 

から大人まで、様々な環境問題の解決のために自ら行動できるよう教育・学習の場を充実させる 

ことが必要です。また、環境に関する情報を広く県民に周知し、積極的な参加を促進していく必 

要があります。 

環境への負荷を抑制し、快適な環境を次世代に引き継ぐため、主体的に環境保全に取り組む人 

材や環境教育の指導者になり得る人材の更なる育成・確保が必要です。 

 

 

 

・  環境教育の質の向上を図るため、地球温暖化防止活

動推進員やエコロジスト・リーダー、熊本県森林イン

ストラクター等の育成・確保及び研修を行いました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・地球温暖化防止活動推進員 61名 

・エコロジスト・リーダー 62名 

 （うち、エコロジスト・ジュニアリーダー 2名） 

・熊本県森林インストラクター 284名（累計） 

 

２ 家庭、地域社会、職場などにおける環境教育・学習の推進 

 

 

環境保全に向けた自主的な取組みが継続して行われるように、環境保全について学ぶ場や機会 

を拡充する必要があります。 

 

 

 

・ 本県では、環境情報・学習の拠点として環境センターを設置し

ています。エコ・ステージでの「地球温暖化問題」等の常設展示

の他、出前講座や体験学習など、様々な取組みを行いました。 

【令和６年度（2024年度）の主な取組み】 

  （環境学習イベント）  

    制作体験や自然観察会などのイベントを計11回実施しました。    

現状・課題 

取組み 

エコロジスト・リーダー養成講座 

 

現状・課題 

取組み 

磯のいきもの観察会 
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・グリーンカーテンの設置、磯の生きもの観察会、リ・グラスアート制作等 

（出前講座） 

小・中学校、公民館、その他の団体の要請に応じて環境セ

ンターの環境指導員や環境センターに登録された指導者等

を県内各地に派遣し、環境学習を実施しました。 

また、地域の環境問題を支援するリーダー育成のための

講座及び研修を開催しました。 

・動く環境教室 66回 参加者2,443人 

    ・環境教育指導者派遣 29回 参加者1,590人 

    ・エコロジスト・リーダー派遣 12回 参加者782人 

    ・エコロジスト・リーダー養成講座 参加者22人   

 

  （環境絵画コンクール） 

県内の小学生を対象に、環境に関する絵画を募集し、審査

のうえ入賞者の選定を行いました。 

・応募学校数 103校 

・作品数 1,898点 

・入賞作品数 特選12点、入選24点 
 

３ 学校などにおける環境教育の推進 

 

 

県教育委員会では、環境保全活動や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能力を育 

成することを目的として、「教科等における取組み」、「学校版環境ＩＳＯ」及び「水俣に学ぶ肥

後っ子教室」の３つを柱に環境教育を進めています。 

学校教育では、環境教育を通して、環境保全やよりよい環境の創造に主体的に関与できる能 

力を育成することや、生活環境や地球環境を構成する一員として、環境に対する人間の責任や役 

割を理解し、環境に積極的に働きかける態度を育成することが重要です。 

 

 

 

・  学校における環境教育は、各教科、特別の教科道徳及び総合的な学習の時間等において、学

校や地域の実態及び自然環境等を活かして、米作りやホタルの飼育、干潟の清掃活動など、工

夫を凝らした活動が展開されています。 

また、第６学年の理科を学習する際に、第５学年の社会科で学んだ森林の役割とつなげるこ

とで、水や空気の循環に関する理解を深めるなど、教科横断的な視点から環境に関する学習を

推進しています。 

さらに、県内全ての小中学校及び義務教育学校が環境教育全体計画及び年間指導計画を作成

し、「農業体験」「リサイクル活動」などを位置付け、計画的、系統的、継続的な指導が行われ

現状・課題 

取組み 

動く環境教室 

環境絵画コンクール展 
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ています。 

 

・  「学校版環境ＩＳＯ」では、児童生徒が自ら考え行動することで環境にやさしい心情を育む

とともに、持続可能な社会の創り手に向けて環境保全活動や環境問題の解決に意欲的に関わろ

うとする態度や能力を育成することを目的に取り組んでいます。平成19年度（2007年度）から、

県内全ての小中学校及び義務教育学校が参加し、数値目標を掲げた活動や家庭・地域と連携し

た活動などが展開されています。 

 

・  「水俣に学ぶ肥後っ子教室」では、「環境立県くまもと」の担い手である熊本の児童に、水俣

病についての正しい理解を図り、差別や偏見を許さない心情や態度を育むとともに、環境への

関心を高め、環境保全や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能力を育成すること

を目的としています。令和６年度（2024年度）は、県内全ての公立小学校及び義務教育学校の

５年生が、水俣市訪問学習を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

学習の流れ 事前学習 事後学習 水俣市訪問学習 

○オリエンテーション 
○課題づくり 
・社会科 
・総合的な学習の時間 
・人権問題、環境問題に関す

る課題の設定 

他 

○施設見学・調査 
○語り部や伝え手の方による講話傾聴 
○調べ学習・体験活動など 
・水俣病に係る現状認識 
・人間の尊厳や自己・他者の価値の感知 
・複数の情報源から吟味し、公正に判断・選択す
る 

課題把握       情報収集    判断  発信・行動 

○学習のまとめ 
○学習成果の発信等 
・水俣病について多面的視点から考
察 

・環境モデル都市へと取り組む水俣
市の姿を自校の学校版環境ISO活
動に生かす 

環境に 
ついて 
学ぶ 

水俣病 
につい 
て学ぶ 

「水俣に学ぶ肥後っ子教室」について 

施設見学 

 

語り部講座 
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第２節 豊かなくまもとを守り育てる地域づくり 

 

 

ゼロカーボン社会・くまもと、環境立県くまもとの実現に向けては、県民一人一人が、環境問

題を自分自身の問題と捉え、家庭や事業所等における環境配慮型ライフスタイルを県民運動とし

て実践・定着させていく必要があります。 

より多くの県民が環境保全行動に取り組むためには、単独の取組みだけではなく、家庭や事業

者等で、相互に連携・共同しながら継続的に実践できるよう促していく必要があります。 

優れた環境保全行動を表彰するとともに、それを幅広く周知、啓発することで、県民の自主的

な環境保全行動の一層の広がりを促進していく必要があります。 

 

 

 

・  ６月を「熊本県環境月間」、６月第１日曜日を「熊本県民環境美化行動の日」と定め、様々な

取組みを行うことで、県民一人一人の環境問題への理解促進、日々の暮らしの中での環境保全

行動を促進しています。 

  【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・環境月間における環境保全活動実施回数 70回 

 

・  水辺の県下一斉清掃活動として「くまもと・みんな

の川と海づくりデー」を実施しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

   ・実施市町村 31市町村 

・参加者数 約30,522人 

 

・  豊かな環境の保全・創造に顕著な功績があった団

体・個人に対し、「くまもと環境賞」を表彰しました。 

  【令和６年度（2024年度）実績】 

   ・受賞者数 9団体 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

第33回くまもと環境賞表彰式 

くまもと・みんなの川と海づくりデー 

第33回くまもと環境賞表彰式 
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図8-1-1 熊本県における環境影響評価制度 

 

第８章 持続可能な環境の創造に向けた仕組みづくり   

第１節 環境アセスメントの推進 

  １ 環境影響評価 

 

 

環境影響評価とは、開発事業を行う場合、それが周辺の環境にどのような影響を及ぼすかについ

て、あらかじめ、事業者自ら、調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して住民や行政などか

ら意見を聴き、それらを踏まえて、その事業に係る環境保全について適正な配慮を推進しようとす

る制度です。 

平成11年（1999年）６月に環境影響評価法が施行され、平成13年（2001年）４月には、熊本

県環境影響評価条例を施行しました。この条例は、法よりも対象事業の種類を増やし、地下水保全

及び干潟・藻場等の保全の観点からより小規模な事業も対象としています。 

また、手続き面では、住民参加の機会拡大のための公聴会や事業実施後のフォローのための手続

きを設けるとともに、知事意見を述べるに当たっては、専門家で構成する環境影響評価審査会に意

見を聴くことにより専門性を確保しています。 

さらに、事業の柔軟な計画変更が可能である早期の段階において、評価、審査する配慮書手続き

等を平成26年（2014年）12月に導入しました（平成28年（2016年）４月施行）。 

なお、法や条例に該当しない比較的小規模な県公共事業を対象として、熊本県公共事業等環境配

慮システム要綱を平成10年度（1998年度）から施行するとともに、より小規模な公共事業につい

ては、熊本県公共事業等環境配慮チェックリストを平成15年度（2003年度）に策定し、環境配慮

のための率先的な取組みを行っています。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一部の再生可能エネルギー事業（再エネ事業）について、環境への適正な配慮がなされず、地

域との合意形成が十分に図られていないことに起因し、地域の受容性が低下し、地域社会との共

生が課題となっていたことを踏まえ、再エネ事業について、適正に環境に配慮し、地域に貢献す

るものとし、地域と共生することで、円滑な合意形成を図りながら、地域への導入を促進するこ

とを目的として、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）が改正され、令和４年（2022年）

４月１日に施行されました。 

この改正により、国及び都道府県が設定した基準に基づき、市町村が定めた促進区域及び実行

計画に適合する事業を市町村が認定する「認定地域脱炭素化促進事業」制度が創設され、この認

現状・課題 

大             事業規模             小 
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定を受けた事業については、環境影響評価法に基づく配慮書手続の規定が適用されないこととな

りました。 

熊本県環境影響評価条例においても、一部を改正し、温対法と同様に、「認定地域脱炭素化促

進事業」については、同条例に基づく配慮書手続の規定を適用しないこととしました。（令和７

年（2025年）４月１日施行） 

 

 

 

・  過去３年間(令和４年度～令和６年度（2022年度～2024年度）)に法及び条例に基づき環境影

響評価について審査を行った件数は、表8-1-1のとおりです。 

表8-1-1  令和４～令和６年度(2022～2024年度) 環境影響評価法及び条例による審査件数※１ 

※1 当該年度に知事意見を述べたものを１件としています。 
※2 法と同等の手続きを実施しています。 

 

・  環境影響評価法や熊本県環境影響評価条例の適切な運用を推進し、開発事業における環境配

慮を進めます。条例に定める手続については、手続が円滑に行われるよう、パンフレットやホ

ームページ等で事業者や県民に向けて情報提供を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象事業及び規模要件 R4 R5 R6 

法 

風力発電所 出力10,000kW以上 1 2 2 

太陽電池発電所 出力40,000kW以上 0 0 1 

ダム 湛水面積100ha以上 1※２ 1※２ 0 

条

例 

廃棄物最終処分場 新設すべて 1 0 1 

廃棄物焼却施設 処理能力4t/時又は100t/日以上 0 2 0 

公有水面の埋立て 干潟等地域において面積5ha以上 1 1 0 

鉄道 長さ5km以上 0 1 1 

土地区画整理事業 地下水保全地域において面積25ha以上 1 1 0 

取組み 
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第２節 土地利用 

 １ 計画的な土地利用の推進 

 

 

令和6年（2024年）の県土面積は7,409.19㎢で森

林が 4,596.29㎢(62%)と最も多く、次いで「農地」が

1,032.86㎢(14%)となっており、「農地」は減少傾向に

あります。 

また、住宅地と工業用地、その他の宅地を合わせた

「宅地」385.95㎢(５%)は、前年度から引き続き増加し

ています。 

県土は、現在及び将来における県民のための限られ

た貴重な資源であり、良好な環境づくりに配慮しつつ、

総合的かつ計画的な県土の利用を図ることが求められてい

ます。 

 

 

 

・  本県では、総合的かつ計画的な土地利用を図ることを目的とした国土利用計画法に基づき、

「計画の策定」及び「規制」に関する措置による計画的な土地利用を推進しています。 

 

 【計画の策定】 

令和３年（2021年）３月に、県土利用の方向性を定める「熊本県国土利用計画」と、各個別規

制法（都市計画法・農業振興地域の整備に関する法律・森林法・自然公園法・自然環境保全法等）

の調整の方向性を示す「熊本県土地利用基本計画」を統合し、「熊本県土地利用基本計画（第5次

熊本県国土利用計画）」を策定しました。この計画では、「適切な県土管理を実現する」、「自然環

境・美しい景観等を保全・再生・活用する」、「地下水の保全に配慮する」、「安全・安心を実現す

る」の４つを基本方針とし、県土の安全性を高め、持続可能で豊かな県土の形成を目指すことと

しています。 

また、市町村が、県計画と同様の趣旨で各市町村のエリアに関する国土利用計画（市町村計画） 

を定める場合は、その策定に関して支援を行っています。 

 

【規制】 

本県の土地取引に関しては事後届出制度が適用されています。この制度は、乱開発や無秩序な 

土地利用を防止することを目的とし、一定面積以上の土地取引が行われた場合に利用目的等の届 

出を受け、土地利用基本計画等に適合しているかどうかの審査を行うものです。 

この制度を通して、土地を利用する方々に対し、土地が取引された段階で、様々な土地利用計 

画に沿った適正な土地利用に誘導することにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを 

推進しています。 

 

現状・課題 

取組み 

図8-2-1 令和7年度(2025年度) 

「土地利用現況把握調査」 

（令和6年(2024年)10月1日現在） 



 

124 

 

２ 盛土等に伴う災害の防止 

 

 

令和３年（2021年）７月に静岡県熱海市で

発生した大規模な土石流災害を受け、盛土等

による災害から国民の生命・財産を守る観点

から、盛土等を行う土地の用途やその目的に

かかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準

で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土

等規制法（以下、「盛土規制法」という。）」

が令和４年（2022年）５月公布（令和５年（2023

年）５月施行）されました。 

盛土規制法では、都道府県知事等が、盛  

土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を

規制区域（宅地造成等工事規制区域及び特定

盛土等規制区域）として指定することや、規

制区域内で行われる盛土等を都道府県知事の

許可の対象にすること等が新たに定められて

います。 

盛土等に伴う災害を防止し県民の安全を確

保するため、規制区域の範囲を設定する基礎

調査の実施、調査結果に基づく規制区域の指

定、盛土規制法を適切に運用していくための

執行体制の整備等を早急に進める必要があり

ます。 

【新たな法律の概要】 

① 盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。 

② 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。 

③ 規制区域内の盛土等が行われた土地では、土地所有者等が盛土等を安全に保つ責務が

あります。 

 

 

 

・  本県では、都市計画法や農地法、森林法など、土地利用規制を所管する庁内関係課によるプ

ロジェクトチームを設置し、令和７年度（2025年度）４月１日の規制区域の指定及び運用開始

に向け、指定に向けた各種手続きや県内市町村との協議・調整、県民や関係者への周知などを

進めています。 

 

 

 

   令和７年（2025年）４月１日の区域指定及び運用開始に向けた主な取組み 

現状・課題 

取組み 

森林 

宅地 
農地 

（静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、 

土石流が発生した状況（令和３年７月）） 

≪規制区域のイメージ≫ 

出典：盛土規制法パンフレット（国土交通省）を
一部加工 

宅地造成等工事規制区域 

 市街地や集落など盛土等が行われれば

人家等に危害を及ぼしうるエリア 

特定盛土等規制区域 

 地形等の条件から、盛土等が行われれば

人家等に危害を及ぼしうるエリア等 
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令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制区域の指定 

盛土規制法の運用開始 

規制区域指定のための基礎調査 

県民・関係者 

への周知 

市町村との協議・調整 

区域指定に 

向けた手続き 
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第３節 環境情報・研究のネットワーク化 

 

 

環境に関する研究及び技術開発に係る情報交換、共同研究について、国、他県、大学及び民間 

の研究機関等との一層の連携を推進する必要があります。 

 

 

 

・ 各分野における研究機関等において、以下のような取組みを行っています。 

 

【熊本県保健環境科学研究所】 

県内の大気や水環境に関する様々な調査研究等を 

進めています。大気については、有害大気汚染物質等 

のモニタリングや微小粒子状物質（PM2.5）の成分調 

査を行っています。また，統計手法等を用いた大気汚 

染物質の空間濃度分布の予測や発生源等に関する調 

査研究にも取り組んでいます。 

水質については、公共用水域、地下水及び工場/事

業場排出水等の水質調査を実施しています。特に地

下水については、硝酸性窒素をはじめとする地下水汚染の実態や原因の調査に取り組んでいます。 

さらに、国立環境研究所等との共同研究や全国の地方環境研究所間での情報交換をはじめ、新

規化学物質等の分析技術や様々な調査手法の習得など新たな課題等への対応にも努めています。 

 

【熊本県農業研究センター】 

地球温暖化に対応した栽培技術の開発を進めるととも

に、環境への負荷が少ない栽培・生産技術や、農業由来の 

温室効果ガス排出を抑制する技術等、環境負荷軽減と高

い生産性を両立させながら、環境にやさしい農業（くまも

とグリーン農業）の推進を加速する技術の開発に取り組

んでいます。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

   ・環境にやさしい農業を推進する技術の開発 ６件 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

取組み 

 

水田で発生するメタンガスを調査している様子 

保健環境科学研究所 
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【熊本県水産研究センター】 

水温、塩分、溶存酸素量、栄養塩濃度などの漁場環境や 

赤潮などの発生状況を把握するため、有明海や八代海な 

どにおける調査を実施しています。また、調査によって得 

られたデータは、漁業者や漁業関係団体等に情報提供し 

ており、有害赤潮発生時の早期出荷や餌止めなどの判断 

に活用されています。 

 

【熊本県林業研究・研修センター】 

森林を健全に維持管理し、水土保全機能を持続的に発

揮させるため、林地保全及び林業経営における喫緊の課

題となっているシカ被害の軽減に繋がる、より効率的な

捕獲技術の検証・調査に取り組んでいます。 

また、健全な森林づくりのための再造林の推進に向け

て、成長が早く花粉の少ないスギ品種の開発等に関する

研究にも取り組んでいます。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・捕獲されたシカの個体調査（体重別の個体サイズ等の把握） 

・捕獲猟具の性能検証 

・捕獲手法に関する検証 等 

 

【熊本県産業技術センター】 

県内中小企業のＩｏＴ関連機器導入による高度情報化 

社会への対応と人手不足解消等を目的として、中核技術 

者向けの技術研修を実施しています。 

また、ＤＸ導入に積極的な企業へ技術的な支援をする 

ことによりモデル企業の創出や成果の紹介と他社への水 

平展開に取り組むことで、広く県内企業へのＤＸの導入 

及び定着を図ります。 

【令和６年度(2024年度)実績】 

・技術研修開催件数 25件（468名） 

・ＤＸ導入モデル企業支援件数 12件 

  

（技術研修の様子など） 

海域の環境調査 

 

林業研究・研修センター 

 

技術研修の様子 
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第４節 国際協力の推進 

 

 

   熊本独自の国際貢献に寄与するため、環境問題の解決に向けた協力や外国からの人材受け入 

れ及び人材育成を一層推進する必要があります。 

   世界から水俣病のような水銀被害をなくすため、引き続き国外における水銀対策の進展を支 

援する必要があります。 

 

 

 

・ 熊本県環境センターでは、外国人研修生への講義を行っております。外国人研修生の訪問の主 

な団体は、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）、忠清南道関係者視察等です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成26年度（2014年度）から、国外における水銀対策の進展を支援することを目的に、熊本 

県立大学と国立水俣病総合研究センターの連携大学院※において、水銀汚染対策や水銀含有廃棄 

物の適正処理などの分野で留学生を受け入れ、母国や国際機関等で広く活躍できる人材の育成に 

取り組んでいます。 

 ※連携大学院とは 

 平成25年度（2013年度）６月に熊本県立大学と国立水俣病総合研究センターが連携協力に関する協定を締結。

国立水俣病総合研究センターの研究者に熊本県立大学の教員の身分を付与し、熊本県立大学の大学院生が研

究者の指導の下、水銀研究を行うもの。 

表8-4-2 水銀研究留学生の支援実績（入学年度毎の留学生数） 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

2人 2人 1人 1人 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

2人 2人 2人 2人 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 

2人 2人 2人 

 

平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 

― 191人 99人 152人 69人 82人 102人 202人 175人 

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

180人 251人 246人 278人 202人 235人 378人 162人 188人 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 

104人 112人 1,210人 91人 100人 299人 488人 520人 155人 

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 

0人 0人 21人 150人 195人 

取組み 

現状・課題 

表8-4-1 平成5年度～令和6年度(1993年度～2024 年度)  熊本県環境センターを訪問した外国人

来館者の推移 

※ 平成５年度(1993年度)は統計データなし。 
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第９章 水俣病対策事業                

第１節 水俣病認定審査業務、水俣病に関する不服申立て及び 

訴訟 

 １ 水俣病認定審査業務 

 

 

本県では、水俣病対策を県政の最重要課題としてとらえ、公害健康被害の補償等に関する法律

（以下「公健法」という。）に基づく水俣病認定審査業務を推進しています。 

 

 

 
 

・  認定審査業務（認定申請者に対する疫学調査、検診及び審査・決定の実施等）を促進していま

す。 

表9-1-1 水俣病認定審査件数（令和7年（2025年）3月31日現在） （単位：人） 

 

 

 

 

２ 水俣病に関する不服申立て及び訴訟 

 (１)  水俣病に関する不服申立て 

 

 

水俣病認定申請棄却や、水俣病補償給付不支給等に対して不服のある方は、法律の規定に基づ

き不服申立てを行うことが可能です。 

表9-1-2 総件数・処理件数(取下げ等を含む)・未処理件数(令和7年(2025年)3月31日現在) 

 総件数      未処理件数 

 うち令和6年度  うち令和6年度 

新法(異議申立て) 960         0 960 0 0 

新法(再調査請求) ７０９ ２８ ７０５ ３２ ４ 

新法(審査請求) ５８２ 7 ５４７ １５ ３５ 

旧法(異議申立て)     1 0 1 0 0 

旧法(審査請求)    516 0 516 0 0 

   計 ２，７６８ ３５ 2,729 ４７ ３９ 

 申請総件数 取下げ等 認定 棄却 申請中の方の数 

累 計 

 

22,581 

 

 

7,042 

 

1,791 

 

13,491 

 

 

257 

 

令和６年度 31 22 0 96  

現状・課題 

取組み 

現状・課題 

処理件数(取下げ、手続き終了を含む) 
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・新法（公害健康被害の補償等に関する法律） 

・旧法（公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法） 

 

(２) 水俣病関係の訴訟 

 

 

令和６年度（2024年度）末現在では、以下のとおり、国家賠償等請求訴訟４件、行政訴訟５件

の計９件が係属中となっています。 
 

・ ノーモア・ミナマタ第２次国家賠償等請求訴訟（２件：熊本)  

平成25年（2013年）６月に、水俣病不知火患者会の会員が、チッソ(株)、国及び本県を相手

に、一人当たり 450万円の損害賠償請求を求める国家賠償等請求訴訟を熊本地裁に提起しまし

た。令和６年（2024年）３月熊本地裁は、第１陣及び第２陣の原告に対する分離判決（先行判

決）で原告144人全員の請求を棄却しました（原告のうち25人の水俣病のり患を認めるも、除

斥期間を適用）。原告143人が令和６年（2024年）４月に福岡高裁に控訴しました。令和６年度

（2024 年度）末現在で原告数は 1,355 人となっています（※第１～２陣 139 人、第３～14 陣

1,216人）。 
 

・ ノーモア・ミナマタ第２次国家賠償等請求訴訟（東京) 

平成26年（2014年）８月に、水俣病不知火患者会の会員が、チッソ(株)、国及び本県を相手

に、一人当たり 450万円の損害賠償請求を求める国家賠償等請求訴訟を東京地裁に提起しまし

た。その後の追加提訴により、令和６年度（2024 年度）末現在で原告数は 74 人となっていま

す。 
 

・ ノーモア・ミナマタ第２次国家賠償等請求訴訟（近畿) 

平成26年（2014年）９月に、水俣病不知火患者会の会員が、チッソ(株)、国及び本県を相手

に、一人当たり 450万円の損害賠償請求を求める国家賠償等請求訴訟を大阪地裁に提起しまし

た。令和５年（2023年）９月大阪地裁は、原告128人全員の水俣病のり患を認めました。国及

び本県は令和５年（2023年）10月に大阪高裁に控訴しました。令和６年度（2024年度）末現在

で原告数は126人となっています。 
 

・ 水俣病認定義務付等請求訴訟（Ｈ27） 

平成 27年（2015年）10月に、本県及び鹿児島県在住の水俣病被害者互助会の７人が、公健

法に基づく水俣病認定申請棄却の取消し及び認定義務付けを求める行政訴訟を熊本地裁に提起

しました。令和４年（2022年）３月熊本地裁は、原告全員の請求を棄却しました（認定義務付

けを求める部分は却下）。原告全員が令和４年（2022年）４月に福岡高裁に控訴しました。 
 

・ 水俣病認定義務付等請求訴訟（Ｈ30） 

平成 30年（2018年）12月に、本県在住の原告１人が母の公健法に基づく水俣病決定申請棄

却の取消し及び決定義務付けを求める行政訴訟を熊本地裁に提起しました。 
 

・ 水俣病認定義務付等請求訴訟（Ｒ２） 

令和２年（2020年）６月に、大阪府在住の原告１人が公健法に基づく水俣病認定申請棄却の

取消し及び認定義務付けを求める行政訴訟を熊本地裁に提起しました。 

現状・課題 
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・ 水俣病認定義務付等請求訴訟（Ｒ４） 

令和４年（2022年）５月に、大阪府在住の原告１人が国に対して審査請求が未処分であるこ

との違法確認及び損害賠償請求、また、本県に対し公健法に基づく水俣病認定申請棄却の取消

し及び認定義務付けを求める行政訴訟を大阪地裁に提起しました。 

 

・ 水俣病認定義務付等請求訴訟（Ｒ６） 

令和６年（2024年）９月に、本県在住の原告１人が公健法に基づく水俣病認定申請棄却の取

消し及び認定義務付けを求める行政訴訟を熊本地裁に提起しました。 
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第２節 水俣病総合対策事業及び保健福祉対策 

１ 水俣病総合対策事業（医療事業・健康管理事業・水俣病相談窓口） 

（１）医療事業 

 

 

水俣病が発生した地域において、平成７年（1995年）の政治解決により、水俣病とは認定され

ないものの、水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障害を有する方に医療手帳を交付し、また、

一定の神経症状を有する方に保健手帳(※)を交付し、療養費(健康保険適用診療の自己負担分）、

療養手当(医療手帳のみ）、はり･きゅう施術・温泉療養費(上限あり)を支給しています。 

また、平成17年（2005年）10月13日から、一定の神経症状がある方に対して、保健手帳（※） 

申請受付けを再開し、平成 22年（2010年）７月 31日まで受付を行いました。さらに、平成 21

年（2009年）７月、特措法が施行され、平成22年（2010年）５月１日から平成24年（2012年）

７月 31 日まで、水俣病被害者の救済申請の受付を行い、一定の要件を満たす方に対して、水俣

病被害者手帳を交付し、療養費等を支給しています。 

※ 特措法の施行に伴い、保健手帳は平成22年(2010年)５月から水俣病被害者手帳に統合され、平成

24年(2012年)３月31日で失効。 

 

 

 

・ 医療事業(医療手帳・水俣病被害者手帳)の令和６年度(2024年度)の給付実績は、次のとおりです。 

表9-2-1 医療手帳                  表9-2-2 水俣病被害者手帳 

 件数 金額(千円)   件数 金額(千円) 

療養費 93,405 445,586  療養費 937,756 3,722,169 

 

はり・きゅう

施術費 
2,706  4,838  

 はり・きゅう 

施術費 
6,896  39,868  

温泉療養費 2,413   

 

11,409  温泉療養費 17,743 82,523 

療養手当 32,874  682，496  療養手当 175,618 2,621，119 

 

計 131,398 1,144,331  離島加算 7,459 7,459 

 

※金額は各項目とも千円未満を切捨てて記載。 

       各項目の合計と計は一致しない。 

 計 1,145,472 6,473,140 

※金額は各項目とも千円未満を切捨てて記載。 

                                         各項目の合計と計は一致しない。 

 

現状・課題 

取組み 
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（２）健康管理事業                      

 

 

ア 地域健康管理事業 

水俣病が発生した地域に居住している住民の健康上の不安を軽減又は解消するため、①住民の 

健康診査（各市町が実施する健康診査に神経症状の問診や血液検査項目を上乗せして実施）や② 

健康診査後の指導等を行っています。 

 

イ 健康不安者フォローアップ健診事業 

特措法に基づく救済措置の一時金等又は療養費のいずれにも対象とならないとされた方等で、

昭和49年（1974年）12月31日以前に１年以上、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を食べたこ

とに伴い、健康不安を感じられる方に対して、１年に１回無料で健康診査等が受けられる「健康

不安者フォローアップ健診事業」を行っています。 

 

ウ 健康不安者に対する健診事業 

特措法に基づく救済措置の申請を行わなかった方で、昭和49年（1974年）12月31日以前に

１年以上、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を食べたことに伴い、健康不安を感じられる方に対

して、１年に１回無料で健康診査等が受けられる「健康不安者に対する健診事業」を行っていま

す。 

 

 

  

・ 地域健康管理事業の令和６年度（2024年度）健診受診者数は、水俣市1,112人、芦北町1,061

人、津奈木町370人、天草市御所浦町135人の合計2,678人でした。 

なお、健康不安者フォローアップ健診事業の健診受診者数は152人、健康不安者に対する健診

事業の検診受診者数は５人でした。 

 

（３）水俣病相談窓口設置事業 

 

 

住民の健康不安の軽減・解消等を図るため、平成18年度（2006年度）から水俣病相談窓口を水

俣市、芦北町、津奈木町及び天草市御所浦町に、平成27年度（2015年度)には上天草市龍ヶ岳町に

も設置し、健康相談や福祉相談、水俣病に関係する行政施策の相談等に対応しています。 

また、水俣市立総合医療センター内で、水俣病に関連した相談を受け、生活や健康の状況に応

じた適切な助言、関係諸制度の紹介を行う、健康相談事業を実施しています。 

 

 

 

・ 令和６年度（2024年度）の相談件数は、水俣市2,739件、芦北町5,334件、津奈木町563件、天草

市御所浦町271件、上天草市龍ヶ岳町608件の合計9,515件でした。また、健康相談事業の利用実

現状・課題 

取組み 

現状・課題 

取組み 
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績は、210件でした。 

 

２ 保健福祉対策 

 

被害者救済とともに、水俣病発生地域における保健福祉の取組みを推進しています。 

（１）胎児性・小児性水俣病患者等に係る地域生活支援事業 

 

 

・ 平成18年度（2006年度）から、胎児性患者等の方々が住みなれた地域で安心して日常生活を

送ることができるように、また、地域の活動に参加できるように、その支援に取り組む社会福祉

法人等の団体に対して、胎児性患者等の方々を対象とした外出支援、交流サロン、在宅支援訪問

等に係る経費の一部を補助しています。 

 

３ 地域の再生・融和対策 

 

水俣病の歴史と教訓を後世に語り継ぐとともに、地域の再生と融和の取組みを推進していま

す。 

（１）環境・福祉モデル地域づくり推進事業 

 

 

・ 保健福祉の取組みを促進するため、次の取組みを行いました。 

①  水俣病被害者等保健福祉ネットワーク(安心して暮らせる地域づくりを目指した水俣・ 

芦北地域の保健・福祉団体等のネットワーク)の運営 

②  水俣病犠牲者の慰霊に係る支援（慰霊式の実施に係る水俣市への補助） 

③  もやい直しの推進（「火のまつり」の実施に係る水俣市への補助及びもやい祭りの実施 

に係る芦北町への補助） 

 

（２）水俣病関連情報発信（支援）事業 

 

 
・ 水俣病関連の情報発信の取組みを促進するため、次の取組みを行いました。 

① 水俣病問題啓発事業 

・児童・生徒、教職員及び保護者や企業を対象とした啓発事業の実施。 

※令和６年度(2024年度)：小学校10校、中学校18校、高等学校等12校、各教育事務所15か所、教職員対

象の現地研修３回、保護者向け８か所、企業向け２回  

取組み 

取組み 

取組み 

現状・課題 

現状・課題 
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・世界に向けた情報発信事業として、国際的な水銀会議(ICMGP)の場においてオンライン

による講話を実施。  

② 講座開設に係る補助（「『うたせ船で水俣病を学ぶ』講座」実施に係る芦北町への補助） 

③ 水俣病資料館の情報発信機能の強化を図る取組みに係る水俣市への補助 

④ 水俣病の原点の地である百間排水口の現地保存（樋門扉の新調） 
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